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横浜市地球温暖化対策実行計画の改定について 

 

 

１ 経緯 

平成 29年 10 月 環境創造審議会へ計画の改定について諮問 

平成 30年 ２月 第１回市会定例会常任委員会にて計画改定の検討状況について報告 

３月 環境創造審議会から計画の改定について答申 

       ５月  第２回市会定例会常任委員会にて計画（改定素案）の内容を報告 

    ６月～７月 計画（改定素案）に対するパブリックコメントの実施 

 

２ パブリックコメントの結果について 別紙１ 

（１）実施期間 

平成 30年６月 25 日（月）～平成 30年７月 31日（火） 

 

（２）意見提出状況 

    提出者数：64名      意見数：228件 

 

（３）提出されたご意見への対応 
賛同 本計画の推進に賛同いただいたもの 34件 

包含 ご意見の趣旨が素案に含まれるもの 61件 

反映 ご意見の趣旨を反映し、素案を修正したもの 37件 

参考 ご意見として、今後の参考とするもの 83件 

その他 その他のご意見（本計画に対する質問、本計画以外の内容のご意見など） 13件 

 

（４）主なご意見 
ア 賛同：本計画の推進に賛同いただいたもの 

・ Zero Carbon Yokohamaや目標に賛同する意見 

・ ３C（選択の力：Choice、創造の力：Creation、連携の力：Collaboration）の考え方に賛同

する意見 

・ 個別施策（環境モデルゾーン、グリーンインフラ、再エネ施策等）に期待する意見 

 

イ 包含：ご意見の趣旨が素案に含まれるもの 

・ 低炭素電力を選択できるようにしてほしいという意見 

・ 環境教育や普及啓発の重要性についての意見 

・ 個別の取組についての意見（電気自動車、蓄電池、カーボン・オフセット等） 

 

温 暖 化 対 策 ・ 環 境 創 造 ・ 

資 源 循 環 委 員 会 

平 成 3 0 年 1 0 月 ２ 日 
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ウ 反映：ご意見の趣旨を反映し、素案を修正したもの 

・ 脱炭素化のゴールをより早く（2050 年など）目指すべきという意見 

・ 気候変動の影響が既に起きていることを、もっとしっかり記載し、危機感を共有すべき 

という意見 

・ エネルギー削減目標を設定したことをより明確に強調すべきという意見 

・ 前計画を踏まえた計画であることを明確化すべきという意見 

 

３ 改定原案の内容について 別紙２ 

（１）パブリックコメント等のご意見を反映した主な変更内容   

（[ ]に記載のページ中、マーカー部分） 

①本市の目指す姿（ゴール）の表現に「2050年も見据えて」を追記し、 

脱炭素化を目指す時期に 2050年が含まれていることを明確化 [p.１、40] 

※なお、本変更は、1.5 度に関する IPCC 特別報告書（産業革命以降の気温上昇を 1.5℃未

満に抑えるために、2050 年ごろまでに温室効果ガス排出を実質ゼロにするよう前倒しを

迫る内容、今年秋頃公表予定）も踏まえた変更です。 

②気候変動の影響や、その影響へ適応することについて、背景や施策の中でより明確になる

よう追記 [p.４、14、67] 

③エネルギー削減目標について、その意図も含め明確になるよう追記 [p.２、62] 

④前計画での振り返り・課題等を背景・意義に追記 [p.14] 

⑤用語解説の充実 [脚注] 

 

（２）横浜市地球温暖化対策実行計画（改定原案） 本編及び概要版 別紙３、別紙４ 

 

４ 今後の予定 

平成 30年 10 月  計画策定、公表 

 

５ 参考資料【平成 30 年第２回定例会 説明資料】 

横浜市地球温暖化対策実行計画（改定素案）概要版 別紙５ 
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改定素案に対するパブリックコメントの結果（概要） 

 
１ パブリックコメントの実施状況 

提出者数 64名 

意見数 228件 

 

項目別意見数 

計画全体に関するご意見 14件 

第１章 計画を改定する背景・意義 11件 

第２章 温室効果ガス排出量・エネルギー需給状況 ３件 

第３章 計画の基本的事項 32件 

第４章 計画目標 12件 

第５章 対策・施策 143件 

第６章 計画の推進体制・進捗管理 ２件 

その他のご意見 11件 

 

２ 主なご意見の主旨 

計画全体について 

「パリ協定をしっかり踏まえ努力されている横浜市の対応嬉しく思います。 

子を持つ母として、温暖化対策に今まさに取り組み、次世代への良好な環境を受け継ぐことはとても大切

に思う。この実行計画に書かれている様々な取組に期待している。 

横浜市がやろうとしている内容を拝見すると大変立派です。 

昨今の異常気象も人間が作ったものだと思います。 

是非早期に具体化し、予算化して実行に移してください。 

掛け声だけに終わらせないでください。 

よく整理され、まとめられていると思います。 

私も市民として協力しますが、一番大事なのは政策だと思います。 

温室効果ガスを、2030 年に 30％削減、2050 年に 80％以上削減という目標を達成するために、今後も、

それを実現するためのさらに具体的な政策を打っていただきたいと思います。 

大変立派な計画案で特に問題はないと思いますが、もし民間であればもっと選択と集中、メリハリをつけ

ることと言われてしまいます。 

実行計画拝見させて頂きました。大変素晴らしいものと感じました。待ったなしの地球温暖化の状況。ぜ

ひ、これら実行して頂きたく思います。 

計画の重複がなくなり、まとまったと考えます。 

［分かりやすい表現（用語）で記述］ 

・リーフレットをもとに親が子に説明でき、また子が半ば理解できる程度の表現で記述して頂きたい。 

・長期にわたる政策となるため、上位組織と表現を整合させる必要があるものと思われます。横浜市独自

の造語・似て非なる用語は混乱を招く恐れがあるため、避けて頂きたい。 

例１；「実質排出ゼロ」・「脱炭素化」：パリ協定（第四条）では、「・・温室効果ガスの人為的な発生源による

排出量と吸収源による除去量との間の均衡・・」と記述されています。つまり今世紀後半の目標は「排出

別 紙 １ 
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量＝０」ではなく「排出量＝除去量」です。 

例２；政府資料では「緩和」「適応」という表現はあるものの、「緩和策」はなさそうです。「適応策」は極一

部で使用されているだけです。 

［用語説明］ 

・重要な用語、難解な用語、カタカナ・ローマ字用語については、読み手に混乱が生じないよう、リーフレッ

トの１ページを使ってでも説明を載せて頂きたい。 

全体的に良く纏められていると感じました。 

しかし、詳細に分析されている分、どれを優先的にするのか？ 

どれも重要ですが・・・分かりにくい気がします。 

国の「第５次エネルギー基本計画」において、「脱炭素化」の言葉の定義は「今世紀後半の世界全体での

温室効果ガスの人為的な排出量と吸収源による除去量との均衡に向けて、化石燃料利用への依存度を

引き下げること等により炭素排出を低減していくこと」と明確にされており、本計画においても冒頭で「脱

炭素化」の用語の説明の付記を要望いたします。また、あわせて本文に使用されている「脱炭素」の用語

について「脱炭素化」と置き換えることを提案いたします。 

表 4-2 現状趨勢ケースの趨勢（すうせい）が用語が難しい。ふりがなを。 

経済のグローバル化は長期で見れば進み、日本国からもの作りは減少して、大量生産で工場でつくるも

のは、中国やアジア各国に移転し、福祉、医療、教育といったサービス業が残ります。その結果、業務部

門は増えて、産業部門は減る。サービス化が進むと考えます。 

 
第１章 計画を改定する背景・意義について 

図 1-3 は大きくていいです。白抜きの文字が読める。 

他の市の計画書などで SDGs の図は文字が小さくて読めないケースが散見。 

温暖化による気候変動の影響は広域且つ長期間の災害をもたらすケースが生じることが分かった。１自

治体で対処できない被害の発生も分かった。計画の改定の背景・意義を考えるに当たって考慮に入れて

頂きたい。 

P.10 イ 国の「地球温暖化対策計画」 

国の計画として「2050 年度までに 80％削減するという長期的な目標」と記載されている箇所については、

国の地球温暖化対策計画から引用されていますが、前提として「全ての主要国が参加する公平かつ実

効性のある国際枠組み」、「主要排出国がその能力に応じた排出削減に取り組む国際社会」、「地球温暖

化対策と経済成長を両立」といった３条件が付記されていることや、従来取組の延長では実現困難な目

標であることから、「削減する」ではなく「削減を目指す」目標として位置付けられている旨を正確に記載す

ることを要望いたします。 

これまで実施済みの市の温暖化関連計画等で、成果が上がらなかった点、問題点は何なのか、レヴュー

がないので、わからない。本計画についても、これまでにうまくいかなかった計画・プロジェクトをレヴュー

したうえでの計画であるはずなので、「改定の背景」で改定前の計画の問題点を記述するべきではない

か。 

集中豪雨による浸水や猛暑に～略～リスクの増大が懸念されています。とありますが、横浜市でも最近

土砂崩れで死者が出ていますし平成 26 年は各地で水害が起きてます。これでは、「まだ起きていない、

懸念」だと受け取れる文章です。「集中豪雨による浸水は生じており、さらに増加～が懸念されている」旨

の文章にしてほしい。 
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細かい表現ですが、「自然や社会の在り方を調整する～」も、あまり適切な表現ではないです。自然を調

整するのには反対しませんが、まず保全するのではないでしょうか。森林、みどりはまず保全です。「～保

全、調整する～」にしてほしい。 

図 1-7,8 は、小さく、印刷すると読みにくい。スペースがあるので大きくしてほしい。 

 
第２章 温室効果ガス排出量・エネルギー需給状況について 

横浜市内のエネルギー需給データなどは、今回初めて拝見し大変興味深く拝見いたしました。 

「図 2-10 市内におけるエネルギー需給の全体フロー（2015 年度推計値）」によりますと、市外へのエネ

ルギー供給量が約 90％であることに驚きました。 

大型の石油精製コンビナート、発電所、ガス製造所があり、市外へ製品・サービスが提供されている結果

と推定しております。 

その意味では、他地域ユーザー（家庭、事業所）でのエネルギー使用量、石化製品使用量が削減される

かどうかが、当市としての温暖化ガス発生量削減の可能性にも大きく影響するので、需要家のある他地

域への本実行計画の PR も重要ではないかと考えます。 

エネルギー需給全体フロー図は、一言で全体がわかる良い図なのですが。いくつか不明、質問がありま

す。 

熱供給について 

投入量計＝1.4 消費は自家消費 0.3、業務 1.7、家庭 0.1 で合計 2.1 です。 

素朴な疑問は、投入時より消費エネルギーが増加しているのはどうしてか？熱供給も家庭分は、どういう

形態で成っているのか？市内の太陽光発電はどこに入るのか、追加説明してほしい。 

「エネルギー白書 2017」136 ページのエネルギーフロー図には書いてあります。 

二酸化炭素排出量の推移 

2012 年から 2015 年は景気は回復期であるが、家庭消費は横ばいしています。家電の省エネが進んだこ

とと、電気代を節約したことが原因であると考えます。大震災後に、テレビや冷蔵庫やエアコンを買い替

えたので電気料金が減った。特にテレビはデジタル移行があったので買い替えた。LED化も増えた。32ペ

ージの業務部門も同じと考えます。LED、エアコン。 

 

第３章 計画の基本的事項について 

「ゼロ」は難しいハードルに感じるが、それを目指さなくてはいけない状況になっているのが分かった。こ

の「危機的状況」を市民は知るべきだし、行政もしっかり周知してほしい。「ゼロ・カーボン横浜」に期待す

る。 

「Zero Carbon Yokohama」は大賛成です。 

その推進策としての３C 対策も納得できる方法だと思います。 

持続可能な大都市モデルを目指し、“Zero Carbon Yokohama”を掲げ、さらには“環境と社会・経済課題

の同時解決“への取り組みには共感いたします。 

３つの C については賛同します。 

３つの考え方：３つの"Ｃ"（Choice, Creation, Collaboration）について 

・SDGs や社会的環境変化も踏まえた必要な考え方で賛同できる 

・Choice(選択)による意思表示を第１優先に取り組むべきではないか 

理由）例えば、早い段階で横浜市として低炭素電力を率先して Choice(選択)し、意思表示し、提案・啓発
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し、市民、企業を束ねて、Choice(選択)に対してマスパワーを持つことが、低炭素電力の経済的購入と開

発促進につながるだけでなく、選択の達成・維持に向けた様々な Creation , Collaboration にもつながる、

これはまず Choice(選択)がないと発生しない。 

「選択」「創造」「連携」の 3C のキャッチフレーズはとてもわかりやすく、温暖化対策をポジティブに展開で

きる可能性を秘めているものと思えます。ただし、それが市民レベルで行動に移すためのコミュニケーシ

ョンに発展しているかと言えば、ここ数年の温暖化対策の予算感のなかでは後回しにされている印象を

受けます。 

今回の改定素案で評価している点 

・横浜市の目指す姿を、「Zero Carbon Yokohama」とし、脱炭素化の実現を掲げたことは、パリ協定後の

世界の潮流を踏まえた都市の在り方として、大変素晴らしいと思います。 

・また施策に関しても、環境モデルゾーンや再生可能エネルギーの活用など、多様な施策が明記されて

おり、是非実現して頂きたいと感じています。 

３つの"Ｃ"で温暖化対策を着実に推進します！ 

解り易い方針であると理解しております。実施可能な【Choice】の仕組みを早期に実現していただき、近い

次世代の【Creation】を多様に展開・実施する仕組みを構築していくことが望まししいと考えます。また

【Collaboration】の促進があって現実的な温暖化対策実現が可能と考えます。これに伴い横浜市内事業

者・住民との具体的な連携体の組織化も必須と考えます。RE の主旨を進めるために他地域との連携も

重要事項で有り具体的な数値化出来る連携を実施すべきと考えます。 

「ゼロカーボンヨコハマ」、素敵です。 

COP などへの参加を通じて、世界の潮流を実感されている横浜市ならではのお考えだと感じます。 

「Zero Carbon Yokohama」という目指す姿（ゴール）について 

パリ協定採択以降、都市・自治体を含むいわゆる非国家アクターの役割がますます注目される中、脱炭

素化や「実質的な排出量ゼロ」の方向性を明確に打ち出し、それを「Zero Carbon Yokohama」というビジョ

ンに掲げている点は高く評価できる。2050年の温室効果ガス削減目標も、「80％『以上』」となっていること

からも、脱炭素化に向けた強い意志をうかがうことができる。今後は、このビジョンを関係者に広く周知

し、巻き込んでいくことが望まれる。特に、市内の事業者に対し、パリ協定と整合した削減目標の策定や

取組を促すことも重要である。 

国際的には 2017 年 11 月 12 日に、C40 の号令の下、25 の都市が 2050 年までのカーボン・ニュートラル

を目指すことを宣言している。今後は、こうした国際的な流れにも合流し、その中でもリーダーシップを発

揮することに期待したい。 

市民の役割として様々な行動が書かれているが、計画に書くだけでは動かない人の方が多いと思う。「選

択の努力義務とインセンティブ」、「連携の努力義務とインセンティブ」などを何らかで課す（規定する）とい

ったことをしてもいいのではないか。そうすることで企業も変わるのでは。 

先進都市横浜として、「温室効果ガス実質排出ゼロ（脱炭素化）の実現」を早期に進めてほしいと思いま

す。 

横浜が先進的な都市として日本をリードしてゆくことが横浜の価値を高め続けてゆけることにもつながる

と思います。 

ただ、達成時期を今世紀後半と言わず、IPCC の 1.5℃レポートなどを踏まえて考えると、2050 年を目標に

しても良いと思いますがいかがでしょうか。 

「Zero Carbon Yokohama」実行計画の今世紀後半との目標設定は世界的に見て 
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遅すぎると思います。せめて 2050 年以前、2030 年ぐらいに実施してほしい。 

目指す姿（ゴール）：「Zero Carbon Yokohama」について 

・分かりやすいゴールで賛同できる 

・ゴールの達成時期はぼやかさず 2050 年としてもいいのではないか 

「今世紀後半（2050 年以降）のできるだけ早い時期に温室効果ガス実質排出ゼロ（脱炭素化）の実現」と

しているが、IPCC1.5℃報告などを鑑みれば横浜市という国内先進都市が掲げるべきゴールとしては

「2050 年に実現」とするべきではないか。 

「ゴールが遅すぎます。」 

ゴールを決まるならば Zero Carbon Yokohama は今世紀後半では遅すぎます。 

2050 年以前に設定すべきと思います。具体的な計画を決めて各種政策を実行すれば必ず早まることを

確信しております。 

先ず総論としてより加速させることを目的に「横浜から世界に発信するためにより高いハードル（時間軸）

を選択する。」という考えは如何でしょうか。 

世界的、また我が国にスケジュールを合わせるというのは大事なことですが、それでは１．５℃に抑えるこ

とは厳しいのではないかと感じておりますし、第 3 章 42P13 行目にある「世界の地球温暖化対策を先導し

ています。」とも合致すると考えています。 

これは大胆な目標かもしれませんが「横浜市は 2050 年までに温室効果ガス排出ゼロ 

とします！」と宣言をし、現状の目標を加速させ【日本と世界をリードする持続可能な都市】というゴールを

達成する。 

もちろん、大変なことですが、ある意味世界を救った都市として後世に横浜市の名を遺すチャンスととらえ

ることは出来ないでしょうか。 

今後検討を進めて頂きたい点 

・実質排出ゼロに関して、「今世紀後半のできるだけ早い時期」とされていますが、昨今の気候変動のも

たらす危機や、IPCC のレポートを踏まえるならば、「今世紀後半のできるだけ早い時期」では遅く、2050

年を目標年とするべきではないでしょうか。是非横浜市には、他の自治体や国をリードして、あるべき姿を

目指して頂きたいです。 

横浜市の目指す姿（ゴール）： 

「Zero Carbon Yokohama」について 

明確な Goal 設定だと認識しております。実施時期も 2050 年などより具体的に設定されることが望ましい

と考えます。 

今後検討を進めて頂きたい点、・2050 年の「温室効果ガス排出量削減目標 80%以上」ですが、実質排出

ゼロの時期を 2050 年に設定するなど、是非横浜市には国や全国の自治体をリードする目標を掲げて頂

きたいです。国全体として 2050年に 80%削減を目指していくのであれば、横浜市のような先進的な都市に

は、実質ゼロといった野心的な目標が必要かと存じております。 

「今世紀後半のできるだけ早い時期に」と記載されていますが、2050 年までに、と今後より高い目標へ引

き上げることも必要だと思います。 

（世界の先導的な大都市と同じく。） 

ゼロカーボンヨコハマの宣言について 

2050 年以降早い時期にゼロカーボンヨコハマを目指すとあるが、既に IPCC は 2040 年に 1.5 度温度が上

昇すると言う見解発表も検討している。世界を見ても温暖化は思わぬスピードで進んでおり、このまま
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2050 年以降ゼロカーボンで良いのか。再考が必要。 

地球温暖化が叫ばれてからの対策計画と実行が大変遅れているように感じます。温暖化問題は、日本

だけの対策に留まらず、世界的な対策（パリ協定等）が必須と考えます。①原発再稼働の廃止②温室効

果ガスの削減 以上の大きな目標が 21 世紀に入ってはや 20 年近くが経とうとしているにも関わらず、市

の 2050 年長期的な目標は非常に遅すぎると思います。毎年既に気温上昇、集中豪雨、河川決壊による

人的被害が急増している現状を見れば、設備価格のコスト等の問題もありますが、原発の方が何倍もの

人命の危機が伴うので、一日も早く世界の国々が再生可能エネルギー利用に切り替えるべきかと考えま

す。横浜市が市のレベルでまず目指せる動きは「Collaboration（連携の力）」ではないかと思います。ま

た、地球温暖化対策とともに自然破壊の中止も求められます。 

脱原子力発電、脱石炭を計画の基本に据えること。 

前計画は、2011 年３月に策定した計画の改定版ですが、計画作成の背景として原子力発電に過度に依

存しない、地域におけるエネルギーの創出と地産地消という方針が記載されており、基本認識と方向性

は、脱原子力発電、脱石炭という世界の趨勢に沿ったものでした。しかし、改定素案には、脱原子力発

電、脱石炭化石燃料という視点が全く欠落しています。国策への追随ではなく、横浜市の自主的判断で

原発ゼロの旗を掲げることが必要です。 

 

第４章 計画目標について 

一人当たり排出量に関する目標について 

横浜市も参加する C40 が発行した「Deadline 2020」という報告書では、パリ協定に向けた取り組みのマイ

ルストーンとして、「2030 年までに一人当たりの排出量を 2.9t-CO2／人」にすることが必要とされている。

現状の横浜市の水準は（5.2 トン；22 ページ掲載）、同報告書で示されている C40 参課都市の世界的な平

均とほぼ同等であり、国際レベルで先進性を確保するためには、今後の取り組み強化が必要である。 

［削減目標］ 

・電力消費量の測定数値は記載されているが、工業用燃料・自動車燃料・ゴミ焼却場に伴う排出ガス等

がどのような扱いになっているのか不明です。 

・「温室効果ガス排出量」で削減目標を設定する場合、ガスの種類と発生源、測定・集計の方法等など事

細かに記述する必要があります。 

［温室効果ガスの吸収量について］ 

・政府案では 2.6％見込んでいますが、横浜市案(p93)では「吸収源対策による吸収量は軽微であるため、

削減見込量には含めていません。」と否定的な一言があるだけです。 

・図 7-2(p125)を見ると、森林・緑地・農地が温度上昇を抑制しているのはほぼ確実でしょう。また、温室効

果ガス低減の目標値に吸収量として加算できるのなら 0.1％でも計上すべきではないでしょうか。さらに、

パリ協定の今世紀後半の目標となる「排出量＝除去量」に達するためには吸収量の計上が必須だと思い

ます。 

・森林等の保全活動は市民レベルで積極的に参加しやすい活動です。吸収量を無視すると、横浜市の温

暖化対策について市民からの理解が得られなくなる可能性があります。 

［その他不明点］ 

・温室効果ガス排出量削減目標」と「エネルギー消費量削減目標」との関係が不明です。後者の数値の

根拠も不明です。 

・「家庭部門の原単位の目安」という意味も分からないし、数値もどのように算出したのか不明です。 
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温室効果ガス削減目標の訴求とエネルギー消費量削減目標を同格にすることを要望いたします。目標達

成には、エネルギーの削減目標が不可欠な為、詳細に定義することが重要と考えます。 

「計画目標は、・・・マイルストーンとするとともに、エネルギー消費量についても、徹底した省エネルギー

を実施するよう、削減目標をあらたに設定します。（後略）」 

市内温室効果ガス排出削減の中長期目標の設定にあたっての電力の想定排出係数を見直すこと。 

改定素案は、2013 年度を基準年とした削減目標を 2020 年度は 22％、30 年度を 30％としています。国の

目標（30年度 26％）より高く設定していることは評価できます。しかし、そもそも国の 30年度目標は、国際

的基準である 1990 年比に直すとわずか 18％にすぎません。日本政府の対応の抜本的見直しが求めら

れます。 

また削減目標を設定するにあたって、電力の想定排出係数を、2020 年度は原発事故前の 2010 年度の

係数としています。2010年度の係数で 20年度の排出量を測れば実際の排出量より低くなることは明らか

です。その分削減量が増えるのは確かですが、それはあくまで机上の計算であり、環境負荷の実態を覆

い隠すことにつながるだけです。2030 年度の排出係数は、国の計画を踏まえた係数としていますが、国

の計画は 2030 年度の電源構成を原子力 22～20％としており原発に固執したものです。国の枠内での取

組にこだわらない計画に見直すことを求めます。 

前計画の到達点と総括を明らかにした上で、再生可能エネルギーの設備導入量目標引き上げ、その目

標を達成するための具体的対策を盛り込むこと。 

前計画は、再生可能エネルギーに関して事業量目標を示し、目標達成のための取組方針と主な対策・施

策を定めています。しかし、改定素案には、この取組についての到達点も総括も明らかにされていませ

ん。施策ごとに到達点を把握し、課題を整理することなくして次の手立てを講じることは不可能ではないで

しょうか。また、再生可能エネルギーの目標は前計画を踏襲したものであり、パリ協定の締結や異常気象

現象を踏まえた目標とは到底言えません。引き上げが必要です。 

再生可能エネルギーについて、市民、地域主体の取組を支援する支援策という視点で、対策・施策を拡

充するとともに、市民、企業が何をすればいいか分かるよう施策を具体化するべきです。 

 

第５章 対策・施策について 

近年過去に例のない豪雨による甚大な災害が発生しています。この被害を少しでも軽減できるよう、「グ

リーンインフラ」を活用した取組を推進してほしいと思います。 

計画の施策体系・重点施策  

６：持続可能なまちづくり の 

都心部での環境モデルゾーンの発信、は興味深いです。 

エリア内の大企業から中小企業、生活者までが一体となって推進できるような動きはしっかり進めてほし

いと思います。 

何か大きな取り組みになると、資金力の大きな企業は対処出来ても、資金力・人材力の乏しい中小企業

は負荷がかかるだけだったり、生活者は後回しになりがちです。 

大企業、中小企業、個人経営、生活者に反映する仕組みが必要だと思います。 

２０の「重点施策」についても賛同します。 

特に以下の施策を早く推し進めてほしい。 

・RE の供給―特に家庭・企業 PV 導入、市役所施設での RE 化。 

・脱炭素経済への移行―火力発電所や石油基地のゼロカーボン転換。 
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・RE の地産地消・広域連携―他県との連携、RE 電力事業。 

・公共施設の RE 導入や LED・ZEB などの推進。 

・EV や自動運転の全市展開。 

低炭素電力の供給と選択の推進について 

・市民、事業者等が積極的に低炭素な電力を選択できる仕組みは必要で賛同できる 

・推進時に想定される課題を踏まえた施策展開を 

低炭素電力の活用については以下の課題にぶつかると想定される。 

【課題①】横浜の需要が、現存する低炭素電力の量に対して過多 

【課題②】需要家視点での経済性について、低炭素電力が他種類の電源に対して低い 

【課題③】結果として、低炭素電力の開発・供給と選択が限定的に 

【対策】再エネ電源を地域間連携で融通できる地域経済共生圏横浜市と協力関係にある/関係が深い/

理念を共有できる再エネポテンシャルリッチな地方自治体と大需要家である横浜市で、デンマークのコペ

ンハーゲン－ロラン島のモデルのように、再エネの都市間融通をきっかけに、多層的な地域経済交流を

深めるような「地域間連携」の枠組みづくり。 

基本方針：（２）最先端のスマートシティの実現 

・取組を 2010 年頃から継続していることに賛同する。最先端の取り組みは常にトライ＆エラーの連続であ

ることを施策に織り込み、引き続き続けてほしい。 

・最先端の技術などは十分に国際動向を踏まえられていると考えられるが、環境コンシャスな企業・住民

に支えられるカリフォルニアの CCA やポートランドの環境共生街づくりがなぜ実現できているのか、世界

の環境先進都市の取組も参考にしてはどうか。 

再エネのスマートな活用検討（地産地消・広域連携等） 

ＡＩやブロックチェーンといった最新技術動向を踏まえた取り組みに賛同・期待する。 

需要家側と供給側をリアルタイムにつないで、電力需給マッチング、環境価値マッチングを行える仕組み

が将来ゴール実現に向けて必須である。今はないリアルタイム性の高い環境価値取引市場の実現に向

けて、横浜市として、国、関係機関への提言、モデルとしての実証参加などを積極的に行ってほしい。 

再エネのスマートな活用検討（地産地消・広域連携等） 

地域間連携、広域連携での再エネ導入に賛同・期待する 

横浜市地球温暖化対策計画書制度等の充実 

充実させる方向性につき賛同する。具体的なインセンティブ設計を期待する。まず RE100 等の知名度の

高い、国際的な取り組み推進制度との整合・統一が必要と考えられる。また、事業者にとってのメリット設

計を表彰といった形だけの制度でなく、対象事業者が実施する施策に対して、例えば省エネ機器調達時

の融資利子補給や低炭素電力購入時の市場価格との差額補給など、具体的なインセンティブ充実を検

討してほしい。大企業向けの RE100 などに対応する中小事業者に対する制度は、国際事業を展開する

企業が多い横浜では必ずニーズが生じると考えられるため、充実を図ってほしい。 

市に期待している点 

・重点施策に挙げられている環境モデルゾーンについては、是非着実に進めて頂きたいと思います。企

業は環境への取り組みを進めており、また投資家からも ESGへの取り組みを求められています。そうした

背景から、企業が環境に配慮し、再生可能エネルギーで使用電力を賄える事業拠点を整備することは喫

緊の課題となっています。市が取り組まれている環境モデルゾーンによって先進的な取組が進められ、

地域の脱炭素化と活性化が実現されることを期待しております。 
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広域連携による再エネ導入など、大都市・横浜による脱炭素に向けたチャレンジを応援しています。 

他の都市にとっても、持続可能な都市のモデルとなることを期待しています。 

計画は国レベルで考えられている施策は、ほぼ入っていると考えます。エビデンス、データも記述は多く、

根拠法令、計画も関係が整理されわかりやすい。 

衝撃的ともいえるパリ協定への取組が他市より先行している。 

温暖化対策統括本部は、単純な分析から、総合科学的な分析を出すようになった。従来は、省エネ技術

の進展に期待しすぎの感があったが、現実的になった。ライフスタイルの転換が主要な施策になったこと

を評価する。 

 改定素案には、「横浜市エネルギーアクションプラン」と「横浜市気候変動適応方針」が統合されたもので

あると図示されていますが、改定素案の適応策に関連する部分（第５章２（８）適応策の強化）と適応方針

（第３章分野別の影響・施策の方針）とを見比べると、明らかに前者は具体性をお欠き、内容も薄くなって

しまったように思えます。123、124 ページに掲載されている市民アンケートでは、適応の意味まで認知し

ている割合は 20％と低く、「より一層の普及啓発が必要である」という結果であったことも考慮に入れて、

「横浜市気候変動適応方針」の内容を簡略化することなく、さらに充実させ反映させるべきだと考えます。 

地球温暖化対策について市内小学校に市役所職員が出向き出前授業をする環境教育の推進。 

再生可能エネルギーの活用の中に、太陽熱を加えて欲しい。太陽エネルギーには熱と光があるが、熱の

まま直接利用する方が効率的です（私の家では太陽光発電に対して太陽熱は 5 倍以上の効率を示して

います）。東京都のように補助金を増額するなど、その導入促進に取り組んでください。 

「太陽光温水器」の設置推進について 

私の家では屋根の上に「太陽熱温水器」を設置しおり、大幅なガス代の節約になっていますし助かってい

ます。例えば夏は温度が 60～65℃にもなり、お台所やお風呂は水でうすめるだけで使用できます。冬場

は天気が良ければ 20～30℃になり、なまぬるい湯になりますので追い炊きが少しですみます。だから５

年もすれば設置費用は還元でき、その後は７～10 年間は毎年５万円くらいのガス代の節約になります。 

老人施設や保育施設など、お湯を沢山使用する施設は広い屋根がありますのでそこに設置すればかな

りのガス代の節約になりますし、ガス代の節約は地球温暖化対策に繋がりますのでおすすめです。でき

れば公的な補助金が少しでも出れば一般家庭の皆様が設置しやすくなります。地球温暖化対策の緩和

策として温室効果ガスの排出を抑制することにつながることと思います。 

地球温暖化は、単に温度が上がるだけではなく、温度上昇に伴い海水等にも影響して、豪雨、土砂崩

れ、強風、高波等命に係わる重要なテーマであると生徒や先生に伝える道を調整してほしい。 

・何ができて、何をやるかは書いてあります。文章が多く、専門用語が多いので分かりにくい。 

・いくらかかるのか、だれが支払うのかの情報が少ない。 

・英語の略語で説明のない用語が散見します。 

再生可能エネルギー条例の制定検討を明記すること。 

地球温暖化の防止に関する取組について横浜市は、「横浜市生活環境の保全等に関する条例」で規定

しています。しかし、再生可能エネルギーの導入・使用の促進についての規定は見当たりません。全国的

には条例制定によって、地域での事業計画の把握、地域住民との合意形成、庁内統制、住民による再エ

ネ事業への支援が促進されています。条例制定を盛り込むことを求めます。 
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地球温暖化対策実行計画改定素案からの主な変更点 

 

 頁 変更箇所 変更前（素案） 変更後（原案） 

① １ 

・ 

40 

計画改定の概要 

第３章１ 本市

の地球温暖化対

策の目指す姿（ゴ

ール） 

「今世紀後半のできるだけ早い時

期における温室効果ガス実質排出ゼ

ロ（脱炭素化）の実現」を地球温暖

化対策の目指す姿（ゴール）としま

す。 

2050年も見据えて「今世紀後半の

できるだけ早い時期における温室効

果ガス実質排出ゼロ（脱炭素化）の

実現」を地球温暖化対策の目指す姿

（ゴール）とします。 

 

 

 

② ４ 第１章１（１）ア 

地球温暖化対策

における緩和策

と適応策 

 

日本においても、「平成 27年９月

関東・東北豪雨」の際には鬼怒川の

堤防が決壊するなど、広い範囲で甚

大な被害が生じたことは記憶に新し

く、本市においても集中豪雨による

浸水や、猛暑による熱中症のリスク

の増大等が懸念されています。 

 

 

（略） 

「適応策」は、既に起こりつつある、

または起こりうる気候変動の影響に

対応し、自然や社会のあり方を調整

することにより、気候変動の影響に

よる被害を最小化・回避することで

す。 

日本においても、「平成 27年９月

関東・東北豪雨」の際には鬼怒川の

堤防が決壊するなど、複数の市町村

にまたがる広い範囲で甚大な被害が

生じたことは記憶に新しく、本市に

おいても集中豪雨による浸水や、猛

暑による熱中症 が発生しており、今

後さらにリスクの増大等が懸念され

ています。 

（略） 

「適応策」は、既に起こりつつある、

または起こりうる気候変動の影響に

対応し て、これによる被害を防止・

軽減し、生活の安定、社会・経済の

健全な発展、自然環境の保全を図る

ことです。 

 

 

 

67 第５章２（１）イ 

環境教育の推進 

 

地球温暖化対策やエコライフスタ

イルに関連する講座やイベント等の

活動を市民団体、事業者、大学、行

政等が連携して実施することより、

こどもから大人まで、市民一人ひと

りの脱炭素化に向けたライフスタイ

ルの定着を促します。 

地球温暖化の影響を伝えるととも

に、地球温暖化対策やエコライフス

タイルに関連する講座やイベント等

の活動を市民団体、事業者、大学、

行政等が連携して実施することよ

り、こどもから大人まで、市民一人

ひとりの脱炭素化に向けたライフス

タイルの定着を促します。 
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③ ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画改定の概要 

４ 計画目標と

施策 

 

計画目標は、温室効果ガス排出量

削減目標の短中期目標と長期的な目

標を設定し、一足飛びでは到達でき

ないゴールである「実質排出ゼロ」

に対し、現状と将来を見通し、段階

的に到達するためのマイルストーン

とします。また、エネルギー消費量

についても、削減目標を新たに設定

します 

計画目標は、温室効果ガス排出量

削減目標の短中期目標と長期的な目

標を設定し、一足飛びでは到達でき

ないゴールである「実質排出ゼロ」

に対し、現状と将来を見通し、段階

的に到達するためのマイルストーン

とするとともに、エネルギー消費量

についても、徹底した省エネルギー

を実施するよう、削減目標を新たに

設定します。 

62 第４章３（２）エ

ネルギー消費量

削減目標 

エネルギー消費量に関する目標を

以下のとおり設定します。これによ

り、電力の排出係数の影響を受けず、

本市の取組の成果が分りやすく捉え

られるようになります。なお、本目

標は温室効果ガス排出量削減目標と

同水準となるよう設定します。 

エネルギー消費量に関する目標を

以下のとおり設定します。温室効果

ガス排出の多くはエネルギー起源の

二酸化炭素（電気、ガス、石油等の

使用に伴う排出）であり、エネルギ

ー消費量は温室効果ガス排出量に大

きく影響します。また、エネルギー

消費量を見ることで、電力の排出係

数の影響を受けずに、本市の取組の

成果を捉えられるようになるため、

温室効果ガス排出量削減目標と同水

準となるようにエネルギー消費量削

減目標を設定します。 

④ 14 第１章２（３）本

市が地球温暖化

対策に取り組む

意義 

 

― 

 

 

 

 

（略） 

また、エネルギー利用だけでなく、

電力の排出係数は、温室効果ガス排出

量に大きく影響するため、電力小売全

面自由化などの背景も踏まえ、電力の

低炭素化に向けた取組も行っていく

必要があります。 

（略） 

一方で、大都市であるため、再生

可能エネルギーの大量導入などは難

しく、前計画における再生可能エネ

ルギーの導入量目標の達成には、さ

らなる努力が必要です。 

（略） 

さらに、近年ますます顕著になる、

大雨等の気象の激甚化や猛暑などに

よる被害を防止・軽減するための取

組も一層強化していく必要がありま

す。 

（略） 

⑤ 省略  
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計画改定の概要 
本計画は、地球温暖化対策推進法第 21条第３項で規定されている、地方公共団体実行計画 1にお

いて、温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項を定める計画（いわゆる「地方

公共団体実行計画（区域施策編）」）となります。 
2011（平成 23）年３月に策定し、2014（平成 26）年３月に改定した実行計画について、パリ協

定・SDGｓ採択後の世界の潮流や、国の地球温暖化対策計画・適応計画の策定等を踏まえ、本市の

地球温暖化対策（緩和策・適応策）・エネルギー施策の更なる強化を図るため、今回計画を改定し

ます。 

 

１ 計画改定の背景 

2015（平成 27）年 12月の気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP212）で採択されたパリ協定は、

2016（平成 28）年 11月に発効しました。 

パリ協定は、歴史上初めて先進国・途上国の区別なく、温室効果ガス排出削減に向けて自国の決定

する目標を提出し、目標達成に向けた取組を実施することなどを規定した公平かつ実効的な枠組みで

あり、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出量と吸収量との均衡を達成する「脱炭素社会」に向

けた転換点となるものです。パリ協定では、「産業革命前からの地球平均気温上昇を２℃より十分下

方に保持。また、1.5℃に抑える努力を追及」及び「今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸

収のバランスを達成」すること等が規定されました。 

パリ協定の下、今世紀後半の脱炭素化 3に向けて世界は既に動いています。主要国は、脱炭素化の

鍵となる省エネルギーの徹底や再生可能エネルギーの大幅な導入を進めると同時に、「脱炭素経済へ

の移行競争」を始めています。 

 

２ 本市の地球温暖化対策の目指す姿（ゴール） 

パリ協定採択後の世界の潮流や深刻化する気候変動の影響、科学的な知見等も踏まえ、本市とし

ては、2050 年も見据えて「今世紀後半のできるだけ早い時期における温室効果ガス実質排出ゼロ（脱

炭素化）の実現」を地球温暖化対策の目指す姿（ゴール）とします。 
なお、本市の目指す姿（ゴール）を表す言葉として、「Zero Carbon Yokohama」を用います。 

 

 

 

 

 

この目指す姿を実現するためには、現状の取組の延長線上では難しく、英知を結集し、技術・経

済社会システム・ライフスタイルのイノベーションによる解決を最大限追及していくことが必要と

なります。こうしたイノベーションに向けた市民や事業者の努力を後押しするために、「脱炭素化」

の方向性を明確に示すことが重要です。また、「脱炭素経済への移行競争」が本格化してきている

                                                   
1 地球温暖化対策の推進に関する法律第 21 条に基づく、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び

強化のための措置に関する計画 
2 特段の断りがない場合、COPとは気候変動枠組条約の下での締約国会議とし、第○回締約国会議の場合 COP○と表

記する。 
3 温室効果ガスの排出と吸収のバランスにより実質的に排出量をゼロまたはマイナスにすること 

＜本市の目指す姿（ゴール）＞ 

Zero Carbon Yokohama 
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状況においては、本市が市民生活の質の向上を図り、大都市としての付加価値や国際競争力を高め

ていくためにも、「脱炭素化」に向けた取組は重要と考えられます。 

COP23 では「脱炭素化」に向けた都市と地域の大きな役割が確認されました。本市は多くの人、

企業の受け皿である大都市として躍動し、活発な活動・交流を通して経済、社会・文化、環境の価

値を生み出し続けていくことが期待されています。国内外の他地域から人材や食料、水、エネルギ

ーの供給を受けて支えられている都市として、「脱炭素化」への挑戦によって生み出された価値や、

都市課題解決のソリューションを世界に還元することは本市の責務です。 

本市では、今後、計画を適宜見直すとともに、脱炭素化の実現に向けた道筋の検討等を進めます。 

 
３ 横浜の将来像と基本方針 

脱炭素化の実現を見据えた取組を進めるため、地球温暖化対策推進法第 21 条に規定される地方公

共団体が取り組むべき施策や、横浜を取り巻く将来の状況を展望し、地球温暖化対策を通じた環境と

社会・経済的課題の同時解決の視点も踏まえ、横浜の将来像を描き、「持続可能な大都市モデルが実

現しているまち」を目指します。また、将来像を実現するため、【Choice】選択の力、【Creation】

創造の力、【Collaboration】連携の力の３つの考え方（３Ｃ）を踏まえ、地球温暖化対策の推進に

関する８つの基本方針を設定します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画目標と施策 

計画目標は、温室効果ガス排出量削減目標

の短中期目標と長期的な目標を設定し、一足

飛びでは到達できないゴールである「実質排

出ゼロ」に対し、現状と将来を見通し、段階

的に到達するためのマイルストーンとすると

ともに、エネルギー消費量についても、徹底

した省エネルギーを実施するよう、削減目標

を新たに設定します。 

目標達成のための施策については、短中期

目標の達成に向け着実に実施する施策に加え

て、長期的な目標やゴールを見据えて、現時

点から検討・推進すべき施策を設定します。 

現在 [短中期目標]

2030

▲22％

▲30％2020

長期的な将来を見据えた施策達成に向け着実に実施する施策

▲80％以上
[長期的な目標]

社会の仕組みが大きく変化

2050

今世紀
後半

実質排出ゼロ
[目指す姿
（ゴール）]

本市の目指す姿（ゴール）：Zero Carbon Yokohama

 

【Ａ】 

市民・事業者に 
脱炭素化に向けた 
活動が浸透して 
いるまち 

【Ｂ】 

脱炭素化に向けた 
まちづくりや 
循環型社会が 
実現しているまち 

【Ｃ】 

再生可能エネルギー 
を主体として巧みに 
利用しているまち 

【Ｄ】 

気候変動の影響に 
適応しているまち 

５ 徹底した省エネ ６ 持続可能なまち 
づくり 

７ 最大限の再エネ導 
入と水素社会の実現 

８ 適応策の強化 

【S】 

持続可能な大都市モデルが実現しているまち 

１ 市民力と企業協働による取組促進 ２ 最先端のスマートシティの実現 

３ 環境と経済の好循環 ４ 都市間連携と国際発信 

横浜の将来像 
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５ 計画の施策体系・重点施策 

将来像の実現に向けて、３つの考え方（３Ｃ）を踏まえて基本方針を設定し、地球温暖化対策（緩

和策・適応策）やエネルギーに関する対策・施策を体系的に整理します。 
対策・施策の中から、重点的に取組む 20の「重点施策」を選定します。 

将来像 基本方針 ３Ｃ 重点施策

１ 市民力と企業協働
　 による取組促進

①選択
②創造
③連携

・COOL CHOICE YOKOHAMAによる全市的な地球温暖化
　対策の連鎖づくり
・低炭素電力※の供給と選択の推進

２ 最先端のスマート
　 シティの実現

②創造
③連携

・横浜スマートビジネス協議会(YSBA)メンバーとの連携に
　よる横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）実装の推進
・バーチャルパワープラント（仮想の発電所）構築事業の
　本格展開
・再エネのスマートな活用検討（地産地消・広域連携等）

３ 環境と経済の
　 好循環

②創造
③連携

・大規模イベントを契機とした
　カーボン・オフセットプロジェクト
・脱炭素経済への移行検討とイノベーションの推進

４ 都市間連携と
　 国際発信

③連携
・地球温暖化対策に関する国内外の都市間連携の推進
・世界的にプレゼンスの高い国際会議の誘致による海外発信

Ａ 市民・事業者に
　 脱炭素化に向けた
    活動が浸透して
    いるまち

５ 徹底した省エネ
①選択
②創造

・住宅・建築物の省エネ化の推進
・横浜市地球温暖化対策計画書制度等の充実
・低炭素型次世代交通の普及促進
・ESCO事業等による高効率機器の導入
・公共施設のLED化の推進

Ｂ 脱炭素化に向けた
    まちづくりや
    循環型社会が
    実現しているまち

６ 持続可能な
　 まちづくり

②創造
③連携

・都心部での環境モデルゾーンの発信
　（新横浜・みなとみらい）
・持続可能な住宅地推進プロジェクト等における
　郊外部での取組
・横浜港におけるLNGバンカリング拠点の形成

Ｃ 再生可能エネルギー
　 を主体として巧みに
　 利用しているまち

７ 最大限の
　 再エネ導入と
　 水素社会の実現

①選択
②創造
③連携

・再エネのスマートな活用検討（地産地消・広域連携等）
　（再掲）
・下水道施設への市内バイオマス受け入れによる消化ガス
   増量の検討（ＭＢＴシステムの活用）
・水素エネルギーの利活用の推進

Ｄ 気候変動の影響に
　 適応しているまち

８ 適応策の強化
②創造
③連携

・グリーンインフラを活用した取組

Ｓ 持続可能な大都市
　 モデルが実現して
　 いるまち

 
※低炭素電力：再生可能エネルギーの利用等により、温室効果ガスの排出量が少ない電力 

目標年 基準年 温室効果ガス排出量 
削減目標 

エネルギー消費量削
減目標 

短中期目標 
2020年度 

2013年度 
（2,159 万 t-CO2） 

（254PJ） 

22％（1,683 万 t-CO2） 10％（228PJ） 

2030年度 30％（1,500 万 t-CO2） 18％（208PJ） 

長期的な目標 2050年度 80％以上 － 
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第１章 計画を改定する背景・意義 

１ 地球温暖化の現状と国内外の動向 

（１）地球温暖化の現状 

 ア  地球温暖化対策における緩和策と適応策 
地球温暖化が進んでいることはもはや疑う余地がなく、私たちは、かつて経験したことの

ないような気候の変化に直面しています 4。近年、強い台風やハリケーン、集中豪雨、干ば

つや熱波、寒波といった異常気象による災害が世界中で発生し、多数の死者や農作物への甚

大な被害が報告されています。 

日本においても、「平成 27 年９月関東・東北豪雨」の際には鬼怒川の堤防が決壊するなど、

複数の市町村にまたがる広い範囲で甚大な被害が生じたことは記憶に新しく、本市において

も集中豪雨による浸水や、猛暑による熱中症が発生しており、今後さらにリスクの増大等が

懸念されています。 

地球温暖化対策は、「緩和策」と「適応策」に大別されます。「緩和策」は、気候変動の

原因となる温室効果ガスの排出を抑制することです。これに対し、「適応策」は、既に起こ

りつつある、または起こりうる気候変動の影響に対応して、これによる被害を防止・軽減し、

生活の安定、社会・経済の健全な発展、自然環境の保全を図ることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   
4 「IPCC 第５次評価報告書 第１作業部会報告書」 

【緩和策】 
気候変動の原因となる 

温室効果ガスの排出を抑制すること 
 

≪対策例≫ 
◆省エネルギー対策 
◆再生可能エネルギーの導入 

【適応策】 
気候変動の影響に対応し、 
被害を最小化・回避すること 

 
≪対策例≫ 
◆風水害・土砂災害対策 
◆熱中症・感染症対策 

 温室効果ガスの増加 
化石燃料使用による 
二酸化炭素の排出など 

 気候要素の変化 
気温上昇、 

降雨パターンの変化、 
海面水位上昇など 

 温暖化による影響 
自然環境への影響 
人間社会への影響 

図 1-1 地球温暖化対策における緩和策と適応策 
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 イ  気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第５次評価報告書 
気候変動に関する政府間パネル（以下「IPCC」という。）5は気候変動に関して科学的及び

社会経済的な見地から包括的な評価を行い、５～７年ごとに評価報告書（AR）を公表してい

ます。2013（平成 25）年から 2014（平成 26）年にかけて公表された第５次評価報告書（AR5）

は、地球温暖化に対する国際的な取組に科学的根拠を与える重要な資料となっています。 

この第５次評価報告書のうち、温暖化の影響・適応・脆弱性に関する最新の科学的知見を

とりまとめた「第２作業部会報告書」が承認された IPCC 第 38 回総会は、日本で開催される

初めての IPCC 総会として、2014(平成 26)年３月に横浜で開催されました。 

IPCC 第５次評価報告書によると、1880 年から 2012 年の間に世界の平均気温は 0.85℃上昇

しており、人為起源の温室効果ガスの排出がその主な要因であった可能性が極めて高いこと

が示されました。また、2100 年までの範囲では、人為起源の発生源の二酸化炭素（CO2）累

積排出量と予測される世界平均気温の変化量の間に、ほぼ比例の関係があることが明らかに

なっています。そして、21 世紀の終盤の世界平均地上気温の変化は、温室効果ガスの排出シ

ナリオごとに予測されており、厳しい地球温暖化対策を取らなかった場合（RCP8.5 シナリオ）

は最大で 2.6～4.8℃上昇する可能性が高く、厳しい地球温暖化対策を取った場合（RCP2.6

シナリオ）でも 0.3～1.7℃上昇する可能性が高いと予測されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（出典）IPCC 第５次評価報告書 第１作業部会報告書 政策決定者向け要約（日本語訳）の図 SPM.7.(a)に加筆 

 

                                                   
5  国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC（Intergovernmental Panel on Climate Change））とは、人為
起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評
価を行うことを目的として、1988 年に世界気象機関（WMO）と国連環境計画（UNEP）により設立された政府間
機関。 

図 1-2 世界平均地上気温の変化 

厳しい地球温暖化対策
を取らなかった場合 

（RCP8.5）、 
2.6～4.8℃上昇 

厳しい地球温暖化対策を取った場合 
（RCP2.6）、0.3～1.7℃上昇 
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（２）地球温暖化対策等に関する主な国際動向等 

 ア  地球温暖化対策等に関する主な国際動向 
地球温暖化対策等に関する主な国際動向は、次のとおりです。 

 

○ 1997（平成 9）年に京都市で開催された COP３で、各国ごとに温室効果ガス排出量に係

る数値目標を定めた「京都議定書」が採択され、2005（平成 17）年に発効されました。

この中で日本は、温室効果ガスの人為的な排出量を第一約束期間（2008（平成 20）年

～2012（平成 24）年）の平均値で基準年 6比６％削減すること等が義務付けられまし

た。 
○ 2015（平成 27）年にアメリカ・ニューヨークで開催された「国連持続可能な開発サミ

ット」において、2016（平成 28）年から 2030 年までの国際目標として「持続可能な開

発目標（SDGs）」を含む「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されまし

た。 
○ 2015（平成 27）年にフランス・パリで開催された COP21 において、歴史上はじめてす

べての国が参加する、2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組

みである「パリ協定（Paris Agreement）」が採択され、世界の気候変動対策は転換点

を迎えました。 
○ 2016（平成 28）年にモロッコ・マラケシュで開催された COP22 では、同年 11 月４日に

「パリ協定」が発効されたことを受け、今後も全ての国が参加するパリ協定特別作業

部会において交渉を継続し、2018（平成 30）年の COP24 でパリ協定の実施指針（ルー

ルブック）を採択することを決定しました。 
○ 2017（平成 29）年にドイツ・ボンで開催された COP23 では、パリ協定の実施に向け、

各国に温室効果ガス削減目標の上積みを促す対話プロセス「タラノア対話」 7を 2018

（平成 30）年 1 月から開始し、同年の COP24 で取りまとめることを決定しました。 
 

 イ  「パリ協定」の採択と発効 
2015（平成 27）年 12 月の COP21 で採択されたパリ協定は、2016（平成 28）年 11 月に発効

しました。 

パリ協定は、歴史上初めて先進国・途上国の区別なく、温室効果ガス排出削減に向けて自

国の決定する目標を提出し、目標達成に向けた取組を実施することなどを規定した公平かつ

実効的な枠組みであり、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出量と吸収量との均衡を達

成する「脱炭素社会」に向けた転換点となるものです。 

パリ協定においては、地球の平均気温の上昇を２℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃

に抑える努力を追求することなどを目的としており、この目的を達成するため、「今世紀後

半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収のバランスを達成すること」（脱炭素化）を目指し

ています。 

                                                   
6 京都議定書における基準年は、次のとおり。 
二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）：1990 年度 
ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六フッ化硫黄（SF6）：1995 年 
7 パリ協定で設定されたいわゆる「２℃目標」（世界全体の平均気温上昇を２℃より十分に低く抑える）を達

成するために、世界全体での温室効果ガス排出削減の取組状況を確認し、目標達成に向けた取組意欲の向上を

目指すための対話 



第１章 計画を改定する背景・意義 

7 

米国は、トランプ大統領が 2016（平成 28）年６月にパリ協定を離脱することを発表しまし

たが、世界ではそれに関わらず、パリ協定の下、政府、地方公共団体、企業、市民団体など

が今世紀後半の脱炭素化に向けて既に積極的に対策を推進しています。日本を含む世界の主

要国は、世界全体での今世紀後半の脱炭素化の鍵となる省エネルギーの徹底や再生可能エネ

ルギーの大幅な拡大などを進めていますが、これは、「脱炭素経済への移行競争」の側面も

持ち合わせています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：パリ協定について 

○ 「京都議定書」に代わる、2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際

枠組み。 

○ 歴史上はじめて、すべての国が参加する公平な合意。 

○ 世界共通の長期目標として２℃目標の設定。1.5℃に抑える努力を追求することに言

及。 

○ 主要排出国を含むすべての国が削減目標を５年ごとに提出・更新。 

○ 適応の長期目標の設定、各国の適応計画プロセスや行動の実施、適応報告書の提出と

定期的更新。 

（出典）環境省「COP21 の成果と今後」 
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 ウ  国連「持続可能な開発目標（SDGs）」 
2015（平成 27）年９月、アメリカ・ニューヨーク国連本部で開催された「国連持続可能な

開発サミット」において、2016（平成 28）年から 2030 年までの国際目標として「持続可能

な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。 

2030 アジェンダは、2001（平成 13）年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継と

して、貧困を撲滅し、持続可能な世界を実現するために、17 の目標・169 のターゲットから

なる「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals: SDGs）を掲げています。  

国連に加盟するすべての国は、このアジェンダをもとに、貧困や飢餓、エネルギー、気候

変動、平和的社会など、持続可能な開発のための諸目標を達成すべく力を尽くすこととされ

ています。 

例えば、SDGs の目標７には「すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネ

ルギーへのアクセスを確保する」、目標 11 には「包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で

持続可能な都市及び人間居住を実現する」、目標 13 には「気候変動及びその影響を軽減する

ための緊急対策を講じる」ことが定められています。 

具体的なターゲットとして、目標７では「2030 年までに、世界全体のエネルギー効率の改

善率を倍増させる」ことなど省エネや再エネ等の推進が記載されており、目標 11 では「2030

年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続

可能な人間居住計画・管理の能力を強化する」ことなど「都市」の役割の重要性が記載され

ています。また、目標 13 では「すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強

靭性（レジリエンス）及び適応の能力を強化すること」や、「気候変動の緩和、適応、影響

軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する」ことなど、緩和

策と適応策の推進が記載されています。地球温暖化対策は、これらの目標以外にも、目標３、

目標４、目標８、目標９、目標 12、目標 14、目標 17 等、幅広く関係しており、SDGs と密接

な関わりがあります。 

 

 
図 1-3 持続可能な開発目標（SDGs）の 17 の目標 
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（３）地球温暖化対策等に関する主な国内動向等 

 ア  地球温暖化対策等に関する主な国内動向 
地球温暖化対策等に関する主な国内動向は、次のとおりです。 

 

○ 1998（平成 10）年 10 月に、日本は、京都議定書で課せられた「1990 年比６％削減」

という目標の確実な達成に向け、地球温暖化対策推進法を制定し、我が国の地球温暖

化対策の第一歩として、国、地方公共団体、事業者、国民の責務を明らかにし、各主

体が地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めました。 
○ 2012（平成 24）年４月に閣議決定された「第四次環境基本計画」において、長期的な

目標として 2050 年までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指すことが示されまし

た。 
○ 2012（平成 24）年７月に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法に基づき、再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマ

ス）を用いて発電された電気を、国が定める固定価格で一定の期間、電気事業者に調

達を義務づける再生可能エネルギー固定価格買取制度が開始されました。 

○ 2013（平成 25）年 11 月 15 日開催の地球温暖化対策推進本部において、原子力発電に

よる温室効果ガスの削減効果を含めずに設定した現時点の目標として、「2020 年度の

温室効果ガス削減目標は、2005 年度比で 3.8％減とする」ことを決定しました。 
○ 2015（平成 27）年７月に経済産業省が「長期エネルギー需給見通し」を発表しました。

徹底した省エネにより 2030 年の電力需要を 2013 年度実績から 17％削減し、電源構成

の内、再生可能エネルギーは 22～24％に設定されました。 
○ 2015（平成 27）年７月に地球温暖化対策推進本部において、2030 年度の温室効果ガス

削減目標を 2013 年度比で 26.0％減（2005 年度比で 25.4％減）とする「日本の約束草

案」8を決定し、気候変動枠組条約事務局に提出しました。 
○ 2015（平成 27）年 11 月に、気候変動による様々な影響に対し、政府全体として、整合

のとれた取組を計画的かつ総合的に推進するため、「気候変動の影響への適応計画」

が策定されました。 
○ 2016（平成 28）年４月から、電力の小売が全面的に自由化され、家庭を含むすべての

消費者が電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになり、ライフスタイルや

価値観に合わせ、電気の売り手やサービスを自由に選べるようになりました。 
○ 2016（平成 28）年５月に、我が国の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するた

めの計画である「地球温暖化対策計画」が策定され、2020 年度、2030 年度の削減目標

のほか、2050 年度までに 80％削減するという長期目標や、目標達成のための国や地方

公共団体が講ずべき施策等が示されました。 
○ 2017（平成 29）年４月に、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担抑制の両立、

及び長期エネルギー需給見通しのエネルギーミックスの達成のために、再生可能エネ

ルギー固定価格買取制度（FIT）改正法が施行されました。 
○ 2017（平成 29）年４月から、都市ガスの小売が全面的に自由化され、敷設されている

ガス管を利用して、これまでの都市ガス会社だけでなく、新しく参入する会社もガス

                                                   
8 COP19 での決定により、2020 年以降の温室効果ガス削減目標を含む「約束草案」について、COP21 に十分に
先立って提出することが各国に求められていた。 
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を供給・販売することができ、消費者は会社を選ぶことができるようになりました。 
○ 2018（平成 30）年６月 13 日に、気候変動への適応を推進するため、気候変動適応法

が公布されました。 
 

 イ  国の「地球温暖化対策計画」 
我が国の気候変動への緩和策に関しては、2015（平成 27）年７月に地球温暖化対策推進本

部において、2030 年度の温室効果ガス削減目標を 2013 年度比で 26.0％減（2005 年度比で

25.4％減）とする「日本の約束草案」を決定し、気候変動枠組条約事務局に提出しました。 

また、2016（平成 28）年５月には、我が国の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進す

るための計画である「地球温暖化対策計画」を策定し、2030 年度の削減目標のほか、パリ協

定を踏まえ、全ての主要国が参加する公平かつ実効性のある国際枠組みの下、主要排出国が

その能力に応じた排出削減に取り組むよう国際社会を主導し、地球温暖化対策と経済成長を

両立させながら、2050 年度までに 80％削減を目指すという長期的な目標や、目標達成のため

の国や地方公共団体が講ずべき施策等を示しました。 

なお、地球温暖化対策推進法第 21 条では、地球温暖化対策計画に即して、実行計画を策定

することが規定されています。 

 
 ウ  国の「気候変動の影響への適応計画」 

気候変動への適応策に関しては、2013（平成 25）年７月に、中央環境審議会地球環境部会

のもとに気候変動影響評価等小委員会を設置し、政府全体の適応計画の策定に向けて審議を

進め、気候変動が日本に与える影響及びリスクの評価等を行いました。 

2015（平成 27）年３月には中央環境審議会において「日本における気候変動による影響の

評価に関する報告と今後の課題について」が取りまとめられ、環境大臣に意見具申がなされ

ました。 

2015（平成 27）年 11 月には、気候変動による様々な影響に対し、政府全体として、整合

のとれた取組を計画的かつ総合的に推進するため、目指すべき社会の姿等の基本的な方針、

基本的な進め方、分野別施策の基本的方向、基盤的・国際的施策を定めた、政府として初の

「気候変動の影響への適応計画」を策定しました。この計画は、気候変動の影響による被害

を最小化あるいは回避し、迅速に回復できる、安全・安心で持続可能な社会の構築を目指す

ものです。 

なお、2018（平成 30）年６月 13 日に、気候変動への適応を推進するため、気候変動適応

法が公布されました。法には、政府による気候変動適応計画の策定、気候変動影響評価の実

施、国立環境研究所による気候変動への適応を推進するための業務の実施、都道府県及び市

町村の地域気候変動適応計画の策定努力義務、地域気候変動適応センターの体制確保の努力

義務等を規定しています。 
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２ 本市における地球温暖化対策・エネルギー施策 

（１）本市の地域特性 

地球温暖化対策（緩和策・適応策）・エネルギー施策を行うにあたっては、自然的条件や社

会的条件等、本市の地域特性を把握した上で検討をしていく必要があります。 
 

 ア  自然的条件 
本市の地形は、丘陵地、台地・段丘、低地及び埋立地に分けられます。 
丘陵地は本市中央部よりやや西寄りに分布し、本市を南北に縦断しています。 
北部は多摩丘陵の南端に、南部は三浦丘陵の北端になっています。さらに、この丘陵地の

東西に下末吉台地、相模原台地があるとともに、台地や丘陵地を刻む河川の谷底低地と沿岸

部の海岸低地とがあります。 
海岸部には埋立地が造成され、海岸線はほとん

どが人工的な地形に改変されています。 
この起伏に富んだ丘陵地や河川などにより、広

域的に連続した水・緑環境を有しています。 
市内には多くの河川があり、河川の源流・上流

域から中流域にかけては、まとまりのある樹林地、

農地があるこどもの国周辺地区、三保･新治地区、

川井･矢指・上瀬谷地区、大池･今井･名瀬地区、舞

岡･野庭地区、円海山周辺地区、小柴･富岡地区、

都田・鴨居東本郷・菅田羽沢周辺地区、上飯田・

和泉・中田周辺地区、下和泉・東俣野・深谷周辺

地区といった地区があり、これらを「緑の 10 大拠

点」としています。 
また、帷子川流域、入江・滝の川流域、大岡川

流域、宮川流域や臨海部において直接海にそそぐ

小流域の集まりは、本市内で完結した流域となっ

ています。 
 
 イ  社会的条件 

本市は東京都区部に次いで日本で２番目に大きな都市で、人口は約 373 万人、世帯数は約

167 万世帯です（2018（平成 30）年１月推計）。この５年間で人口は 1.0％、世帯数は 4.2％

増加していますが、2019（平成 31）年をピークに人口は減少に転じる予測 9となっています。

市の面積は約 435k ㎡で、このうち約 81％が都市的土地利用、約 19％が自然的土地利用とな

っています。 
 

                                                   
9 （出典）横浜市の将来人口推計 

図 1-4 横浜市の地形 

（出典）横浜市水と緑の基本計画 
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（２）本市における気候変動の影響と将来予測 

本市における気候の長期変化は、横浜地方気象台において観測されており、東京管区気象台

において、関東甲信・北陸・東海地方の観測地点ごとの経年変化や都県別の長期変化、将来予

測などを「気候変化レポート 2015－関東甲信・北陸・東海地方－」として取りまとめ、公表し

ています。 
また、環境省と気象庁は、日本周辺の将来の気候（2080～2100 年）について不確実性を考慮

した予測を行い、「21 世紀における日本の気候」（2015（平成 27）年）に取りまとめています。 
なお、これらの詳細については、参考資料に記載します。 

 

 ア  気温の経年変化及び将来予測 
横浜の年平均気温は 100 年あたり 1.8℃上昇しており（統計期間：1897～2014 年）10、こ

れらの気温上昇は、温暖化の影響によるものに加え、ヒートアイランド現象 11の影響も含ま

れることが考えられます。 
将来予測としては、十分な対策を取らない場合、本市を含む神奈川県で、平均気温は概ね

３℃程度上昇すると予想され、真夏日日数は年間で約 40 日程度増加し約 70 日程度になると

予想されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
10 「気候変化レポート 2015－関東甲信・北陸・東海地方－」（2016（平成 28）年３月 東京管区気象台）より
引用。 
将来見通しは「地球温暖化予測情報第 8 巻」の予測結果を用いて、現在気候（1980～1999 年）と将来気候（2076

～2095 年）を比較した変化で示されている。排出シナリオは SRES A1B シナリオ（≒RCP6.0 シナリオ：高位安

定化シナリオ。十分な対策を取らない場合）に基づいています。 
11 都市部において、高密度にエネルギーが消費され、また、地面の大部分がコンクリートやアスファルトで覆

われているために水分の蒸発による気温の低下が妨げられて、郊外部よりも気温が高くなっている現象 

図 1-5 年平均気温の経年変化（横浜地方気象台） 

図 1-6 真夏日の経年変化（横浜地方気象台） 
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 イ  豪雨の経年変化及び将来予測 
1901～2015 年の 115 年間における全国 51 地点平均の日降水量 100mm 以上の日数 12や、関

東甲信地方のアメダス地点で１時間降水量 50mm 以上となった年間の日数 13には増加傾向が

見られ、豪雨は増加傾向にあります。 
また、将来予測としては、１時間降水量 50mm 以上の回数は、夏や秋を中心にさらに増加す

ると予測されています 13。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
12 「気候変動監視レポート 2015」（気象庁）より引用 
13 「気候変化レポート 2015－関東甲信・北陸・東海地方－」（2016（平成 28）年３月 東京管区気象台）より

引用。 
将来見通しは「地球温暖化予測情報第 8 巻」の予測結果を用いて、現在気候（1980～1999 年）と将来気候（2076

～2095 年）を比較した変化で示されています。排出シナリオは SRES A1B シナリオ（≒RCP6.0 シナリオ）に基

づいています。 

図 1-8 アメダス地点で１時間降水量 50mm 以上となった 

年間の日数（100 地点あたりに換算）の経年変化（関東甲信地方） 

図 1-7 日降水量 100mm 以上日数（全国 51 地点平均） 
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（３）本市が地球温暖化対策に取り組む意義 

地球温暖化は、その原因と影響が地球規模にわたり、世界全体で取り組まなければならない

喫緊の課題であり、また、本市の環境や市民生活に多大な影響を生じさせるリスクを有する問

題でもあります。地球温暖化を緩和するとともに、気候変動の影響に適応し、横浜の豊かな環境を

私たちの子孫の時代である「未来」へ引き継ぐためには、本市が率先して取り組むことはもちろん

のこと、横浜という地域の特性に応じたきめ細やかな対策に、市民・事業者・本市が一体となって

取り組む必要があります。 
市内において排出される温室効果ガスの大部分は、市民生活や事業活動に伴うエネルギー起

源の二酸化炭素であることから、本市において地球温暖化対策を推進するためには、まず、地

域でのエネルギー利用（使い方やつくり方）を見直していく必要があります。 
また、エネルギー利用だけでなく、電力の排出係数は、温室効果ガス排出量に大きく影響す

るため、電力小売全面自由化などの背景も踏まえ、電力の低炭素化に向けた取組も行っていく

必要があります。 
本市は 373 万人 167 万世帯が暮らす日本最大の基礎自治体 14（2018（平成 30）年１月現在）

であり、また、経済活動においても国内総生産に占めるシェアは 2.5％ 15（OECD 加盟国のハン

ガリーの経済規模に匹敵）、従業員数は全国第３位 16（2014（平成 26）年度、東京都区部を含

む）、事業所数は全国第４位 16（2014（平成 26）年度、東京都区部を含む）という、国家レベ

ルの規模を持つ日本有数の大都市であるため、エネルギーの大消費地であるともいえます。 
一方で、大都市であるため、再生可能エネルギーの大量導入などは難しく、前計画における

再生可能エネルギーの導入量目標の達成には、さらなる努力が必要です。 
こうした本市の状況を踏まえれば、多くの温室効果ガスを排出する意味において、我が国の

環境に対しても一定の責任を有すると考えられ、市民生活や事業活動をより持続可能なものに

していくという認識をもつことが重要です。 
特に近年、パリ協定や SDGs の採択をはじめ、脱炭素化に向けた世界の潮流の変化等、地球温

暖化対策は転換点を迎えています。パリ協定が定める２℃目標の達成に向けては、国だけでな

く、都市や企業といった非政府主体の役割がますます大きくなっています。これまで地球温暖

化対策において、国内外で高い評価を受けてきた本市においては、対策の更なる強化を図ると

ともに、広く地球温暖化対策に貢献し、持続可能なまちづくりを実現していくことが必要です。 
さらに、近年ますます顕著になる、大雨等の気象の激甚化や猛暑などによる被害を防止・軽

減するための取組も一層強化していく必要があります。 
 

                                                   
14 行政区画として最小の単位（市町村）のこと 
15 平成 26 年度 横浜市の市民経済計算より 
16 平成 26 年 経済センサスより 
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（４）本市の地球温暖化対策・エネルギー施策に関する主な取組経過 

これまでの本市の地球温暖化対策・エネルギー施策に関する主な取組経過は、次のとおりで

す。 

 
○ 2010（平成 22）年４月、経済産業省の「次世代エネルギー・社会システム実証地域」

に、本市及び民間企業５社の提案による「横浜スマートシティプロジェクト」が選定

されました。 
○ 2011（平成 23）年３月、地球温暖化対策推進法に基づき、「横浜市地球温暖化対策実

行計画（区域施策編、事務事業編）」を策定し、2020 年度における温室効果ガス排出

量を、基準年比で 25％削減することを目標としました。併せて、「環境モデル都市ア

クションプラン」を同計画の短期対策・施策集として位置付けました。 
○ 2011（平成 23）年 12 月、政府から、環境問題や超高齢化への対応など、様々な社会的

課題を解決する成功事例の創出・普及展開を目指す「環境未来都市」に選定されまし

た。 

○ 2014（平成 26）年３月、東日本大震災後のわが国の地球温暖化対策やエネルギー政策

をとりまく状況の変化を踏まえ、「横浜市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」

及び「横浜市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を改定し、それぞれ「横浜市

地球温暖化対策実行計画」及び「横浜市地球温暖化対策実行計画（市役所編）」とし

ました。 

○ 2015（平成 27）年３月、「Carbon Neutral Cities Alliance（CNCA）」 17にアジアの

都市で唯一参加しました。 

○ 横浜スマートシティプロジェクトにおいて、４か年で HEMS 18を 4,200 世帯に導

入し、2013（平成 25）から 2014（平成 26）年度にかけて CEMS18 と連携した約 3,500

世帯を対象にデマンドレスポンスを柱とした省エネ行動実験を実施しました。また、

公民 29 拠点において、統合 BEMS18によるデマンドレスポンス 19を 2013（平成 25）か

ら 2014（平成 26）年度にかけて実証しました。 

○ 2015（平成 27）年３月、東日本大震災後の節電やレジリエンス 20などの社会要請も踏

まえつつ、「横浜市地球温暖化対策実行計画」（前計画）のエネルギー施策を着実に

推進するため「横浜市エネルギーアクションプラン」を策定しました。 

○ 2015（平成 27）年４月、横浜スマートシティプロジェクトの実証成果を生かし、エネ

ルギー循環都市を実現させるため、新たな公民連携組織である横浜スマートビジネス

協議会を発足しました。 

                                                   
17 「2050 年までに 80％以上の温室効果ガス排出量削減」という高い目標を掲げた都市によるネットワーク 
18 エネルギーマネジメントシステム(EMS:Energy Maneagement System)。センサーや IT 技術を駆使して、電力

使用量の見える化（可視化）を行うことで節電につなげたり、再生可能エネルギーや蓄電池等の機器の制御を

行って効率的なエネルギーの管理・制御を行うためのシステム。対象により、HEMS（家庭）、BEMS（ビル）、

FEMS（工場）、CEMS（地域）のように呼ばれる。 
19 電力需給の逼迫が予想される場合に電力使用料抑制の協力依頼を受けて需要家側で電力の需要を調整する

仕組み。 
20 復元力、回復力、弾力を指す言葉で、防災分野や環境分野で想定外の事態に対し社会や組織が機能を速やか

に回復できる強靭さを意味する用語 
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○ 2016（平成 28）年 12 月、民間企業と連携し取り組んだ横浜スマートシティプロジェク

トが、C4021シティーズアワード 2016「クリーンエネルギー部門」を日本の都市で初め

て受賞し、メキシコ・メキシコ市で開催された C40 メイヤーズサミットでの表彰式に

出席しました。 

○ 2016（平成 28）年 12 月、地域に複数の蓄電池を設置し一つの発電所のように使う仕組

み（バーチャルパワープラント）の構築へ向け、公民連携で実証事業を開始しました。 

○ 2017（平成 29）年６月、パリ協定の発効や国の適応計画の策定等を受け、実行計画に

掲げる「適応策」の更なる強化を図る「横浜市気候変動適応方針」を策定しました。 

○ 2017（平成 29）年９月、横浜ブルーカーボンが、CNCA イノベーションファンドに採択

されました。 

○ 2018（平成 30）年６月、「SDGｓ未来都市」及び「自治体 SDGｓモデル事業」に国から

選定されました。 

 
 
 
 

                                                   
21 平成 17(2005)年に、当時のロンドン市長の提案により、温室効果ガスの排出削減に取り組むネットワーク

としてスタートした、世界五大陸の大都市で構成する気候先導グループ（The Large Cities Climate 
Leadership Group）。 

コラム：「ＳＤＧｓ未来都市」に選定  

横浜市は、2018 （平成 30）年６月に「ＳＤＧｓ未来都市」に選定され、本市の取組が

「自治体ＳＤＧｓモデル事業」に国から選定されました。 

「ＳＤＧｓ未来都市」とは、ＳＤＧｓ達成に向けて優れた取組を提案する自治体（都

市）のことで、29 都市が選定されています。中でも特に先導的な取組が「自治体ＳＤ

Ｇｓモデル事業」（10 事業）として選定されています。 

世界共通の目標であるＳＤＧｓの視点で、「環境を軸に、経済や文化芸術による新た

な価値を創出し続ける都市」の実現を目指し、このビジョンを実現させるための取組を

公民連携で進めていきます。 
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（５）計画の位置付けと関連計画等 

本計画は、地球温暖化対策推進法第 21 条第３項で規定されている、地方公共団体実行計画に

おいて、温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項（いわゆる「地方公共団

体実行計画（区域施策編）」）を定める計画となります。 
また、2018（平成 30）年６月６日に成立した「気候変動適応法」や国が策定する「気候変動

適応計画」等も踏まえ、適応策を進めるものとします。 
さらに、国の「エネルギー基本計画」やエネルギー政策等を踏まえた、本市のエネルギー施

策に関する内容も定めます。 
エネルギー施策や気候変動の影響への適応については、本市においても、「横浜市エネルギ

ーアクションプラン」、「横浜市気候変動適応方針」を定め、取組を進めてきました。今回の

計画改定にあたっては、これらの方針・計画を踏まえて、取組を継承・強化します。 
 

本計画は本市の総合計画である「横浜市中期４か年計画 2018～2021」とも連動させています。、

戦略２「花と緑にあふれる環境先進都市」において、「地球温暖化対策・エネルギー施策の大

都市モデルの実現と発信」、「環境にやさしいライフスタイルの実践と定着」等を示していま

す。 
さらに、本市の環境基本計画である「横浜市環境管理計画」の分野別計画でもあります。環

境管理計画では、環境政策のさらなる総合的な推進に向けて各分野が環境に関する施策を行う

にあたって共通して留意すべき５つの姿勢を「取組姿勢」として、次のとおり掲げています。 
 

 

参考：「環境管理計画」で示されている取組姿勢 

 
取組姿勢１  

総合的な環境施策の推進に向けた連携の強化 
取組姿勢２  

   「行動する人」を増やす環境教育・学習の推進 
取組姿勢３  

   情報通信技術（ＩＣＴ）の積極的な活用 
取組姿勢４  

   防災・減災の視点を入れた環境施策の推進 
取組姿勢５ 

   「選ばれる都市、横浜」に向けて環境の魅力を発信 
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図 1-9 計画の位置付けと関連計画等 

 
※図中の番号は、以下に示す関係計画の番号と同じ。 
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①「横浜市基本構想（長期ビジョン）」（2006（平成 18）年６月） 

本市の将来（2025 年頃）を展望し、横浜を支えるすべての人々が、課題を共有しながら取り

組んでいくための基本的な指針となる長期ビジョンであり、市政運営の基本理念です。 
本構想では、目指すべき都市像を『市民力と創造力により新しい「横浜らしさ」を生み出す

都市』とし、都市像を支える５つに柱の一つとして「市民がつくる環境行動都市」を掲げてい

ます。 
 

②「横浜市中期４か年計画 2018～2021」（現在、策定中） 

基本構想が掲げる目指すべき都市像の実現に向けた政策や工程を具体化する計画で、2018（平

成 30）年度から 2021 年度までの４か年計画です。戦略２「花と緑にあふれる環境先進都市」

において、「地球温暖化対策・エネルギー施策の大都市モデルの実現と発信」、「環境にやさ

しいライフスタイルの実践と定着」等を示しています。 
 

③「横浜市環境管理計画」（現在、改定中） 

本市の環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための環境の総合計

画で、計画期間は横浜市基本構想と合わせた 2025 年度までとしています。「横浜が目指す将来

の環境の姿」や各環境施策が共通して留意すべき「取組姿勢」、地球温暖化対策とともに本市

の環境行政の基軸である生物多様性の取組などを掲げ、環境政策の総合的な推進を図っていく

ものです。 
 

④「横浜市地球温暖化対策実行計画（市役所編）」（現在、改定中） 

地球温暖化対策推進法第 21 条第１項において「都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、

温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画」と

して、全ての地方公共団体に策定が義務付けられているものです。 
 本市では全ての区局統括本部等が実施する事務及び事業を計画の対象としています。 

 
⑤その他の関連する計画（主なもの） 

その他の関連する本市の個別計画として、主に以下のものがあります。 
【まちづくり関連】 

「横浜市都市計画マスタープラン」（2013（平成 25）年３月） 
「横浜都市交通計画」（2008（平成 20）年３月）（現在、改定中） 
「横浜市自転車総合計画」（2016（平成 28）年６月） 

【環境関連】 
「ヨコハマ３Ｒ夢プラン（横浜市一般廃棄物処理基本計画）」（2011（平成 23）年１月） 
「横浜市水と緑の基本計画」（2016（平成 28）年６月） 
「横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度）」（2013（平成 25）年 12 月） 

【農業関連】 
「横浜都市農業推進プラン」（2015（平成 27）年１月）（現在、改定中） 
「横浜農業振興地域整備計画」（2018（平成 30）年２月） 

【下水道関連】 
「横浜市下水道事業「中期経営計画 2018」」（現在、改定中） 



第１章 計画を改定する背景・意義 

20 

（６）2018（平成 30）年度改定の背景・意義 

世界や国の動向として、「京都議定書」に代わる新たな国際枠組みである「パリ協定」が採

択・発効するとともに、国は「地球温暖化対策計画」、「気候変動の影響への適応計画」を策

定し、2050 年を見据えた長期戦略の策定に着手する等、近年、内外の地球温暖化対策は歴史的

な転換点を迎えています。 
また、世界的に地球温暖化対策における都市の役割の重要性が高まっており、本市において

はこれらの国内外の動向等を踏まえ、対策の更なる強化を図るとともに、広く地球温暖化対策

に貢献し、持続可能なまちづくりを実現していくことが必要です。 
本市は、2014（平成 26）年３月の実行計画の改定以降、「横浜市エネルギーアクションプラ

ン」（2015（平成 27）年３月）及び「横浜市気候変動適応方針」（2017（平成 29）年６月）を

策定し、様々な対策・施策を着実に推進してきましたが、計画等が複数あることにより、施策

体系が分かりにくくなっている面もあります。さらに、市民や事業者の取組が具体的にどの程

度、温室効果ガスの削減につながるかが直接的には見えにくい中、更なる取組を促進するため

には、計画目標や施策体系、取組の成果等をより分かりやすく示していく必要があります。 
以上より、本計画はパリ協定採択後の世界の潮流やエネルギー政策の転換、深刻化する気候

変動の影響、科学的な知見等を踏まえながら、関連計画を整理・統合し、目標や体系、指標を

分かりやすく示すなどの改定を行い、地球温暖化対策（緩和策・適応策）とエネルギー施策の

一体的な推進を目指します。 
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（７）地球温暖化に関する市民・事業者の意識 

 本市が 2016（平成 28）年度及び 2017（平成 29）年度に実施した「地球温暖化対策に関する

アンケート調査」で得られた、実行計画や気候変動の影響への適応に関する市民・事業者の主

なご意見は以下のとおりです（詳細は巻末の参考資料を参照）。 

 
 ア  地球温暖化対策に関する目標・方針等について 

地球温暖化対策についてわかりやすく、取り組みやすくする目標や方針として、「具体的

な地球温暖化対策の取組に関する目標・効果」とする回答が最も多く、「横浜市が目指すべ

き将来像」、「エネルギー消費量の目標」、「取り組む分野・カテゴリの方針の明確化」、

「温室効果ガスの排出量の目標」についても高い回答率となりました。 
 

 イ  本市が優先的に取り組むべき地球温暖化対策について 
本市が優先的に取り組むべき地球温暖化対策として、「省エネ行動の推進や省エネ家電の

導入」、「エネルギーを有効利用するためのシステム」、「太陽光、風力等に再生可能エネ

ルギーを導入する」、「公共交通機関や徒歩・自転車等の移動が便利なまちづくり」、「都

市の緑地の保全や森林整備」の５つの取組について高い回答率となりました。 
 
 ウ  温室効果ガス排出量を削減するために重要と考えられることについて 

市内からの温室効果ガス排出量を削減するために重要と考えられることとして、「市民一

人ひとりの積極的な地球温暖化対策」とする回答が最も多く、「次世代自動車や公共交通機

関の利用」、「市内事業者の地球温暖化対策」、「電力会社などのエネルギー供給事業者の

エネルギー供給に伴う温室効果ガス排出量の削減」についても高い回答率となりました。 
 

 エ  適応策について 
気候変動の影響への適応に関する認知度について、市民、事業者ともに約半数が認知して

おり、意味まで認知している割合は市民、事業所ともに約 20％でした。 
また、市民が実施している「適応」の取組について、熱中症対策については８割以上の方

が実施している一方、防災情報に関する認知は半分以下でした。 
以上の結果から、適応に関しては、既に進められている取組もある一方で、項目によって

は取組の実施率が低く、今後一層の普及啓発や情報提供が必要であることが示唆されました。 
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第２章 温室効果ガス排出量・エネルギー需給状況 

１ 市内の温室効果ガス排出量 

本市における 2015（平成 27）年度の温室効果ガスの総排出量は、前計画で前提としている、

東日本大震災前の 2010（平成 22）年度の電力排出係数（固定排出係数、以下同じ。）で算定す

ると、1,734 万 t-CO2（二酸化炭素換算、以下同じ。）であり、前計画の基準年である 2005（平

成 17）年度からの推移では、14.2％減少しています。 
一方、東日本大震災後の火力発電の稼働が増加したこと等の影響を受けている当該年度の電

力排出係数で算定すると 1,934 万 t-CO2であり、2005（平成 17）年度比で 4.3％減少しており、

年度により増減変化はあるものの、2013（平成 25）年度をピークに減少傾向にあります。主な

要因としては、主にエネルギー消費量の減少に加え、2011（平成 23）年度以降増加していた電

力排出係数が 2013（平成 25）年度をピークに減少に転じたこと等が挙げられます。 
また、一人あたりの温室効果ガス排出量の原単位は 5.2t-CO2/人であり、全国の 10.4 t-CO2/

人と比較して約半分程度 22となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
22 ただし、本市と全国の部門別排出構造が異なることに留意が必要。 
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温室効果ガスの種類別の排出量では、当該年度の電力排出係数で算定すると、二酸化炭素

（CO2）の排出量が 1,897 万 t-CO2と最も多く、排出量全体の 98.1％を占めています。残りの６

ガス（メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、パーフ

ルオロカーボン類（PFCs）、六フッ化硫黄（SF6）、三フッ化窒素（NF3））については、温室

効果ガス排出量全体に対して合計で 1.9％となっており、排出量全体に占める割合は小さくな

っています。また、二酸化炭素について、2015（平成 27）年度の部門別構成比をみると、家庭

部門（22.6％）が最も割合が大きく、次いでエネルギー転換部門（22.2％）、業務部門（21.8％）

となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

コラム：電力排出係数とは 
 

電力の使用による二酸化炭素排出量は、自家消費分等を除き、発電所等の発電する側で

はなく、家庭や事業所等の電力を使用する側で排出されたものと見なし、算定することと

なっています。 

二酸化炭素排出量は、電気の使用量に各電力会社のその年の販売電力量 1kWh あたりの

二酸化炭素排出量（電力排出係数）を乗じて求められます。この電力排出係数は各電気事

業者の電源構成に左右され、毎年変動するため、使用する電力量に変化は無くても、電力

排出係数が変化すれば二酸化炭素の排出量も変化することになります。 

これまでは、全国的に大手電力事業者の電力排出係数に大きく影響を受けてきました。

他方で、電力小売完全自由化が実施された現在では、各電力会社の努力に加え、市民や事

業者が地球温暖化対策として、より低炭素な電力排出係数の小さい電力を積極的に選択す

ることが重要です。 
 

東京電力エナジーパートナー株式会社の電力排出係数の推移 

 2010 

年度 

2011 

年度 

2012 

年度 

2013 

年度 

2014 

年度 

2015 

年度 

2016 

年度 

東京電力エナジー 

パートナー（株）の 

CO2基礎排出係数 

（kg-CO2/kWh） 

0.375 0.464 0.525 0.531 0.505 0.500 0.486 

 

図 2-3 温室効果ガス排出量のガス別の構成比 図 2-4 二酸化炭素排出量の部門別構成比 
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横浜市
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1,934（万ｔ-ＣＯ２）
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家庭部門

22.6%

業務部門

21.8%

産業部門

11.6%

エネルギー転換

部門

22.2%

運輸部門

19.3%

廃棄物部門

2.5%

横浜市

二酸化炭素排出量

（2015年度）

1,897(万ｔ-CO2）

当該年度排出係数
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二酸化炭素排出量の経年変化を部門別にみると、2010（平成 22）年度の電力排出係数で算定

した場合は、2005（平成 17）年度以降、排出量が増加している部門は廃棄物部門であり、業務

部門、産業部門、運輸部門、エネルギー転換部門、家庭部門は減少しています。 

一方、当該年度の電力排出係数で算定した場合は、2005（平成 17）年度以降、排出量が増加

している部門は業務部門、廃棄物部門であり、産業部門、運輸部門、エネルギー転換部門、家

庭部門は減少しています。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図 2-5 二酸化炭素排出量の経年変化 
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２ 市内のエネルギー需給状況 

本市における 2015（平成 27）年度のエネルギー消費量は 231PJ23となっており、2005（平成

17）年度比で 14.7％減少しています。 

部門別では、エネルギー転換部門のエネルギー消費量が最も大きく、次いで家庭部門、業務

部門となっています。 

エネルギー種別では、石油系燃料のエネルギー消費量が最も大きく、次いで電力、都市ガス

となっています。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                   
23 PJ（ペタジュール）：「J（ジュール）」は、エネルギーの単位。「P（ペタ）」は、1,000,000,000,000,000
（10 の 15 乗、千兆）倍を表す。 

横浜市 

（エネルギー種別） 

※ 石油系燃料：ガソリン、灯油、軽油、重油、液化石油ガス（LPG）など 
  その他の運輸：自家用乗車用（企業分）、貨物車、鉄道、船舶など 

横浜市 

（部門別） 

図 2-6 エネルギー消費量の経年変化 

図 2-7 エネルギー消費量の内訳（2015 年度） 
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部門別エネルギー消費量の内訳についてみると、家庭部門及び産業部門は電力と都市ガスの

占める割合がほぼ同じとなっています。業務部門では電力、運輸部門及びエネルギー転換部門

では石油系燃料の占める割合が最も大きくなっています。 
一人あたりのエネルギー消費原単位は 62GJ24/人・年であり、全国の 116GJ/人・年と比較し

て 53％程度 25となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
24 GJ（ギガジュール）：「J（ジュール）」は、エネルギーの単位。「G（ギガ）」は、1,000,000,000（10 の

９乗、10 億）倍を表す。 
25 ただし、本市と全国の部門別エネルギー消費構造が異なることに留意が必要。 

電力
7%

石油系燃料
93%

運輸部門

エネルギー消費量

51（PJ/年）

電力
40%

都市ガス
42%

石油系燃料
18%
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エネルギー消費量

25（PJ/年）

電力
46%

都市ガス
45%

石油系燃料
9%

熱
0.3%

家庭部門

エネルギー消費量

46（PJ/年）
電力
57%

都市ガス
29%

石油系燃料
10%

熱
4%

業務部門

エネルギー消費量

40（PJ/年）

図 2-8 部門別エネルギー消費量の内訳（2015 年度） 

図 2-9 本市と全国のエネルギー消費量の原単位（人口あたり）の推移 
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 市内におけるエネルギー需給の全体フローと、市内における分散型電源の導入量及び発電量

は次のとおりです。 
（単位：PJ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

※１ 本フロー図は市内のエネルギーフローの概要を示すものであり、細かいフローについては表現され

ていません。特にエネルギー転換部門内のフローは表現されていないことに留意。 
※２ 最終エネルギー消費において、市外から供給されたエネルギーの利用や消費者側での再生可能エネ

ルギーの利用などは考慮していません。 
※３ 四捨五入の関係で合計と内訳が一致しない場合があります。 

図 2-10 市内におけるエネルギー需給の全体フロー（2015 年度推計値） 
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表 2-1 市内における分散型電源の設備容量量及び発電量（2015（平成 27）年度推計値） 

 
設備容量（kW） 発電量（kWh） 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー 

太陽光発電システム 12 万 1.2 億 

風力発電システム 0.4 万 600 万 

小水力発電システム 0.1 万 480 万 

廃棄物発電 8.6 万 3.7 億 

汚泥消化ガス発電 26 0.8 万 4,900 万 

小計 22 万 5.5 億 

コージェネレーションシステム
27 

22.5 万 11.7 億 

燃料電池システム 28 0.7 万 2,600 万 

合計（A） 45 万 17.5 億 

市内への供給電力量（B） － 159.7 億 

（A）／（B） － 11.0％ 

 
 
 
 
 
 

 

                                                   
26 下水処理の過程で発生した下水汚泥を嫌気性消化（発酵）した際に発生する、メタンを 65％程度含むガス

（消化ガス）を利用した発電 
27 発電と同時に発生した排熱を冷暖房や給湯等の熱需要に利用することで、総合熱効率の向上を図るエネルギ

ー供給システム 
28 水の電気分解とは逆に、水素と酸素を反応させることで発電する装置 
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３ 部門別 29の二酸化炭素排出量・エネルギー消費量の状況 

（１）家庭部門 

2015（平成 27）年度の家庭部門の二酸化炭素排出量は、2010（平成 22）年度の電力排出係数

で算定すると 355 万 t-CO2であり、2005（平成 17）年度比で約 19％減少しています。一方、当

該年度の電力排出係数で算定すると 428 万 t-CO2であり、2005（平成 17）年度比で約３％減少

しています。また、2015（平成 27）年度のエネルギー種別の構成は、電力が 68.7％で最も多く、

次いで都市ガスが 24.7％、石油系燃料 6.3％、熱が 0.2％となっています。 

2013（平成 25）年度以降は 1 人あたりの排出量が減少傾向にあり、2010（平成 22）年度の電

力排出係数で算定した場合、2015（平成 27）年度における 1 人あたりの排出量は、2005（平成

17）年度比で 22.3%減少しています。また、当該年度の電力排出係数で算定した場合 6.2％減少

しています。一方、人口は約４％、世帯数は約 11％増加しており、人口や世帯数が増加してい

る中、家庭における省エネ等の取組が進んでいることを示しています。 

 

 なお、家庭部門における二酸化炭素排出量は、主に以下のデータを用いて算定しています。 

○ 市内への電力・都市ガス供給量 

○ 市内の世帯あたり灯油・LPG 消費量 

○ 市内世帯数 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   
29 家庭部門：家庭におけるエネルギー消費に伴う排出 
 業務部門：事業所・ビル、商業・サービス施設、他のいずれの部門に属しないエネルギー消費に伴う排出 
 産業部門：製造業、農林水産業、工業、建設業におけるエネルギー消費に伴う排出 
 エネルギー転換部門：発電所や熱供給事務所、石油製品製造業等における自家消費分及び送配電ロス等に 

伴う排出 
 運輸部門：自動車、船舶、航空機、鉄道に計るエネルギー消費に伴う排出 
 廃棄物部門：廃棄物の処分に伴い発生する排出 
地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル 算定手法編 Ver.1.0 に則り算定しています。 
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図 2-11 家庭部門における二酸化炭素排出量の推移 
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図 2-12 家庭部門における二酸化炭素排出量の原単位の推移 

図 2-13 本市の人口及び世帯数の推移 
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（２）業務部門 

2015（平成 27）年度の業務部門の二酸化炭素排出量は、2010（平成 22）年度の電力排出係数

で算定すると 334 万 t-CO2であり、2005（平成 17）年度比で約５％減少しています。一方、当

該年度の電力排出係数で算定すると 414 万 t-CO2であり、2005（平成 17）年度比で約 18％増加

しています。また、2015（平成 27）年度のエネルギー種別の構成は、電力が 76.9％で最も多く、

次いで都市ガスが 14.4％、石油系燃料が 6.6％、熱が 2.0％となっています。 

2015（平成 27）年度の延床面積あたりの排出量は、当該年度の排出係数で算定した場合、2005

（平成 17）年度比で 2.7%増加していますが、2010（平成 22）年度の電力排出係数で算定した

場合は 17.0%減少しています。一方、延床面積は約 15％増加しており、延床面積が増加してい

る中、事業者の省エネ等の取組が進んでいることを示しています。 

 

 なお、業務部門における二酸化炭素排出量は主に以下のデータを用いて算定しています。 
○ 市内への電力・都市ガス供給量 
○ 市内の建物用途別延床面積 
○ 建物用途別エネルギー種別エネルギー消費原単位 
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図 2-14 業務部門における二酸化炭素排出量の推移 
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図 2-15 業務用建物の延床面積及び延床面積あたり排出量の推移 
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（３）産業部門 

2015（平成 27）年度の産業部門の二酸化炭素排出量は、2010（平成 22）年度の電力排出係数

で算定すると 186 万 t-CO2であり、2005（平成 17）年度比で約 32％減少しています。一方、当

該年度の電力排出係数で算定すると 220 万 t-CO2であり、2005（平成 17）年度比で約 20％減少

しています。また、2015（平成 27）年度のエネルギー種別の構成は、電力が 62.1％で最も多く、

次いで都市ガスが 24.4％、石油系燃料が 13.5％となっています。 

2015（平成 27）年度における１事業所あたりの排出量は、当該年度の電力排出係数で算定す

ると 2005（平成 17）年度比で 16.3%増加していますが、2010（平成 22）年度の電力排出係数で

算定すると 1.8%減少しており、大規模事業者に対する地球温暖化対策計画書制度（参照：「コ

ラム：横浜市地球温暖化対策計画書制度等の充実」p.79）や工場における省エネの推進等によ

る効果によるものと考えられます。 

 
 なお、産業部門における二酸化炭素排出量は主に以下のデータを用いて算定しています。 

○ 燃料種別燃料消費量 
○ 産業種別従業者数 
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図 2-16 産業部門における二酸化炭素排出量の推移 

図 2-17 産業部門の二酸化炭素排出量と事業所数及び１事業所あたりの排出量の推移 
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（４）エネルギー転換部門 

2015（平成 27）年度のエネルギー転換部門の二酸化炭素排出量は、2010（平成 22）年度の電

力排出係数で算定すると 419 万 t-CO2であり、2005（平成 17）年度比で約７％減少しています。

一方、当該年度の電力排出係数で算定すると 421 万 t-CO2であり、2005（平成 17）年度比で約

７％減少しています。また、2015（平成 27）年度のエネルギー種別の構成は、石油系燃料が 66.8％

で最も多く、次いで非石油系燃料 30が 30.0％、電力が 2.6％、都市ガスが 0.6％となっていま

す。 

エネルギー転換部門における排出量の増減については、エネルギー転換部門の事業所におけ

る省エネ等の取組の要因の他、全国的なエネルギー需給状況の変化等に伴う稼働状況等にも依

存していると考えられます。 

 
 なお、エネルギー転換部門における二酸化炭素排出量は主に以下のデータを用いて算定して

います。 
○ 市内発電所・製油所における燃料自家消費分 
○ 市内都市ガス工場における都市ガス自家消費分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                   
30 非石油系燃料とは、石炭、天然ガス等である。 

図 2-18 エネルギー転換部門の二酸化炭素排出量の推移 
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（５）運輸部門 

2015（平成 27）年度のエネルギー転換部門の二酸化炭素排出量は、2010（平成 22）年度の電

力排出係数で算定すると 356 万 t-CO2であり、2005（平成 17）年度比で約 14％減少しています。

一方、当該年度の電力排出係数で算定すると 366 万 t-CO2であり、2005（平成 17）年度比で約

11％減少しています。 

自動車による排出量は全体の８割以上を占めています。排出量減少の要因としては、車両の

買い替えや、自動車単体の燃費の改善等により一台あたりの排出量が約 12％減少していること

によるもの考えられます。 

 
 なお、運輸部門における二酸化炭素排出量は、主に以下のデータを用いて算定しています。 

○ 市内の自動車車種別保有台数及び車種別燃料消費量 
○ 市内の鉄道会社への電力供給量 
○ 市内の内航海運（貨物・旅客）に関する燃料消費量及び入港総トン数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-19 運輸部門の二酸化炭素排出量の推移 

図 2-20 自動車１台あたりの排出量の推移 
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（６）廃棄物部門 

2015（平成 27）年度の廃棄物部門の二酸化炭素排出量は、47 万 t-CO2であり、2005（平成 17）

年度比で約 10％増加しています。 

一般廃棄物 31及び産業廃棄物 32からの二酸化炭素排出量は、廃棄物の焼却によるものです。一

般廃棄物からの二酸化炭素排出量は、近年はほぼ横ばいで推移しています。産業廃棄物からの二酸

化炭素排出量は、大規模な産業廃棄物処理施設の設置に伴い、2009（平成 21）年度以降、排出量も

増加傾向にありましたが、2013（平成 25）年度以降は減少傾向に転じています。 

 

 なお、廃棄物部門における二酸化炭素排出量は、主に以下のデータを用いて算定しています。 

○ 市内での一般廃棄物と産業廃棄物の焼却量 

○ 廃棄物組成及び組成毎の二酸化炭素排出原単位 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                   
31 廃棄物処理法の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物のこと。一般家庭から排出されるいわゆ

る家庭ごみ（生活系廃棄物）の他、事業所などから排出される産業廃棄物以外の不要物（いわゆるオフィスご

みなど）も事業系一般廃棄物として含まれる。 
32 廃棄物処理法により定められている、事業活動に伴って発生する特定の廃棄物 

図 2-21 廃棄物部門の廃棄物種類別二酸化炭素排出量の推移 
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（７）部門別の二酸化炭素排出量の特徴と主な増減要因分析 

部門別の二酸化炭素排出量の特徴と主な増減要因は、表 2-2 のとおりです。 

 

表 2-2 部門別の二酸化炭素排出量 33の特徴と主な増減要因 

部門 
（ ）内は2005 

（平成17）年度から

の増減 

部門の説明 
2015（平成 27）年度の二酸化炭素排出量の特徴及び 

基準年からの主な増減要因 

家庭部門 

（3％減） 

家庭生 活か

らの排出 

【排出特徴】 

・電力の使用による排出量が 68.7％、都市ガスが 24.7％、石油

系燃料が 6.3％を占める。 

【減少要因】 

・人口が約４％、世帯数が約 11％増加している中、一人あたり
の排出量は約 6.2％減少しており、家庭における省エネ等の
取組が進んでいるものと考えられる。 

業務部門 

（18％増） 

サービ ス関

連産業 や公

的機関 等の

事業活 動に

伴う排出 

【排出特徴】 

・電力の使用による排出量が 76.9％、都市ガスが 14.4％、石油

系燃料が 6.6％を占める。 

【減少要因】 

・延床面積あたりの排出量は、当該年度の排出係数では 2.7％

増加しているが、固定排出係数では約 17％減少しており、業

務用建物の延床面積が約 15％増加している中、事業所におけ

る省エネ等の取組が進んでいるものと考えられる。 

産業部門 

（20％減） 

製造業 、鉱

業、建設業、

農林水 産業

の事業 活動

に伴う排出 

【排出特徴】 

・電力の使用による排出量が 62.1％、都市ガスが 24.4％、石油

系燃料が 13.5％を占める。 

【減少要因】 

・１事業所あたりの排出量は当該年度の排出係数では 16.3％増

加しているが、固定排出係数では約 1.8％減少しており、大

規模事業所に対する地球温暖化対策計画書制度や工場にお

ける省エネの推進等によるものと考えられる。 

エネルギー 

転換部門 

（7％減） 

石油精製、電

気事業、ガス

事業に おけ

るエネ ルギ

ー転換 に伴

う排出 

【排出特徴】 

・石油系燃料の使用による排出量が 66.8％、非石油系燃料が

30.0％、電力が 2.6％を占める。 

【減少要因】 

・エネルギー転換部門の事業所における省エネ等の取組の要因

の他、全国的なエネルギー需給状況の変化等に伴う稼働状況

等に大きく依存していると考えられる。 

 
 
 
                                                   
33 当該年度の電力排出係数による算定結果に基づく排出量 
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部門 

（ ）内は2005 

（平成17）年度から

の増減 

部門の説明 
2015 (平成 27)年度の二酸化炭素排出量の特徴及び 

基準年からの主な増減要因 

運輸部門 

（11％減） 

自動車、鉄

道、船舶から

の排出 

【排出特徴】 

・自動車からの排出量が８割以上を占める。 

【減少要因】 

・車両の買換え・燃費の改善等により、一台あたりの排出量が

約 12％減少していることによるものと考えられる。 

廃棄物部門 

（10％増） 

廃棄物の焼

却に伴う排

出 

【排出特徴】 

・一般廃棄物及び産業廃棄物からの排出量は、2012（平成 24）

年度をピークに減少傾向にある。 

【増加要因】 

・一般廃棄物からの排出量については減少しており、近年は処

理量・排出量ともにほぼ横ばいの傾向にある。 

・産業廃棄物については、産業廃棄物処理施設の新設による増

加と休止に伴い、処理量が大きく変動している影響によるも

のと考えられる。 
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４ 二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量 

本市における、2015（平成 27）年度の二酸化炭素以外の温室効果ガスの総排出量は、37.6

万 t-CO2であり、2005（平成 17）年度比で 19.8％減少しています。 

ガス別の排出量では、メタン（CH4）の排出量は、2005（平成 17）年度比で 14.0%減少してお

り、2006（平成 18）年度以降の排出量はほぼ横ばいで推移しています。 

一酸化二窒素（N2O）の排出量は、2005（平成 17）年度比で 28.8%増加しており、2007（平成

19）年度以降増加傾向にあります。 

ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）の排出量は、2005（平成 17）年度比で 48.3%の減少と

なっています。2010（平成 22）年度から 2011（平成 23）年度にかけて大きく減少し、その後

は横ばいで推移しています。 

パーフルオロカーボン類（PFCs）については、2013（平成 25）年度以降市内からの排出はあ

りません。 

六フッ化硫黄（SF6）の排出量は、2005（平成 17）年度比で 86.7%の減少となっており、2008

（平成 20）年度以降は概ね減少傾向で推移しています。 

三フッ化窒素（NF3）については、2015（平成 27）年度排出量より、対象となる温室効果ガ

スとして追加されました。2015（平成 27）年度における市内からの排出はありません。 
 

表 2-3 二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量の推移 

（万 t-CO2） 

 
年度  

項目 
 

2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014 2015 

その他 
ガス 

メタン（CH4） 2.9  2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5  2.7  2.5  

一酸化二窒素（N2O） 19.2  14.9 14.6 15.9 16.0 21.0 21.2 21.4 20.4  25.5  24.7  

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類（HFCs） 20.4  20.8  21.3  20.8  21.2  21.6  10.0  9.9  9.5  9.7  9.9  

ﾊﾟｰﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ類（PFCs） 0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

六フッ化硫黄（SF6） 4.3  4.8  5.2  4.1  3.0  3.5  0.8  0.9  0.8  0.6  0.6  

三フッ化窒素（NF3） - - - - - - - - - 0.0 0.0 

合計 46.9 43.1 43.7 43.2 42.7 48.6 34.6 34.7 33.2 38.6 37.6 
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第３章 計画の基本的事項 

１ 本市の地球温暖化対策の目指す姿（ゴール） 

パリ協定では、「産業革命前からの地球平均気温上昇を２℃より十分下方に保持。また、1.5℃

に抑える努力を追及」及び「今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収のバランスを達成」

すること等が規定されました。 

このパリ協定採択後の世界の潮流や深刻化する気候変動の影響、科学的な知見等も踏まえ、本

市としては、2050 年も見据えて「今世紀後半のできるだけ早い時期における温室効果ガス実質排

出ゼロ（脱炭素化）の実現」を地球温暖化対策の目指す姿（ゴール）とします。 

なお、本市の目指す姿（ゴール）を表す言葉として、「Zero Carbon Yokohama」を用います。 

 

 

 

 

 

 

この目指す姿を実現するためには、現状の取組の延長線上では難しく、英知を結集し、技術・

経済社会システム・ライフスタイルのイノベーションによる解決を最大限追及していくことが必

要となります。こうしたイノベーションに向けた市民や事業者の努力を後押しするために、「脱

炭素化」の方向性を明確に示すことが重要です。また、「脱炭素経済への移行競争」が本格化し

てきている状況においては、本市が市民生活の質の向上を図り、大都市としての付加価値や国際

競争力を高めていくためにも、「脱炭素化」に向けた取組は重要と考えられます。 

COP23 では「脱炭素化」に向けた都市と地域の大きな役割が確認されました。本市は多くの人、

企業の受け皿である大都市として躍動し、活発な活動・交流を通して経済、社会・文化、環境の

価値を生み出し続けていくことが期待されています。国内外の他地域から人材や食料、水、エネ

ルギーの供給を受けて支えられている都市として、「脱炭素化」への挑戦によって生み出された

価値や、都市課題解決のソリューションを世界に還元することは本市の責務です。 

なお、COP23 で合意されたタラノア対話や今後のパリ協定に基づくグローバルストックテイク
34 等、世界ではできるだけ早い段階における脱炭素化の実現が議論されていることから、本市に

おいても、今後、計画を適宜見直すとともに、脱炭素化の実現に向けた道筋の検討等を進めま

す。 

 

 

                                                   
34 ５年ごとに世界全体の実施状況を確認する仕組み （出典）環境省「COP21 の成果と今後」 

＜本市の目指す姿（ゴール）＞ 

Zero Carbon Yokohama 
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２ 横浜の将来像 

脱炭素化に向けた取組を進めるためには、将来像を描き、それを見据えた施策の展開を図るこ

とが必要です。本市が将来像を示すことで、本市に集積する多様な都市の資源、横浜の誇る高い

市民力、産学官の技術力などの知的資源等が十分に活用され、画期的な発想が生み出され、革新

的な技術が誕生し、社会に普及し、イノベーションが進むというように、長期的なまちづくりが

現実味を持って実現されるとともに、短中期的な対策・施策も長期的なまちづくりと一体的に、

着実に取組まれることとなります。 

そこで、地球温暖化対策推進法第 21 条に規定される地方公共団体が取り組むべき施策や、横

浜を取り巻く将来の状況を展望し、地球温暖化対策を通じた環境と社会・経済的課題の同時解

決の視点も踏まえ、「持続可能な大都市モデルが実現しているまち」を目指し、脱炭素化への

道筋が見えつつある 2050 年度頃を念頭に横浜の将来像を描きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 本市の目指す姿（ゴール）と将来像 
 

 

 

 
 
 

本市の目指す姿（ゴール）：Zero Carbon Yokohama 

【Ａ】 

市民・事業者に 
脱炭素化に向けた 
活動が浸透して 
いるまち 

【Ｂ】 

脱炭素化に向けた 
まちづくりや 
循環型社会が 
実現しているまち 

【Ｃ】 

再生可能エネルギー 
を主体として巧みに 
利用しているまち 

【Ｄ】 

気候変動の影響に 
適応しているまち 

【S】 

持続可能な大都市モデルが実現しているまち 

横浜の将来像 
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（１）Ｓ 持続可能な大都市モデルが実現しているまち 

○ 高い市民力等、横浜ならではの特徴を生かした取組によって温室効果ガスの大幅な

排出削減を実現しています。同時にそれらの取組も通じて、人口減少・高齢化社会

が進行する中においても、経済活力を向上させ、国際競争力を発揮し、大いに賑わ

う都市を実現しています。 
○ 多数存在する都市施設において、市内企業や研究機関の技術力等を活用した最先端

の取組が常に行われています。臨海部の工場や市内に多く立地する中小企業等を含

む各種産業は、パリ協定の実施に伴う世界的な変化に対応し、AI35や IoT36などの情

報通信技術等も活用しつつ、炭素生産性 37を大幅に向上させるなど、脱炭素経済へ

の移行を円滑・着実に進めています。 
○ 市民の生活に、脱炭素化に向けたライフスタイルが定着し、安全・安心で質の高い

生活を送り、また、生産性向上に伴うワークライフバランスを享受しています。 
○ これらの「持続可能な大都市モデル」を実現することで、国内外の模範として、多

くの都市とのネットワークを構築しつつ、世界の地球温暖化対策を先導しています。 
 

（２）Ａ 市民・事業者に脱炭素化に向けた活動が浸透しているまち 

○ 市民は、我慢による省エネではなく、日常生活において自然とメリットを感じなが

ら脱炭素化のための製品やサービスを選択しています。多数の市民の選択が、事業

者のより脱炭素な製品やサービスを提供する行動に結びついています。また、多く

の市民が ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）38に住み、快適・健康な生活

を送っています。また、多くの市民が活動に参加しています。 
○ 事業者は脱炭素化に向けた活動をビジネスチャンスと捉え、省エネ設備・機器、ZEB

（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル） 39などの投資を積極的に進め、温室効果ガス

排出削減と生産性の向上を実現し、市の経済全体も活性化しています。また、世界

の巨大な脱炭素化に向けた市場において、市内・国内の経験を生かして脱炭素化の

ための製品・サービスを展開しています。 
○ 内外から多くの視察を受け入れるとともに、様々な場面で大都市モデルを発信・PR

しています。 
  

                                                   
35 人工知能 
36 モノのインターネット化。様々なモノがインターネットに接続され情報交換することにより相互に制御する

仕組み。 
37 売上や GDP などの生産性を示す指標を温室効果ガス排出量で割ったもの 
38 建物の省エネ機能の向上や再生可能エネルギーなどにより、年間の一次エネルギー消費量が正味（ネット）

でゼロとなる住宅 
39 建物の省エネ機能の向上や再生可能エネルギーの活用などにより、年間の一次エネルギー消費量がネット

（正味）でゼロとなる建築物 
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（３）Ｂ 脱炭素化に向けたまちづくりや循環型社会が実現しているまち 

○ 自動車の大半が EV（電気自動車）、FCV（燃料電池自動車）に置き換わり、健康づ

くりも兼ねて、市民は徒歩・自転車・公共交通を主体とした移動が可能かつ、郊外

部でも日常生活を支える機能を備えた横浜型のコンパクトなまちづくりが実現し

ています。 
○ 一方、国際社会では人々の往来は更に活性化し、また、リニア中央新幹線の整備な

どから人々の往来の様子も変化する中、グローバル MICE 都市 40・交流拠点として

の横浜は、国際的な拠点として、公共交通ネットワークの充実等によりアクセス性

を更に強化し、それにふさわしい脱炭素化に向けたまちづくりも実現しています。 

○ 人口急増期に整備された各種インフラ、大規模団地が更新の機会を捉えて、脱炭素

化に向けた取組が展開されています。 
○ 再生可能エネルギー由来等の電気や熱等の自立分散型エネルギーについて面的利

用が進み、地域で効率的に利用されています。 
○ 市民の力を活用し、緑の保全や創造が図られるなど水と緑のネットワークが形成さ

れ、ヒートアイランド現象も緩和しています。 
○ バイオプラスチックの普及等による日用品の脱炭素化や適正なリサイクル、工場等

のゼロエミッション 41化などが進むとともに、廃棄物処理施設では余熱の地域利用

等、地域の再生可能エネルギー供給拠点としての役割を果たしています。 
 
（４）Ｃ 再生可能エネルギーを主体として巧みに利用しているまち 

○ 大規模な再生可能エネルギー（太陽光・太陽熱・風力等）の導入は容易ではない中、

市内に大量にある住宅・工場・事業所・公共施設や、河川・上下水道等に多くの再

生可能エネルギーが導入され、地産地消が進んでいます。 
○ また、豊富な再生可能エネルギーのポテンシャルを有する地域における自治体・事

業者と協力のもと、広域連携が進むとともに、市民・事業者は低炭素電力を選択し

て利用しています。 
○ 工場・事業所、住宅、公共施設、電気自動車など多様な都市の資源がネットワーク

化され、AI、IoT の活用によってエネルギーマネジメントが進み、再生可能エネル

ギーや水素をはじめとする新エネルギーが主体のエネルギーとして利用できる社

会が実現しています。 

○ 化石燃料が発電時に使用される場合、CCS（二酸化炭素回収・貯留）や CCU（二酸化

炭素回収・利用）などの新たな技術と一体となり、使用されています。 

                                                   
40 日本における国際会議開催の拡大を図るため、特に大型国際会議の誘致ポテンシャルの高い都市として観光

庁が選定したもの。MICE は、企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨旅行（Incentive Travel）、国

際機関等が行う国際会議（Convention）、展示会、イベント（Exhibition/Event）の頭文字である。 
41 排出物を限りなくゼロにすることを目指しながら最大限の資源活用を図り、持続可能な経済活動や生産活動

を展開する理念と手法 
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（５）Ｄ 気候変動の影響に適応しているまち 

○ 自助・共助・公助の考えのもと、市民・事業者・行政の各主体が連携し、また、本

市施策において適応の観点が組み込まれ、気候変動の影響による被害を最小化・回

避し、市民の生命・財産が守られています。 
○ 河川の堤防や洪水調節施設、下水道等のインフラが整備されるとともに、地域連携

の強化、各種ハザードマップなどのソフト面の整備も充実し、ハード・ソフト両面

から、災害に強い「人」「地域」「まち」づくりが進み、都市のレジリエンスが向

上しています。 
○ 市内の優れた技術を持つ企業や大学等から、適応も含めた地球温暖化対策に資する

新たな技術開発や製品開発などが進み、環境と経済の好循環を達成しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

コラム：実質排出ゼロ（脱炭素化）に向けた海外大都市のイメージ  

パリ市やフランクフルト市など、先進的な海外の大都市では、既に「実質排出ゼロ（脱

炭素化）」を掲げて取組を進めています。 

本市としては、2050 年も見据えて「今世紀後半のできるだけ早い時期における温室効

果ガス実質排出ゼロ（脱炭素化）の実現」に向けて、検討を進めてまいります。 

 

 

 

 

鉄より軽い新素材の 
開発・次世代 
省エネ技術 

次世代再エネ技術、
AI、IoT を活用したエ
ネルギー需給システ
ムの構築 

自動車の電動化 
（EV,FCV） 

住宅・建築物の 
ゼロエミッション化 
（ZEB,ZEH） 

再エネ地産地消 

再エネ広域連携 

都市構造対策による 
自動車総走行量等の 
適正化 
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３ 基本方針 

（１）将来像を実現するための「３Ｃ」 

横浜の将来像は、一市民、一企業といった個々の努力だけでは実現できません。これまでに培

われた本市の強みを生かし、横浜らしい取組を展開していくことが不可欠です。そのため、将来

像を実現するための３つの考え方（３Ｃ）を以下のとおり設定します。これらの３Ｃを踏まえ基

本方針を設定し、様々な対策・施策を展開することで、将来像の実現を図ります。 

 

ア【Choice】選択の力 

「大需要家」としての市民・企業が、省エネ行動・機器・電力等を選択することで、温

室効果ガスの排出を削減するとともに、供給サイドの取組促進にもつなげます。 

本市は我が国最大の基礎自治体であり、市民、企業、関係団体が行う高効率機器や省エネ

行動等の「選択」は、その行為そのものが需要側の温室効果ガスの排出削減につながるのみ

ならず、供給側に対しても、それらの需要等への対応が必要となり、本市に留まらない大き

なインパクトが生じ、取組促進につながります。このため、本市が持つ「選択の力」を「脱

炭素社会」の実現のための牽引力とすることが必要です。 

 

 

イ【Creation】創造の力 

様々な取組で発揮されてきた市民力や、多くの技術や知見を有する企業力等を最大限に

活用することで、脱炭素化の実現に向けたイノベーションを創造します。 

「脱炭素社会」の実現には、現在の社会構造を大きく変革させるようなイノベーション

が必要となります。本市には地球温暖化対策をはじめ、これまでの取組によって大きな「市

民力」が形成されています。また、様々な事業活動を展開する市内企業、さらには、様々

な研究・教育機関が集積しています。本市の強みであるこれらの多様な主体の「創造の力」

を結集させ、本市から「脱炭素化」の実現のためのイノベーションを創造・発信していき

ます。 

 

 

ウ【Collaboration】連携の力 

国内外の都市間連携・発信、産学官連携、公共施設をはじめとした多様な都市の資源の

連携、再エネ広域連携など、様々な連携を図り、取組を推進します。 

これまで推進してきた市内の自治会・町内会や NPO 等の市民団体の皆様との連携や、国

内外都市・ネットワーク等との連携等、本市の特徴は各主体との「連携の力」であり、市

内のムーブメントの展開や多様な都市の資源のネットワーク化のほか、国内他都市や海外

都市と連携し、技術や知見を相互に活用・支援することにより、地球規模での取組を推進

します。 
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（２）基本方針 

「将来像を実現するための３Ｃ」を踏まえつつ、本市の地球温暖化対策（緩和策・適応策）・

エネルギー施策の推進に関する８つの基本方針を以下のように設定します。 
 
 ア  市民力と企業協働による取組促進 

この基本方針はＳ「持続可能な大都市モデルが実現しているまち」を実現するため、本市の

強みである「連携の力」を活用し、地球温暖化対策に関する新たなムーブメントの展開を図る

ものです。このムーブメントにおいては、市内各主体の「創造の力」によってライフスタイル

の変革を促し、大都市としての「選択の力」により、本市の地球温暖化対策を推進します。 

また、この市民力と企業協働による取組促進は、次に示す方針に限らず、すべての方針の実

現に横断的に関係する基礎を構成します。 

 

○ 長期的な方針として、温室効果ガスの大幅削減、さらに今世紀後半の脱炭素化を見

据えるには、市民・事業者のライフスタイルの変革が不可欠となります。その足掛

かりとなる、変革へのチャレンジを促すような普及啓発を、各主体のイノベーショ

ンにより創造し、関係者の力強い連携のもと展開します。 

○ 中期的な方針として、本市はこれまで、高い市民力や市内企業が有する優れた技術

力等を活用しながら地球温暖化対策に取り組んできましたが、さらに幅の広い世代

への取組の拡大、さらに多様な主体との連携強化を実現するための新たなムーブメ

ントを展開します。これにより、大都市としての選択の力を発揮し、「脱炭素社会」

の形成を牽引します。 

 

 

 イ  最先端のスマートシティの実現 
この基本方針はＳ「持続可能な大都市モデルが実現しているまち」を実現するため、本市に

集積した多様な都市の資源等を生かし、市内企業及び研究・教育機関を中心とした「創造の力」

と「連携の力」により、再生可能エネルギーが主体である最先端のスマートシティの実現を目

指すものです。 

 

○ 長期的な方針として、脱炭素化に向けて、最大限の省エネを前提としつつ、再生可

能エネルギーを主体としたエネルギー供給の実現が必要であり、そのためには自然

条件に左右される再生可能エネルギーを制御できるエネルギーマネジメントシス

テムが必要となります。そこで、市内に存在する多様な都市施設や電気自動車、自

立分散型電源等を AI や IoT を活用しながらネットワーク化してエネルギーの需給

を制御できる、脱炭素化に向けた「最先端のスマートシティ」の実現を目指します。 

また、再生可能エネルギーの活用については、地産地消を最大限に推進します。一

方で、市内のみで全てを調達するには限界があるため、広域連携の展開を図ります。 
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○ 中期的な方針として、企業の集積や様々な都市の資源等を有する本市は、大都市と

しての特徴を生かし、公民連携により様々な関係者と協働し、スマートシティのマ

スタープランのもと、横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）の実装など、最先

端のスマートシティ実現の足掛かりとなる創造的な取組を推進します。 

 
 
 ウ  環境と経済の好循環 

この基本方針はＳ「持続可能な大都市モデルが実現しているまち」を実現するため、「脱炭

素経済への変革・移行」等を図り、経済・社会的課題との同時解決を図るものです。 

新たなイノベーションを次々と起こすために、市民・事業者の「創造の力」を「連携の力」

で結集することが必要です。 

 

○ 長期的な方針として、世界の潮流は「脱炭素経済への変革・移行」であり、これに

向かって「挑戦」していくことは、経済成長、雇用創出、イノベーション等の「機

会」となります。また、SDGs に関する取組も活発化しています。同時にこれらの世

界の潮流に乗る大きなイノベーションによる社会構造等の「移行」のマネジメント

も重要となります。これらを踏まえ、本市においても、市民・事業者の意識や産業

構造等の特性を考慮しつつ、本市ならではの脱炭素経済への円滑な移行を目指しま

す。 
○ 中期的な方針として、環境技術等の研究開発の促進や、金融機関等と連携した環境

金融・投資の活性化の推進、国が検討を本格化している炭素の価格付け（カーボン

プライシング）に関連する取組の検討・推進等により、環境と経済の好循環を目指

します。これらの取組により、本市の経済的な力をさらに強め、今後直面する人口

減少・高齢化等の社会的課題の同時解決を図ります。 
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 エ  都市間連携と国際発信 
この基本方針は、Ｓ「持続可能な大都市モデルが実現しているまち」を実現するため、本市

の地球温暖化対策を「持続可能な大都市モデル」として国内外に広く発信し、リーダーシップ

を発揮するものです。本市の内外の「連携の力」を今以上に培い、他都市等の取組の進展にも

貢献し、国内外の地球温暖化対策を牽引します。 

 

○ 長期的な方針として、地球温暖化対策は、国等によるトップダウンと都市・地域か

らのボトムアップの双方のアプローチが不可欠です。その中で、都市が率先して行

動するという「都市の役割」が、脱炭素化の実現に向けて、益々、重要になってお

り、国内外の都市間ネットワークの連携・強化と経験・知識の共有において、本市

はリーダーシップを発揮していきます。 
○ 中期的な方針として、持続可能な大都市モデルの実現に向けた本市の取組を国内外

に発信することで、広く地球温暖化対策に貢献するとともに、本市のプレゼンスを

高めます。 
また、本市が参加する国内外のネットワークを土台に、国内外の都市との連携を発

展・強化し、経験・知見等の共有や技術協力を進めます。 
 
 

 オ  徹底した省エネ 
この基本方針は、Ａ「市民・事業者に脱炭素化に向けた活動が浸透しているまち」を実現す

るため、本市がエネルギーの一大消費地であることを考慮し、各主体が「創造の力」を発揮し

て、徹底した省エネを図るものです。 

これらの活動のためには、「快適でより脱炭素化のための製品やサービス」を拡大・浸透さ

せ、本市の「選択の力」を発揮することが重要です。 

 

○ 長期的な方針として、本市は多くの市民・事業者を抱えるエネルギーの一大消費地

であり、脱炭素社会の実現に向けて、家庭、業務、産業等全ての部門で徹底した省

エネを進めます。 
○ 中期的な方針として、省エネに関する我慢・辛抱という従来の発想から転換し、生

活の快適性や事業の生産性の向上と脱炭素化に向けた活動を連動させることを目

指し、住宅・建築物の省エネ化や、ESCO 事業や次世代自動車の導入等について、市

役所自らが率先的に行動しつつ、市内への展開を進めます。 

 
 

 カ  持続可能なまちづくり 
この基本方針は、Ｂ「脱炭素化に向けたまちづくりや循環型社会が実現しているまち」を実

現するため、各主体による「連携の力」により、「利便性が高く、活力があり、環境に配慮さ

れた持続可能なまちづくり」を目指すものです。 

既存技術のみではこの持続可能なまちづくりを実現することはできません。本市の「創造の

力」による、新たな技術やコンセプトに基づくまちづくりを推進します。 
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○ 長期的な方針として、自動車総走行量の適正化等に資するコンパクトなまちづくり

や、資源の消費抑制と環境負荷低減に資する循環型のまちづくりを進めるとともに、

吸収源対策としての自然共生型のまちづくりを推進し、脱炭素化に向けたまちづく

りを進めます。それらを通じ、暮らしやすく、快適で、活力と魅力を有する都市の

構築にも貢献します。 
○ 中期的な方針として、モデルエリアごとにそれぞれの特徴を踏まえたまちづくりを

進め、利便性の向上やエネルギー効率の良い土地利用を進めます。本市内にこれら

の取組の拡大を図るとともに、大都市モデルとして広く情報発信します。 
また、交通や港湾の低炭素化を進めるとともに、緑の保全と活用による自然共生や、

３Ｒの推進による循環型まちづくり等を推進します。 
 
 
 キ  最大限の再エネ導入と水素社会の実現 

この基本方針は、Ｃ「再生可能エネルギーを主体として巧みに利用しているまち」を実現す

るため、本市における再生可能エネルギーの活用を飛躍的に高めるとともに、未来を見据えて

水素社会を実現するための取組を進めるものです。 

本市は大都市であるという特徴から、市内で消費するエネルギーの全てを市内で生産する再

生可能エネルギーで賄うことは難しい状況です。このため、広域的な「連携の力」を発揮し、

市外からの再生可能エネルギーの導入を検討します。 

また、本市の「選択の力」により、クリーンでより低炭素なエネルギーの拡大を促進させる

とともに、市内各主体の「創造の力」を発揮し、再生可能エネルギーや水素エネルギーの拡大

と技術の構築を図ります。 

 

○ 長期的な方針として、温室効果ガスの長期大幅削減のためには最大限の再生可能エ

ネルギーの導入が必要となりますが、大都市である本市は再生可能エネルギーのポ

テンシャルに比べてエネルギー消費量が大きく、全てを市内における太陽光発電や

風力発電等の再エネで調達することは容易ではありません。そのため、市内におけ

る再生可能エネルギーの積極的導入を進めつつ、広域連携を図ります。これにより、

エネルギーの大需要地としての大都市の特徴を生かし、広域的な再生可能エネルギ

ーの導入・連携を牽引します。また、未来への布石として、水素社会の実現に向け

た水素の利活用等を進めます。 
○ 中期的な方針として、大都市ならではの公共施設、住宅・建築物等の都市の資源を

活用し、再生可能エネルギーの普及を進めるとともに、ごみ焼却工場での再エネ供

給拠点化や下水汚泥の消化ガス発電設備による電気の地産地消を進めることに加

え、市民・事業者による低炭素電力の選択を推進します。また、水素社会の実現の

足掛かりとして、家庭部門や運輸部門等における水素エネルギーの導入を図ります。 
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 ク  適応策の強化 
この基本方針は、Ｄ「気候変動の影響に適応しているまち」を実現するため、避けることの

できない気候変動の影響に対応し、被害を最小化、回避するまちづくりを進めるものです。本

市の「気候変動適応方針」では、①市民の生命・財産を守る施策の推進、②都市のレジリエン

ス（強靭性）の向上、③本市施策における適応の観点の組み込み、④適応策の推進による環境

と経済の好循環、⑤国内外の都市間連携の推進の５つの基本戦略を設定し、これまで対策・施

策を進めてきました。 

気候変動の影響に関する正確な情報を適切に提供することによって、市民や事業者の理解や

「連携の力」を伴う行動を促すとともに、「創造の力」を活用し、安全・安心で持続可能な都

市・横浜の実現を目指します。 

また、2018（平成 30）年６月 13 日に公布された「気候変動適応法」や国が策定する「気

候変動適応計画」等も踏まえ、本市における適応策を進めるものとします。 

 

○ 長期的な方針として、より深刻化する気候変動の影響に対応し、被害を最小化・回

避するため、適応策を推進することは喫緊の課題です。パリ協定や気候変動の影響

等を踏まえ、今後の気温上昇等によるリスクへの長期的な取組を検討・推進し、レ

ジリエンス（強靭性）の向上を図ります。 
○ 中期的な方針として、市民や事業者の理解や行動を促し、生命や財産を守るため、

気候変動のリスクや適応に関する情報を収集・発信します。また、自然環境が有す

る多面的機能を発揮するグリーンインフラ 42の活用をはじめ、生物多様性の保全な

ど、これまで本市が推進している施策の強化を図ります。 
 

                                                   
42 自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある都市づくりを進めるための社会資本 
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（３）将来像・３Ｃ・基本方針の関係性 

「横浜の将来像」と「将来像を実現するための３Ｃ」、設定した８つの「基本方針」について、

関係性を以下の表のとおりにまとめます。 

 

表 3-1 横浜の将来像・３Ｃ・基本方針の関係性 

横浜の将来像 ３Ｃ 基本方針 

Ｓ 持続可能な大都市モデルが 

実現しているまち 

①選択の力 

②創造の力 

③連携の力 

１ 市民力と企業協働に 

よる取組促進 

②創造の力 

③連携の力 

２ 最先端のスマート 

シティの実現 

②創造の力 

③連携の力 

３ 環境と経済の好循環 

③連携の力 ４ 都市間連携と国際発信 

Ａ 市民・事業者に脱炭素化に向けた 

活動が浸透しているまち 

①選択の力 

②創造の力 

５ 徹底した省エネ 

Ｂ 脱炭素化に向けたまちづくりや 

循環型社会が実現しているまち 

②創造の力 

③連携の力 

６ 持続可能なまちづくり 

Ｃ 再生可能エネルギーを主体として 

巧みに利用しているまち 

①選択の力 

②創造の力 

③連携の力 

７ 最大限の再エネ導入と 

水素社会の実現 

Ｄ 気候変動の影響に適応しているまち ②創造の力 

③連携の力 

８ 適応策の強化 
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４ 対象とする温室効果ガス 

本計画で対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法第２条第３項に定められた以下

の７種類のガスとします。 
 

表 3-2 対象とする温室効果ガス 43 

ガス種 主な排出源 

①二酸化炭素（CO2） 
燃料（石油、石炭、天然ガスなど）の燃焼、電力

の使用、廃棄物の焼却など 

②メタン（CH4） 
燃料の燃焼、農業、廃棄物の焼却・埋立、下水処

理など 

③一酸化二窒素（N2O） 燃料の燃焼、農業、廃棄物の焼却など 

④ハイドロフルオロカーボン類（HFCs） 冷蔵庫・エアコン等の冷媒使用に伴う漏洩など 

⑤パーフルオロカーボン類（PFCs） 
半導体や電子製品の製造時の洗浄に伴う 

漏洩など 

⑥六フッ化硫黄（SF6） 半導体の製造や変圧器からの漏洩など 

⑦三フッ化窒素（NF3） NF3の製造、半導体の製造など 

 

 

 

                                                   
43 「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（Ver.1.0）」（平成 29（2017）年３月、 
環境省総合環境政策局環境計画課）を参考に作成 
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５ 計画の目標年と基準年 

 温室効果ガス排出量削減目標等の目標年については、2020 年以降の温室効果ガス排出削減等

のための国際枠組みであるパリ協定で「今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収のバ

ランスの達成」と規定されたことや、SDGs で 2030 年までの国際目標が設定されたこと等を踏

まえ、短中期の目標年として 2020 年度及び 2030 年度、長期的な目標年として 2050 年度に設定

します。なお、これらは前計画の目標年と一致しており、国の地球温暖化対策計画における目

標年とも一致しています。 

地球温暖化対策推進法第 21 条第１項では、地球温暖化対策計画に即して地方公共団体実行計

画を策定することとされており、「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュア

ル（Ver.1.0）」（2017（平成 29）年３月、環境省総合環境政策局環境計画課）において、温

室効果ガス排出量削減目標等の基準年は地球温暖化対策計画の 2030 年度目標の基準年と一致

させることが推奨されています。 

これらのことから、本計画の基準年は、2013（平成 25）年度とします。 
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６ 計画の実施主体と役割 

本計画は、市内全体を対象として、市民、事業者、行政の各主体が相互に連携・協働し、各

種取組を進めます。 
 

（１）市民の役割 

市民は、気候変動に関する理解を深め、日常生活における温室効果ガスの排出を抑制するた

めに、自らの温室効果ガス排出量・エネルギー消費量を把握し、排出を抑制するとともに、環

境負荷が低い商品・エネルギー・サービス等を選択し、脱炭素化に向けたライフスタイルに転

換すること等に努めることが期待されます。また、本市では多くの自治会・町内会や NPO 等の

市民団体の皆様にご活躍いただいており、市民は地球温暖化対策に関する活動へ参加するとと

もに、各種団体が各主体と連携しながら、地球温暖化対策に関する取組を行うこと等が期待さ

れます。 
適応の観点では、市民は行政等が提供する防災情報や熱中症・感染症等の情報を収集・活用

し、自らの生命・財産を守るための「自助」の行動につなげるとともに、地域のつながりを生

かした「共助」の取組を進めること等が期待されます。 
 

（２）事業者の役割 

事業者は、気候変動に関する理解を深め、パリ協定採択後の世界の潮流等を踏まえつつ、事

業活動における温室効果ガスの排出を抑制するために、自主的な計画策定と実施状況の点検等、

効果的・効率的な対策の実施等が期待されます。さらに、事業者は他の主体による温室効果ガ

スの排出の抑制等に寄与するための取組も推進し、商品・エネルギー・サービスの提供にあた

り、ライフサイクルを通じた環境負荷の低減及び情報提供をすること等が期待されます。また、

大学・研究機関などによる技術開発・実証・普及展開、ESG 投資 44など、金融機関などによる

環境に配慮した資金の流れの創出などが期待されます。事業者は、今や地球温暖化対策は、大

きな世界市場におけるビジネスチャンスを有すること、環境経営がグローバルなバリューチェ

ーン 45の参加の要件になりつつあること等についても認識することが重要です。 

適応の観点では、事業者は災害時における被害軽減や事業継続計画（BCP）の策定等を推進す

るとともに、将来の気候変動を見据え、適応の観点を組み込んだ事業展開や技術・情報等の提

供、研究機関における分析等が期待されます。 
 

（３）行政の役割 

行政は、本市が国や社会の動向等を踏まえ、国、県、関係自治体等と連携しながら、温室効

果ガスの排出抑制等のために総合的かつ計画的な対策・施策を推進し、計画の進捗管理等を行

います。また行政は、気候変動に関する情報を市民・事業者に幅広く発信・共有するとともに、

普及啓発・環境教育を推進し、取組の促進等を行います。さらに、行政の自らの事務・事業に

                                                   
44 ESG（環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance））といった要素を考慮する投資 
45 製品・サービス等の原材料調達段階から製造、販売、使用、廃棄にいたるまでの企業活動に関係する価値の

連鎖 
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関する率先的な取組を推進します。 
適応の観点では、行政は気候変動に関する情報収集やモニタリング等を行うとともに、気候

変動や適応の観点を加えて施策を推進します。また、市内事業者の技術・情報等の活用を推進

します。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図 3-2 本計画の実施主体と役割 
 
 
 
 
 

事業者 
 事業活動における温室効果ガス排出抑制 

 環境負荷の低い商品・エネルギー・ 

サービス等の提供 

 環境に配慮した資金の流れの創出 

 新しい暮らしのあり方の提案 

 適応策としての事業継続計画の策定 

市民 
 日常生活における温室効果ガス排出抑制 

 環境負荷の低い商品・エネルギー・ 

サービス等の選択 

 脱炭素化に向けたライフスタイルの転換 

 地球温暖化対策に関する活動への参加 

 適応策としての自助・共助の取組 

行政 
 国・県・関係自治体等との連携 

 温室効果ガスの排出抑制等のための 

総合的・計画的な対策・施策の推進 

 市民・事業者への情報発信と取組促進 

 自らの事務・事業に関する率先的取組 

 気候変動の情報収集や適応策の推進 
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第４章 計画目標 

１ 目標設定の考え方 

本市は第３章に記載のとおり、地球温暖化対策の目指す姿（ゴール）として「脱炭素化」を

掲げ、それに向けた取組を進めるための将来像を描くことで、長期的なまちづくりを実現する

とともに、短中期的な対策・施策も長期的なまちづくりと一体的として、着実に取り組みます。 

そこで、計画目標については、短中期目標及び長期的な目標を設定し、一足飛びでは到達で

きないゴールに対し、現実と未来を見据えて着実に到達するためのマイルストーンとします。 

短中期目標は、温室効果ガス排出量の削減に向け施策を着実に実施し削減を図るターゲットと

し、地球温暖化対策が実施されない場合の現状趨勢から、具体的な対策・施策が行われた場合

の削減量の積み上げを基礎とします。その上で、COP23 で合意されたタラノア対話や今後のパ

リ協定に基づくグローバルストックテイク等も見据え、2020 年度、2030 年度それぞれにおいて

前計画を上回る目標値を設定します。 

一方、長期的な目標については脱炭素化の実現に向け、社会の仕組みの大きな変化も視野に入

れた施策を今から展開し、長期的、戦略的取組の中で市民・事業者と対話を重ねながらイノベ

ーションによる解決・実現を追及していくものです。また、将来起こりうる様々な分野におけ

るイノベーションを踏まえて、脱炭素化の実現に向けた道筋の検討等を進めるとともに、計画

や目標を不断に見直し、進化させながら達成を目指すものです。そのため、具体的な予測は難し

く、また、国全体で連携して目標を達成することが求められるため、国の地球温暖化対策計画

等で掲げる目標を参考にして設定します。 

さらに、東日本大震災後、大きく変動している電力の排出係数に左右されることなく、取組

の成果が比較的分かりやすいエネルギー消費量についても、徹底した省エネルギーを実施する

よう、削減目標を新たに設定します。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-1 本市の目指す姿（ゴール）：Zero Carbon Yokohama 

 

現在 [短中期目標]

2030

▲22％

▲30％2020

長期的な将来を見据えた施策達成に向け着実に実施する施策

▲80％以上
[長期的な目標]

社会の仕組みが大きく変化

2050

今世紀
後半

実質排出ゼロ
[目指す姿
（ゴール）]
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２ 将来推計 

短中期目標の基礎とするため、「地球温暖化対策が実施されない現状維持の場合（以下「現

状 趨勢
すうせい

ケース」という。）」の排出量の将来推計を行います。これに対し、３（１）に示す

温室効果ガス排出量削減目標との差が、取組により削減する必要のある排出量となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図 4-2 将来推計の考え方 

 

（１）現状趨勢ケースの推計手法 

計画の短中期の目標年である 2020 年度、2030 年度、さらに、長期的な目標年である 2050 年

度について、計画の基準年度である 2013（平成 25）年度以降に追加的な対策を実施しない場合

を仮定して、現状趨勢ケースにおける排出量の将来推計を行います。 

現状趨勢ケースにおける推計方法と主な考え方は表 4-1 に示すとおりです。 
 

（２）現状趨勢ケースの推計結果 

現状趨勢ケースの推計値は、以下のように見込まれます。 

 

2020 年度：約 2,109 万 t-CO2（基準年比 2.3％減） 

2030 年度：約 2,101 万 t-CO2（基準年比 2.7％減） 

2050 年度：約 2,070 万 t-CO2（基準年比 4.1％減） 

 

なお、2030 年度の二酸化炭素排出量の推計値を部門別にみると、実行計画の基準年である

2013（平成 25）年度に対して業務部門及びその他６ガスは増加し、家庭部門、産業部門、エネ

ルギー転換部門、運輸部門、廃棄物部門は減少すると見込まれます。 

主な増減要因としては、業務部門において過去のトレンドより延床面積の増加が想定される

ため、排出量が増加すること、家庭部門において 2030 年度には人口の減少が予測されているた

め、排出量が減少すること、運輸部門において市内の自動車台数の減少が見込まれるため、排

出量が減少することが挙げられます。 

 

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量 

2013 
（年度） 

2005 2010 2020 2030 

対策・施策 
による削減 

現状趨勢ケース 
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表 4-1 現状趨勢ケースの推計手法 

ガス種・部門 推計方法と主な考え方 

二
酸
化
炭
素(

C
O
2

） 

家庭 
本市の将来的な人口の予測と二酸化炭素排出量の推移が比例すると

仮定して推計する。 

業務 

将来的な業務用延床面積の推移と二酸化炭素排出量の推移が比例す

ると仮定して推計する。本市における延床面積の将来予測は、過去の

延床面積の推移より推計する。 

産業 

「製造品出荷額の推計」→「エネルギー消費量の推計」→「排出量の

推計」により推計する。 

・製造品出荷額の推計：過去の製造品出荷額の推移から推計する。た

だし、2020 年度以降については将来予測が難しいことから一定と

する。 

・エネルギー消費量の推計：製造品出荷額とエネルギー消費量は相関

が高いため、エネルギー消費量の推計に製造品出荷額を活用する。 

・排出量の推計：過去の本市におけるエネルギー構成を加味し、排出

量を推計する。 

エネルギー 

転換 

主要なエネルギー事業者は大きく変わらない可能性が高く、かつ排出

量は国全体のエネルギー政策の動向にも左右され現状では不確実性

が高いため、過去 10 年間（2004 年度～2013 年度）の排出量（実績値）

の平均値を、2020 年度、2030 年度及び 2050 年度の将来推計として適

用する。 

運輸 

運輸部門における主な排出源は自動車・鉄道・船舶であるため、３つ

の指標（登録自動車台数・JR 乗車人数・入港総トン数）の将来予測

を過去のトレンドから推計し、それに基づき運輸部門における 2020

年度、2030 年度及び 2050 年度の二酸化炭素排出量を推計する。 

ただし、2019 年度頃に本市の人口は減少傾向に移行するため、将来

的な指標の推移を予測することが難しいことから、全ての指標は

2020 年度以降を一定とする。 

廃棄物 

一般 一般廃棄物に関する排出量の推計には、人口の将来予測を適用する。 

産業 
過去の排出量の実績が大きく変動しており、将来予測が難しいことか

ら、産業廃棄物に関する排出量は 2013（平成 25）年度と同値とする。 

そ
の
他
６
ガ
ス 

メタン 

（CH4） 

2004 年度～2013 年度の平均値を適用する。 

一酸化二窒素 

（N2O） 

ハイドロフル

オロカーボン

類（HFCs） 

パーフルオロ

カーボン類 

（PFCs） 

六フッ化硫黄 

（SF6） 

三フッ化窒素 

（NF3） 
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表 4-2 現状趨勢ケースの推計結果 

単位：万 t-CO2 

部門等 2005 年度 
2013 年度 

（基準年） 

2020 年度 2030 年度 2050 年度 

推計値 基準年比 推計値 基準年比 推計値 基準年比 

家庭部門 440  501 505  0.8% 496  -1.0% 453  -9.6% 

業務部門 352  487  488  0.2% 489  0.5% 504  3.5% 

産業部門 274  245  238  -2.8% 238  -2.8% 238  -2.8% 

エネ転部門 452  451  441  -2.1% 441  -2.1% 441  -2.1% 

運輸部門 414  390  343  -11.8% 343  -11.8% 343  -11.8% 

廃棄物部門 42  53  53  0.5% 52  -0.6% 50  -5.5% 

その他６ガス 47  33  41  23.5% 41  23.5% 41  23.5% 

合計 2,020  2,159  2,109  -2.3% 2,101  -2.7% 2,070  -4.1% 

 
 

2,020 
2,159 2,109 2,101 2,070 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2005年度 2013年度

（基準年度）

2020年度 2030年度 2050年度

温室効果ガス排出量

（万t-CO2）

その他6ガス

廃棄物部門

運輸部門

エネ転部門

産業部門

業務部門

家庭部門

 
図 4-3 現状趨勢ケースの推計結果 
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３ 計画目標 

（１）温室効果ガス排出量削減目標 

目標設定の考え方に基づき、着実に温室効果ガス排出量の削減を推進する短中期目標と、計

画全体を進化させつつ実現を目指す長期的な目標を以下のとおり設定します。 

2,020 2,010 
2,159 

1,683 
1,500 

432 

2005 2010

（震災前）

2013

（基準年）

2020 2030 2050

2050年も視野に
今世紀後半の

できるだけ早い時期

（年度）

22%減
30%減

80%以上減

短期目標 中期目標 長期的な目標

実質排出ゼロ

目標達成に向け着実に施策を実施

（万t-CO2）

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量

目指す姿（ゴール）

社会の仕組みが大きく変化
イノベーションが必要

本市の目指す姿（ゴール）：Zero Carbon Yokohama  
 

図 4-4 本市の目指す姿（ゴール）：Zero Carbon Yokohama 

 
 

表 4-3 温室効果ガス排出量削減目標 

目標年 基準年 
温室効果ガス排出量 

削減目標 

短中期目標 

2020 年度 

2013 年度 

（2,159 万 t-CO2） 

22％ 

（1,683 万 t-CO2） 

2030 年度 
30％ 

（1,500 万 t-CO2） 

長期的な目標 2050 年度 80％以上 

 
 なお、目標年における電力の排出係数の想定は、2020 年度は東日本大震災前の 2010（平成

22）年度の排出係数（0.375[kg-CO2/kWh]）とし、2030 年度は国の地球温暖化対策計画等を踏

まえた排出係数（0.37[kg-CO2/kWh]）とします。想定する電力排出係数で算定した排出量で評

価するとともに、当該年度の排出係数でも達成できるように努めます。 
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参考：温室効果ガス排出量削減目標に関する原単位の目安 

 

温室効果ガスの排出量は、人口や床面積の増減などの要因でも増減するため、人口や床面積

あたりの排出量（原単位）を示すことで、人口や床面積の増減の要因を除いた取組効果の目安

とします。 

家庭部門の原単位として、１年間の１世帯あたりと１人あたりの排出量を、業務部門の原単

位として、１年間の床面積あたりの排出量を目安として示します。 

 

 
 
 

部門 目標年 
基準年 

（2013 年度） 
原単位の目安 

家庭部門 

（１世帯・１人あたりの排出量） 

2020 年度 
3.10 t-CO2/世帯・年

1.35 t-CO2/人・年 

2.15 t-CO2/世帯・年 

0.95 t-CO2/人・年 

2030 年度 
1.94 t-CO2/世帯・年 

0.88 t-CO2/人・年 

業務部門 

（床面積あたりの排出量） 

2020 年度 

133 kg-CO2/m
2・年 

94 kg-CO2/m
2・年 

2030 年度 84 kg-CO2/m
2・年 
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（２）エネルギー消費量削減目標 

エネルギー消費量に関する目標を以下のとおり設定します。温室効果ガス排出の多くはエネ

ルギー起源の二酸化炭素（電気、ガス、石油等の使用に伴う排出）であり、エネルギー消費量

は温室効果ガス排出量に大きく影響します。また、エネルギー消費量を見ることで、電力の排

出係数の影響を受けずに、本市の取組の成果を捉えられるようになるため、温室効果ガス排出

量削減目標と同水準となるようにエネルギー消費量削減目標を設定します。 
 

表 4-4 エネルギー消費量削減目標 

目標年 基準年 エネルギー消費量削減目標 

2020 年度 
2013 年度 

（254PJ） 

10％（228PJ） 

2030 年度 18％（208PJ） 

 
 

参考：エネルギー消費量削減目標に関する原単位の目安 
 

エネルギー消費量は、人口や床面積の増減などの要因でも増減するため、人口や床面積あた

りの消費量（原単位）を示すことで、人口や床面積の増減の要因を除いた取組効果の目安とし

ます。 

家庭部門の原単位として、１年間の１世帯あたりと１人あたりのエネルギー消費量と電力消

費量を、業務部門の原単位として、１年間の床面積あたりのエネルギー消費量と電力消費量を

それぞれ目安として示します。 

 
 

区分 部門 目標年 
基準年 

（2013 年度） 
原単位の目安 

エネルギー 

消費量 

家庭部門 

（１世帯・１人あたりの 

エネルギー消費量） 

2020 年度 
33.6 GJ/世帯・年 

14.7 GJ/人・年 

29.0 GJ/世帯・年 

12.8 GJ/人・年 

2030 年度 
26.3 GJ/世帯・年 

12.0 GJ/人・年 

業務部門 

（床面積あたりの 

エネルギー消費量） 

2020 年度 

1,240 MJ/m2・年 

1,130 MJ/m2・年 

2030 年度 1,020 MJ/m2・年 

電力消費量 

家庭部門 

（１世帯・１人あたりの 

電力消費量） 

2020 年度 
3,870 kWh/世帯・年 

1,690 kWh/人・年 

3,330 kWh/世帯・年 

1,470 kWh/人・年 

2030 年度 
3,030 kWh/世帯・年 

1,380 kWh/人・年 

業務部門 

（床面積あたりの 

電力消費量） 

2020 年度 

199 kWh/m2・年 

182 kWh/m2・年 

2030 年度 163 kWh/m2・年 
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第５章 対策・施策 

１ 対策・施策の体系 

本計画では、第３章で記載した将来像及び基本方針に沿って対策・施策を推進していきます。 

４つの各論の将来像は、脱炭素化に向けた活動の浸透等の緩和策や、気候変動の影響への適応

策について、対策・施策を推進して実現を目指すものである一方、総論の将来像は、４つの各論

の将来像と横断的に関連するものです。これらの将来像を実現するため、「【Choice】選択の力」、

「【Creation】創造の力」、「【Collaboration】連携の力」の３つの考え方（３Ｃ）等に基づ

き設定した基本方針ごとに体系的に対策・施策を定め、取組を推進していくことで、「持続可能

な大都市モデルが実現しているまち」の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※     は基本方針を示す。 
図 5-1 横浜の将来像 

 
なお、本章でいう「対策」「施策」の定義は、以下のとおりとします 46。 
「対策」とは、温室効果ガス削減のための機器の導入等をはじめとする『各主体』の行動 
「施策」とは、その『各主体』の行動を後押しする又は確実にするための政策（法制度、税制、

補助金等） 

 

体系的な整理に際しては、表 5-1のとおり、基本方針ごとに「対策の方向性」を定め、それら

の方向性に沿った対策・施策を推進します。 

対策の方向性は、基本方針を進めるための対策の方向性を示すもので、将来像及び基本方針を

踏まえて設定します。 

                                                   
46 参照：環境省作成「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル事例集（第

１版）」（2017（平成 29）年３月）p.１ 

 

【Ａ】 

市民・事業者に 
脱炭素化に向けた 
活動が浸透して 
いるまち 

【Ｂ】 

低炭素なまちづくり 
や循環型社会が 
実現しているまち 

【Ｃ】 

再生可能エネルギー 
を主体として巧みに 
利用しているまち 

【Ｄ】 

気候変動の影響に 
適応しているまち 

５ 徹底した省エネ ６ 持続可能なまち 
づくり 

７ 最大限の再エネ導 
入と水素社会の実現 

８ 適応策の強化 

【S】 

持続可能な大都市モデルが実現しているまち 

１ 市民力と企業協働による取組促進 ２ 最先端のスマートシティの実現 

３ 環境と経済の好循環 ４ 都市間連携と国際発信 

横浜の将来像 
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また、基本方針ごとに対策・施策の進捗管理を行う管理指標を設定します。管理指標には目安

を設定し、毎年度、進捗管理を行います。 
 

表 5-1 対策・施策の体系（管理指標・対策の方向性等）  

将来像 基本方針 管理指標 実績 目安 対策の方向性 

Ｓ 持続可能
な大都市モデ
ルが実現して
いるまち 

１ 市民力と
企業協働に 
よる取組促進 

①本市と連携して地球
温暖化対策を進める企
業・市民等の団体数 

2017年度：417団体 2020年度：480団体 
・COOL CHOICE YOKOHAMA 等による普及啓発 

・環境教育の推進 

２ 最先端の
スマートシテ
ィの実現 

②実証成果を活用した 
エネルギー連携拠点件数 

2017年度：22か所 2020年度：60か所 

・公民連携によるスマートシティの推進 

・エネルギーマネジメントの推進 

・地産地消・広域連携によるエネルギーの 
活用の検討 

３ 環境と 
経済の好循環 

③業務床面積あたりの 
排出量 

2013年度： 
133kg-CO2/m

2・年 
2015年度： 
112kg-CO2/m

2・年 

2020年度： 
94kg-CO2/m

2・年 
2030年度： 
84kg-CO2/m

2・年 

・ライフスタイルや経済活動への環境配慮の 
組み込みの推進 

・環境技術・商品と環境金融・投資の推進 

４ 都市間連
携と国際発信 

④国際会議等への参加 
回数 

2013年度：３回/年 
2017年度：７回/年 

2020年度：６回/年 

・国内都市等との連携の推進 

・海外都市等との連携の推進 

・国内外への発信 

Ａ 市民・ 
事業者に脱炭
素化に向けた
活動が浸透 
しているまち 

５ 徹底した
省エネ 

⑤新築住宅のうち、省エ 
ネに配慮した住宅 47の割
合 

2013年度：20％ 
2016年度：30％ 

2020年度：50％ 
2030年度：100％ 

・（家庭）住宅の省エネ化 

・（家庭）省エネ家電・機器の導入 

⑥地球温暖化対策計画
書及び報告書提出数 

2013年度：619件/年 
2017年度：340件/年 

2020年度：330件/年 

・（事業者）建築物の省エネ化 

・（事業者）省エネ設備・機器の導入 

・（事業者）計画書制度等の推進 

⑦クリーンエネルギー 
自動車 48の普及割合（う
ち次世代自動車 49普及
台数） 

2013年度：８％ 
（3,005台） 

2016年度：13％ 
（4,851台） 

2020年度：20％ 
（9,000台） 

2030年度：40％ 

・低炭素型次世代交通の普及促進 

・市役所の率先行動 

Ｂ 脱炭素化
に向けたまち
づくりや循環
型社会が実現
しているまち 

６ 持続可能
なまちづくり 

⑧新たな試行的取組数 － 2020年度：16件 

・エリアごとの低炭素まちづくり 

・交通まちづくり 

・港湾まちづくり 

⑨ごみと資源の総量 
2013年度：126万t 
2016年度：122万t 

2025年度：115万t 
・自然共生まちづくり 

・循環型まちづくり 

Ｃ 再生可能
エネルギーを
主体として 
巧みに利用 
しているまち 

７ 最大限の
再エネ導入と
水素社会の 
実現 

⑩市内の再生可能エネ
ルギー設備導入量 

2013年度：19万kW 
2016年度：23万kW 

2020年度：43万kW 
2030年度：59万kW 

・再生可能エネルギーの普及 

⑪市内に供給される電
力の排出係数 

－ 
2030年度：
0.37kg-CO2/kWh 

・再生可能エネルギーの活用 

⑫水素ステーション 
整備数 

2013年度：０か所 
2017年度：６か所 

2020年度：10か所 ・水素社会の実現 

Ｄ 気候変動
の影響に適応
しているまち 

８ 適応策の
強化 

⑬緑地保全制度 50によ
る 
指定面積 

2013年度：527ha 
（2009年度～） 

2016年度：794ha 
（2009年度～） 

2020年度：1,114ha 
（2009年度～） 

・農業・自然環境分野の適応策の推進 

・風水害・土砂災害等分野の適応策の推進 

・熱中症・感染症等分野の適応策の推進 

・産業・経済活動分野の適応策の推進 

                                                   
47「建築物省エネ法の届出（床面積が 300m2以上の新築が対象）のうち、省エネ基準に適合している住宅」、
「長期優良住宅」、「低炭素建築物認定を受けた住宅」。 
48 電気自動車、ハイブリッド自動車、水素・燃料電池自動車、天然ガス自動車、ディーゼル代替 LP ガス車。 
49 電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車。 
50 市が、民有地を緑地保全制度に指定し、税の軽減や維持管理などの面から支援するもの。また、特別緑地保
全地区や市民の森等の指定地を必要に応じて市が買い取ることで、貴重な緑地の永続的な保全を図る制度。 
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２ 基本方針別の対策・施策 

本計画は、前計画及び「横浜市エネルギーアクションプラン」（2015（平成 27）年３月）や「横

浜市気候変動適応方針」（2017（平成 29）年６月）を踏まえつつ、将来像の実現に向けて対策・

施策を進めます。なお、脱炭素化を実現するためには、本市の目指す姿（ゴール）を見据えた長

期的な対策・施策も重要ですが、地球温暖化対策の転換点を迎えている現段階において、具体的

な対策・施策を進め、行動に繋げることも非常に重要です。そのため、設定した対策・施策から、

優先して着実に取り組む中期的な重点施策と、脱炭素化や将来像の実現のための長期的将来を見

据えた重点施策を表 5-2 のとおり選定し、各対策・施策を発展・強化します。 

なお、これらの重点施策は基本方針別に将来像を実現するための３Ｃ（【Choice】選択の力、

【Creation】創造の力、【Collaboration】連携の力）を踏まえて選定します。 

 
表 5-2 対策・施策の体系（重点施策）   

将来像 基本方針 ３Ｃ 重点施策 

Ｓ 持続可能な大都市 
  モデルが実現して 
  いるまち 

１ 市民力と企業協働 
  による取組促進 

①選択 
②創造 
③連携 

・COOL CHOICE YOKOHAMA による全市的な地球温暖化対策の 
 連鎖づくり 
・低炭素電力 51の供給と選択の推進 

２ 最先端のスマート 
  シティの実現 

②創造 
③連携 

・横浜スマートビジネス協議会(YSBA)メンバーとの連携に 
 よる横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）実装の推進 
・バーチャルパワープラント（仮想発電所）構築事業の 
 本格展開 
・再エネのスマートな活用検討（地産地消・広域連携等） 

３ 環境と経済の 
  好循環 

②創造 
③連携 

・大規模イベントを契機とした 
 カーボン・オフセットプロジェクト 
・脱炭素経済への移行検討とイノベーションの推進 

４ 都市間連携と 
  国際発信 

③連携 
・地球温暖化対策に関する国内外の都市間連携の推進 
・世界的にプレゼンスの高い国際会議の誘致による海外発信 

Ａ 市民・事業者に 
  脱炭素化に向けた 

活動が浸透して 
いるまち 

５ 徹底した省エネ 
①選択 
②創造 

・住宅・建築物の省エネ化の推進 
・横浜市地球温暖化対策計画書制度等の充実 
・低炭素型次世代交通の普及促進 
・ESCO 事業等による高効率機器の導入 
・公共施設の LED 化の推進 

Ｂ 脱炭素化に向けた 
まちづくりや 
循環型社会が 
実現しているまち 

６ 持続可能な 
  まちづくり 

②創造 
③連携 

・都心部での環境モデルゾーンの発信 
 （新横浜・みなとみらい） 
・持続可能な住宅地推進プロジェクト等における 
 郊外部での取組 
・横浜港における LNG バンカリング拠点の形成 

Ｃ 再生可能エネルギー 
  を主体として巧みに 
  利用しているまち 

７ 最大限の 
  再エネ導入と 
  水素社会の実現 

①選択 
②創造 
③連携 

・再エネのスマートな活用検討（地産地消・広域連携等） 
 （再掲） 
・下⽔道施設への市内バイオマス受け⼊れによる消化ガス 

増量の検討（MBT システムの活⽤） 
・水素エネルギーの利活用の推進 

Ｄ 気候変動の影響に 
  適応しているまち 

８ 適応策の強化 
②創造 
③連携 

・グリーンインフラを活用した取組 

 

                                                   
51 再生可能エネルギーの利用等により、温室効果ガスの排出量が少ない電力 
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（１）市民力と企業協働による取組促進 

対策の方向性 

ア COOL CHOICE YOKOHAMA 等による普及啓発 

イ 環境教育の推進 

管理指標 実績 目安 

本市と連携して地球温暖化対策を

進める企業・市民等の団体数 
2017 年度：417 団体 2020 年度：480 団体 

 
 
○対策の方向性 

ア COOL CHOICE YOKOHAMA 等による普及啓発 

「COOL CHOICE YOKOHAMA」のキャッチフレーズのもとで、行政が戦略的な広報・普及啓発、

プロモーション等を展開します。家庭部門を中心に、業務部門、運輸部門等において、様々な

主体が連携を強化しながら、行動科学などの最新の知見を活用しつつ、都市生活の変化も踏ま

えた新しいライフスタイル・ビジネススタイルを創造し、地球温暖化対策の緩和策、適応策を

ともに推進します。 

対策・施策（★は中期的な重点施策） 

★COOL CHOICE YOKOHAMA による全市的な地球温暖化対策の連鎖づくり 

「COOL CHOICE YOKOHAMA」のキャッチフレーズのもと、行政が各主体と連携し、地球

温暖化対策に関する新たなムーブメントを展開し、戦略的な広報・普及啓発等を通じて、

より快適かつ豊かで、脱炭素化に向けた生活様式、事業形態、製品やサービスの選択等

を本市一丸となって進めます。 

★低炭素電力の供給と選択の推進 

 市民・事業者等が積極的に低炭素な電力を選択できる仕組みづくりを行います。その

ために、小売電気事業者を対象とした新たな制度を導入し、市内に電気を供給している

小売電気事業者に排出係数、再エネ導入率等の情報の提供を求め、その情報を市民・事

業者に公表するほか、COOL CHOICE YOKOHAMA などの普及啓発なども進めます。これらに

より、低炭素電力の供給と選択を推進します。 

横浜市地球温暖化対策推進協議会等と連携した地球温暖化対策の推進 

横浜市地球温暖化対策事業者協議会と連携した地球温暖化対策の推進 

区における地球温暖化対策関連事業の推進 
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イ 環境教育の推進 

地球温暖化の影響を伝えるとともに、地球温暖化対策やエコライフスタイルに関連する講座

やイベント等の活動を市民団体、事業者、大学、行政等が連携して実施することより、こども

から大人まで、市民一人ひとりの脱炭素化に向けたライフスタイルの定着を促します。 

対策・施策 

ヨコハマ・エコ・スクール（YES） 52の推進 

環境教育・ESD53の推進（こども「エコ活。」大作戦、環境絵日記、出前講座等） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
52 市民団体、事業者、大学、行政等が実施する温暖化対策やエコライフスタイルに関連する講座やイベント等

の学びの場を支援し、「ヨコハマ・エコ・スクール（ＹＥＳ）」という統一ブランドを活用して、「Zero Carbon 
Yokohama」を全市的ムーブメントに広げていくプロジェクト。 
53 「Education for Sustainable Development」の略で、持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や

活動 

コラム：COOL CHOICE YOKOHAMA による全市的な地球温暖化対策の連鎖づくり 

 

「COOL CHOICE」は、省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、地球温暖化対

策に資する、また快適な暮らしにもつながるあらゆる「賢い選択」をする取組です。 

本市ではこれまでも、例えば、日産自動車株式会社と協働の実証実験「チョイモビ ヨ

コハマ」と COOL CHOICE を組み合わせた普及啓発や、子供たちにも分かりやすく COOL 

CHOICE を学んでもらうために、啓発リーフレットを全市立小学校５年生に配布する等、

様々な「COOL CHOICE」の取組を積極的に推進してきました。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

「COOL CHOICE YOKOHAMA による全市的な地球温暖化対策の連鎖づくり」では、新

たなムーブメントとして「COOL CHOICE YOKOHAMA」を開始し、横浜の誇る市民力（市

民、企業）を活用し、省エネ・再エネ等の行動を自ら選択できる環境づくりを進め、地

球温暖化対策の連鎖づくりに取り組みます。 
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コラム：低炭素電力の供給と選択の推進 

 

電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量は、電気を作り出すために使用するエネルギー

源や発電の仕組みの組み合わせ（電源構成）によって大きく異なります。そのため、よ

り環境負荷の小さな電源構成によって作り出される低炭素電力を積極的に選択するこ

とが、地球温暖化対策として重要です。 

 

国の法律※において、全てのエネルギー供給事業者は、非化石エネルギー源の利用及

び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に努めることが義務付けられています。 

 

また、2016（平成 28）年４月から電力の小売全面自由化が開始されました。これによ

り、家庭や商店といった比較的小規模な電力利用者においても電力会社を自由に選択す

ることができるようになりました。 

 

本市では、小売電気事業者を対象とした新たな制度を導入し、市内に電気を供給して

いる小売電気事業者の排出係数、再エネ導入率等の情報を収集し、市民・事業者に対し

て必要な情報を提供することで低炭素電力の利用を促進するほか、COOL CHOICE 

YOKOHAMA などの普及啓発なども進めます。これらにより、低炭素電力の供給と選択を推

進します。 

横浜市内
の需要家

小売電気
事業者

低炭素な電気の選択

低炭素な電気の供給

温室効果ガス排出量の削減 低炭素な電気の調達
 

 
※エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促

進に関する法律 
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（２）最先端のスマートシティの実現 

対策の方向性 

ア 公民連携によるスマートシティの推進 

イ エネルギーマネジメントの推進 

ウ 地産地消・広域連携によるエネルギー活用の検討 

管理指標 実績 目安 

実証成果を活用した 

エネルギー連携拠点件数 
2017 年度：22 か所 2020 年度:60 か所 

 
○対策の方向性 

ア 公民連携によるスマートシティの推進 

行政と横浜スマートビジネス協議会（YSBA）の連携による横浜スマートシティプロジェクト

（YSCP）の実装を始め、再生可能エネルギーや未利用エネルギー、電気や熱等の自立分散型エ

ネルギーの活用、家庭・ビル・地域でのエネルギーマネジメント等を推進します。 

対策・施策（★は中期的な重点施策） 

★横浜スマートビジネス協議会（YSBA）メンバーとの連携による横浜スマートシティプロ 

ジェクト（YSCP）実装の推進 

横浜スマートビジネス協議会（YSBA）のメンバーと連携し、スマートシティのマスタ

ープランのもと、エネルギー管理システムやエネルギー連携等に関する技術・システム

の社会実装を推進します。 

特定供給 54等によるエネルギーの面的利用の促進 

託送制度の緩和を活用した自己託送 55の取組 

 
イ エネルギーマネジメントの推進 

既に展開しているバーチャルパワープラント（VPP）やデマンドレスポンス（DR）等における

システムの知見や設備等を生かし、再生可能エネルギーを主体とし、AI、IoT を活用した次世

代エネルギー需給システムの構築に向けて、多数の都市施設等を活用し、様々な主体が連携し、

市内各所における VPP や EV（電気自動車）の組込みを含むプロジェクトを検討します。 

対策・施策（★は中期的な重点施策） 

★バーチャルパワープラント（VPP）構築事業の本格展開 

電力のピーク需要に対応するため、市内に多くの蓄電池を設置し、一つの発電所のよ

うに使う「仮想発電所」（バーチャルパワープラント）の構築を推進します。また、AI

やブロックチェーン 56技術などを活用した次世代のエネルギーマネジメントシステム

の実証事業を国等と連携して進めます。 

                                                   
54 電気事業を営む場合以外の電気の供給。電気の供給者と供給の相手方に密接な関係性が認められる場合に認

められる。 
55 自家用発電設備を設置する者が、当該自家用発電設備を用いて発電した電気を一般電気事業者の送配電ネッ

トワークを介して、当該自家用発電設備を設置する者の別の場所にある工場等に送電する一般電気事業者が提

供するサービス 
56 情報通信ネットワーク上にある端末同士を直接接続して、取引記録を暗号技術を使って分散的に処理・記録

するデータベースの一種 
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ウ 地産地消・広域連携によるエネルギーの活用の検討 

今世紀後半の脱炭素化の実現を見据え、再エネ等が主体となることを目指す必要があるとい

う認識のもと、地産地消やエネルギーマネジメントを関係者が連携して取り組むとともに、再

エネ立地ポテンシャルの高い他の自治体等との広域連携によるエネルギー活用を検討します。 

対策・施策（☆は長期的将来を見据えた重点施策） 

☆広域連携による再生可能エネルギー導入の検討 

市内における再エネ導入に加え、他自治体等との連携を図り、市外で生産される再エ

ネの積極的な活用を図ります。これにより、広域的な再エネ導入を牽引します。 

電力の地産地消の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム：横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）実装の推進 

 

本市は、2010（平成 22）年 4 月に経済産業省から「次世代エネルギー・社会システ

ム実証地域」に選定され、横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）実証事業を推進

してきました。実証事業では、家庭や業務ビルをはじめ、既成市街地でのエネルギー

需給バランスの最適化に向けたシステムの導入などを、日本を代表するエネルギー関

連事業者や電機メーカー、建設会社等 34 社と横浜市が連携して取り組みました。 

2015（平成 27）年からは、YSCP 実証事業で培った技術やノウハウを生かし、「実

証から実装」へと展開するため、新たな公民連携組織である横浜スマートビジネス協

議会（YSBA）を設立し、防災性・環境性・経済性に優れたエネルギー循環都市を目指

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、2016（平成 28）年度からの２か年で、地域防災拠点の市内小中学校（各区２

校、全 36 校）に蓄電池（最大 15kWh、一部太陽光発電と連系）を設置し、平常時には

電力の需給バランスの調整に、災害時には防災拠点で使用する「仮想発電所（VPP）」

の構築・実証に取り組んでいます。 

今後は小中学校以外の公共施設への展開に加え、民間施設や、今後の電気自動車の

導入促進も踏まえた自家用車の活用など、様々な市内の資源を活用した都市型 VPP 事

業の検討を公民連携により進めていきます。 
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（３）環境と経済の好循環 

対策の方向性 

ア ライフスタイルや経済活動への環境配慮の組み込みの推進 

イ 環境技術・商品と環境金融・投資の推進 

管理指標 実績 目安 

業務床面積あたりの排出量 
2013 年度：133kg-CO2/m

2・年 

2015 年度：112kg-CO2/m
2・年 

2020 年度：94kg-CO2/m
2・年 

2030 年度：84kg-CO2/m
2・年 

 
○対策の方向性 

ア ライフスタイルや経済活動への環境配慮の組み込みの推進 

市民・事業者・行政が一丸となったカーボン・オフセット 57や横浜ブルーカーボン 58の取組

等により、環境配慮を組み込んだライフスタイルと経済活動の連動を図ります。また、国の検

討を注視しつつ、カーボンプライシングを見据えた検討を行います。 

対策・施策（★は中期的な重点施策） 

★大規模イベントを契機としたカーボン・オフセットプロジェクト 

本市で開催される主要な大規模イベントのカーボン・オフセットに向けて、家庭や事

業所での LED 化をはじめとする温室効果ガスの排出削減に取り組みます。 

横浜ブルーカーボンの推進 

カーボンプライシング 59を見据えた検討 

 
イ 環境技術・商品と環境金融・投資の推進 

市内企業や研究機関の技術力、AI、IoT 等を活用し、産学官ネットワークの強化を図りなが

ら最先端で炭素生産性の高度化に資する取組や適応策の取組を支援するとともに、金融機関と

も連携し、中小企業等において、環境経営等に関する研修・勉強会・講座開催等による様々な

形での情報発信や共有を進め、投資の促進を図ります。 

対策・施策（☆は長期的将来を見据えた重点施策） 

☆脱炭素経済への移行検討とイノベーションの推進 

世界の潮流となっている脱炭素経済への移行を本市の経済成長、雇用創出等の機会と

すべく、その対応について検討を進めます。また、脱炭素社会の実現のためのイノベー

ションについて本市からの発信を図ります。 

事業者・金融機関等と連携した取組（SBT60、RE10061の推進等） 

IoT 等の活用を含めた新たな技術・製品・サービスの開発支援 

省エネ設備・機器の導入支援（金融、税制、助成、規制緩和等） 

                                                   
57 自らの温室効果ガスの排出量を、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量（クレジット）の購

入や、他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトの実施等により、排出量を埋め合わせる仕組み 
58 海洋に生息する海藻などの生き物によって吸収・捕捉される炭素（ブルーカーボン）等の海洋資源を活用し

た横浜市の温暖化対策プロジェクト 
59 温室効果ガス削減を促すため炭素の価格付けをすること。炭素税や排出量取引など。 
60 「Science Based Targets」の略で、産業革命時期比の気温上昇を２℃未満にするために、企業が気候科学

に基づく削減シナリオと整合した削減目標を設定すること。 
61 電力の再生可能エネルギー100％調達を目標に掲げる企業が加盟する国際イニシアチブ 
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コラム：脱炭素経済への移行検討とイノベーションの推進 

 

パリ協定が求める脱炭素化に向けては、第５期科学技術基本計画において我が国が

目指すべき未来社会の姿として提唱された「Society5.0」に示されるように、AI（人工

知能）、IoT（世の中に存在する様々なモノに通信機能を持たせることによって、イン

ターネット経由で情報交換する技術）を駆使し、再生可能エネルギーを主体とした分

散型のエネルギー需給システムの構築、輸送機関の電動化、新素材の開発、それらに

伴う産業構造の転換やシェアエコノミー等のライフスタイルのイノベーションなど大

きな変化が予想されます。 

伊勢志摩サミットの首脳宣言（平成 28 年 5 月）に、「世界経済の脱炭素化」という

表現が盛り込まれましたが、世界的にはいかに「脱炭素経済」へ円滑に「移行」させ

ることができるかについて関心が高まっています。例えば、ドイツ最大の州で、鉄鋼、

石炭、化学等の産業が盛んなノルトライン＝ヴェストファーレン州では、市民、産業

界と議論を重ねながら、素材系産業などで具体的なプロジェクトを進め、長期大幅削

減を経済成長の原動力にしようと努力しています（COP23 における発表）。 

本市には、石油関連、自動車関連をはじめ様々な産業が立地しています。本市にお

いても、パリ協定の実施に伴う世界的な情勢変化に対応し、脱炭素化に向けた取組が、

市民生活の質の向上や企業の競争力維持・強化に結びつくよう、産学官が連携しつつ、

「本市らしい脱炭素経済への移行」のために基礎的な情報の整理を行うとともに、継

続的にイノベーションを起こすための投資促進策・規制・場づくり等、中長期的な方

向性について検討を行います。 

また、脱炭素化に向けたイノベーションは、「破壊的」なものも含まれ、世界規模

で大きな変化をもたらす可能性があります。脱炭素経済への移行をいかに円滑に行う

かについても検討していく必要があります。 
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（４）都市間連携と国際発信 

対策の方向性 

ア 国内都市等との連携の推進 

イ 海外都市等との連携の推進 

ウ 国内外への発信 

管理指標 実績 目安 

国際会議等への参加回数 
2013 年度：３回/年 

2017 年度：７回/年 
2020 年度：６回/年 

 
○対策の方向性 

ア 国内都市等との連携の推進 

地球温暖化対策（緩和策・適応策）における都市の役割が高まる中、国内都市・地域ネット

ワークはますます重要になってきています。九都県市等での連携をはじめとした既存の連携の

強化に加え、地球温暖化対策で先駆者としての立場からの国内都市間ネットワークの強化に貢

献します。 

対策・施策（★は中期的な重点施策） 

★地球温暖化対策に関する国内の都市間連携の推進 

国内他都市との連携を強化し、地球温暖化対策に関する広報普及啓発や情報交換等の

連携の推進を図ります。 

九都県市首脳会議環境問題対策委員会のスケールメリットを生かした連携 

指定都市自然エネルギー協議会との連携 

「環境未来都市」構想推進協議会等の団体との連携 

横浜スマートシティプロジェクトの成果等を生かした都市間連携 

山梨県・道志村との連携（水源エコプロジェクト（W-eco・p ウィコップ） 62等） 

 
イ 海外都市等との連携の推進 

地球温暖化対策（緩和策・適応策）においては、国際的な視点でのネットワーク化と経験・

知見の共有は大変重要です。引き続き先進的な都市等との都市間連携や、イクレイ 63や C40、

CNCA 等の参加都市として国際的な都市ネットワークの連携を強化するとともに、Y-PORT 事業 64

による国際技術協力、国際会議への出席等により世界的な評価を確立し、環境分野で世界をリ

ードします。 

対策・施策（★は中期的な重点施策） 

★地球温暖化対策に関する海外の都市間連携の推進 

  本市地球温暖化対策の発展のため、海外都市との二都市間連携を推進するほか、世界

的な課題である地球温暖化対策に貢献するため、本市の知見を共有していきます。 

国際的な都市ネットワークとの連携 

Y-PORT 事業による国際技術協力の推進 

地球温暖化対策に関する分野別の国際技術協力の推進 

                                                   
62 横浜市水道局が山梨県道志村に所有する水源かん養林を、参加企業・団体等と協働で整備する事業 
63 持続可能な開発を公約した自治体・自治体協会で構成された民主的で国際的な連合組織 
64 新興国等の都市課題解決の支援と企業の海外展開支援を目的とした、横浜の資源・技術を活用した公民連携
による国際技術協力 
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ウ 国内外への発信 

国内外をリードする持続可能な大都市モデルを実現し、国際会議を主催するとともに、世界

的にプレゼンスの高い国際会議の参加や誘致等の機会を活用し、環境と社会・経済的課題の同

時解決を図る持続可能な都市として国内外に発信します。 

対策・施策（★は中期的な重点施策） 

★世界的にプレゼンスの高い国際会議の誘致による海外発信 

環境大臣会合、さらには COP など、世界的にプレゼンスの高い国際会議の誘致等を図

り、本市で構築する持続可能な大都市モデルを国内外へ発信します。また、スマートな

まちづくりに関する国際会議を主催し、情報のハブ化（情報の拠点化）を目指します。 

本市施策の国内外への発信 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム：地球温暖化対策に関する国内外の都市間連携の推進 

 

本市はこれまで、国内外の都市ネットワーク 

での活動などを通じ、環境への取組が評価され、 

アワードの受賞や海外ファンドからの資金獲得 

などの機会を得てきました。 

今後も、C40、CNCA 等の国際的な都市 

ネットワークを活用し、本市の地球温暖化対策の 

取組を発信していくほか、バルセロナ市、フラ 

ンクフルト市など先進的な取組を実施している 

都市と、双方にとって有益なテーマを設定し、 

知見や課題の共有を進めていきます。 

また国内では、首都圏の自治体で構成される 

九都県市首脳会議（埼玉県、千葉県、東京都、 

神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま 

市、相模原市）の枠組みを活用したライトダウ 

ン等の普及啓発事業を行ってきました。今後も 

他都市との連携によるスケールメリットを生か 

した取組を実施していきます。 
九都県市ライトダウン 

"Nothing" is "Charming" 

スマートシティエキスポ世界会議
（スペイン・バルセロナ市） 

コラム：アジア・スマートシティ会議の開催 

 

環境未来都市である本市では、アジア新興国 

諸都市の市長や国際機関等の有識者が一堂に会し、 

持続可能な都市づくりの実現に向けた知見を共有 

する「アジア・スマートシティ会議」を平成 24 年 

から毎年開催しています。 
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（５）徹底した省エネ 

対策の方向性 

ア （家庭）住宅の省エネ化 

イ （家庭）省エネ家電・機器の導入 

ウ （事業者）建築物の省エネ化 

エ （事業者）省エネ設備・機器の導入 

オ （事業者）計画書制度等の推進 

カ 低炭素型次世代交通の普及促進 

キ 市役所の率先行動 

管理指標 実績 目安 

新築住宅のうち、 

省エネに配慮した住宅の割合 

2013 年度：20％ 

2016 年度：30％ 

2020 年度:50％ 

2030 年度:100％ 

地球温暖化対策計画書及び 

報告書提出数 

2013 年度：619 件/年 

2017 年度：340 件/年 
2020 年度：330 件/年 

クリーンエネルギー自動車の 

普及割合 

（うち次世代自動車普及台数） 

2013 年度：８％ 

（3,005 台） 

2016 年度：13％ 

（4,851 台） 

2020 年度:20％ 

（9,000 台） 

2030 年度:40％ 

 
 
○対策の方向性 

ア （家庭）住宅の省エネ化 

市民・事業者・行政が連携し、市民生活における自然環境に調和した省エネルギー型・低炭素

型の新築住宅の普及と既存住宅の改修、再生可能エネルギー設備の住宅への設置等を進めます。 

対策・施策（★は中期的な重点施策） 

★省エネ住宅普及促進事業（ZEH・エコリノベ 65・省エネ住宅相談員） 

 低炭素社会の実現に向けて、住宅の省エネ化に関する施策を一体的に進めることで、

市民への普及啓発や市内企業の技術力向上等をより一層推進し、本市の環境対策と経済

を牽引します。 

★CASBEE 横浜 66の推進 

  建築主に対して「建築物環境配慮計画」の作成を求め、その結果を公表することで、建

築物の省エネルギー対策や長寿命化、周辺のまちなみとの調和、緑化対策など、建築物

の総合的な環境配慮の取組を進めます。 

長期優良住宅認定の推進 

低炭素建築物認定の推進 

 
 
                                                   
65 横浜市住まいのエコリノベーション（省エネ改修）補助制度 
66 建築物の省エネルギー対策や長寿命化、周辺のまちなみとの調和、緑化対策など、総合的な環境配慮の取組

を進める横浜市建築物環境配慮制度 
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イ （家庭）省エネ家電・機器の導入 

市民に対する情報提供等の普及啓発や導入支援により、高効率住宅機器やより省エネ効果の

高い家電の普及を進めます。 

対策・施策 

高効率機器（家庭用自立分散型エネルギー設備・高効率給湯器等）の普及・導入促進 

省エネ家電（LED 照明、エアコン等）の買い替え誘導（キャンペーン、情報提供等） 

省エネ住宅普及促進事業（ZEH・エコリノベ・省エネ住宅相談員） 

 
 
ウ （事業者）建築物の省エネ化 

事業者・行政が連携し、自然環境に調和した省エネルギー型・低炭素型の新築建築物の普及

と既存建築物の改修、再生可能エネルギー設備の建築物への設置等を進めます。 

対策・施策 

   CASBEE 横浜の推進 

建築物の省エネ化（ZEB、エコ保育所等） 

 
 
エ （事業者）省エネ設備・機器の導入 

事業者に対して情報提供等の普及啓発や導入支援等を行うことにより、高効率な省エネ設

備・機器の導入を進めます。 

対策・施策 

   事業者の省エネ活動の促進 

省エネ設備・機器の導入支援（金融、税制、助成、規制緩和等） 

業務用自立分散型エネルギー設備の普及・導入促進 

 
 
オ （事業者）計画書制度等の推進 

排出量を計画的に削減するため、行政が横浜市地球温暖化対策計画書制度等を充実させ、事

業者による更なる取組促進を図ります。 

対策・施策（★は中期的な重点施策） 

  ★横浜市地球温暖化対策計画書制度等の充実 

 一定規模以上の温室効果ガスを排出する事業者に対して、「地球温暖化対策計画」の

作成を求める本制度の充実を図り、市内事業者の自主的な取組の一層の推進を図りま

す。 

電気事業者に対する計画書制度の導入 

中小事業者に対する地球温暖化対策の促進 
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カ 低炭素型次世代交通の普及促進 

欧州を中心に 2040 年までにガソリン車及びディーゼル車の製造・販売を禁止する方針が打ち

出され、環境に配慮した自動車、特に EV（電気自動車）の普及については、世界的に加速して

いく情勢となっています。これらの動向等を踏まえ、市内においても公民連携のもと、低炭素

型次世代交通の普及促進を更に推進していきます。 

対策・施策（★は中期的な重点施策） 

  ★低炭素型次世代交通の普及促進 

 次世代自動車の普及促進のため、EV（電気自動車）・FCV（燃料電池自動車）等の車

両導入や水素ステーション等インフラ設備の設置促進、公用車への導入を加速させると

ともに、低炭素交通に関する取組等を推進します。 

走行インフラ整備（インフラ整備に関する民間支援（充電設備、水素ステーション）等） 

集合住宅等に対して充電設備設置を促進するための仕組みづくり 

エコドライブの促進 
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キ 市役所の率先行動 

横浜市役所は、市内最大級の排出事業者として、横浜市地球温暖化対策実行計画（市役所編）

に基づき、市役所の事務及び事業に伴う温室効果ガス排出量の削減に率先して取り組みます。 

具体的には、2030 年度に 2013 年度比で 30％削減する目標を掲げ、① 運用対策の徹底による

エネルギー消費量の削減、② 設備更新等における高効率設備、エネルギー利活用技術の導入推

進、③ 再生可能エネルギーの導入拡大、④ 自動車等における温室効果ガス排出削減対策の推

進、⑤ 一般廃棄物処理事業、下水道事業など主要事業の特性を生かした取組の推進 の５つの

取組方針に基づく取組を推進しています。 

対策・施策（★は中期的な重点施策） 

★公共施設の LED 化の推進 

公共施設の照明設備への LED の導入にあたっては、リースや ESCO などの手法を検討

し、費用の抑制や平準化を図りつつ、効果的、効率的な導入を推進します。 

 ★ESCO 事業等による高効率機器の導入 

ESCO 事業や公共建築物長寿命化対策事業などにおいて、高効率機器等の省エネ要素を

含めた改修工事を実施します。また、省エネに特化した ESCO 事業を検討します。 

★公用車への次世代自動車の導入強化 

一般公用車の更新・新規導入の際は、次世代自動車等の導入を原則化します。また、

EV、PHV、FCV の積極導入を進めます。 

エネルギー消費量の把握・効率化の更なる推進 

省エネ診断等を活用した施設管理の実施 

グリーン購入 67制度の推進 

市職員の環境配慮行動の促進 

公共施設等における再生可能エネルギー等の導入拡大 

公共施設における VPP(バーチャルパワープラント)の拡大・活用、 

DR(デマンドレスポンス)事業の継続 

市役所で使用する電力のグリーン化の促進 

公共建築物等の省エネ化の推進 

「横浜市の公共建築物における環境配慮基準」の適用 

長寿命化対策事業の推進 

木材の利用の推進（木材を利用することによる炭素の固定） 

公共建築物の ZEB 化に向けた検討 

主要事業の特性を生かした省エネの取組の実施 

（ごみ焼却工場の長寿命化工事・建替等による発電能力の向上、下水処理方式の省エネ

化検討、自然エネルギーを活用した自然流下系施設の優先的整備等） 

 
 
 
 
                                                   
67 商品やサービスを購入する際に必要性をよく考え、価格や品質だけでなく、環境への負荷ができるだけ小さ

いものを優先的に購入すること 
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コラム：横浜市地球温暖化対策計画書制度等の充実 
 

本市では、事業者による地球温暖化対策を推進するため、2010（平成 22）4 月より横

浜市地球温暖化対策計画書制度を運用しています。本制度は一定規模以上の温室効果ガ

スを排出する事業者に対して、温室効果ガス排出量の提示、地球温暖化対策の計画の作

成・提出、実施報告を求め、その内容について評価・公表・表彰を行う制度です。これ

までに温室効果ガス（二酸化炭素）を、第１期計画期間（2010～2012 年度）に基準年度

（2009 年度）比で約６％削減、第２期計画期間（2013～2015 年度）に基準年度（2012

年度）比で約９％削減しています。 
 
 

＜横浜市地球温暖化対策計画書制度対象事業者＞ 

Ⅰ すべての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が 1,500kL 以上となる事業者 

Ⅱ 事業者が使用する自動車のうち、使用の本拠が横浜市内にあるものの台数が 100 台

以上となる事業者 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 今後は本制度などによる事業者の温室効果ガス排出削減を推進させるため、以下の見

直しや拡充について検討します。 
 

横浜市地球温暖化対策計画書制度等の見直しのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 
 

・横浜市地球温暖化対策計画書制度について、事業者への働きかけを強化する制度とし

ます。また、提出されたデータの解析をして事業者にフィードバックを行い、事業者

の負担軽減策を導入します。 
 

・この計画書制度の見直しに合わせて、低炭素電気の利用を促進させるため、小売電気

事業者を対象とした新たな制度を導入します。 
 

・計画書制度対象外の中小事業者に対する地球温暖化対策を推進するための施策を充実

します。 

 

 

横浜市 事業者推奨削減率提示
低炭素電気項目追加

低炭素電気評価

データ集計・解析
計画書・報告書の提出
（自己評価結果記載）

解析データフィードバック

温暖化対策の推進
調達電気の低炭素化
自己評価による負担軽減

 
 

 

 

 

 Ⅰのケース 

1,500kL以上 100台以上 

Ⅱのケース 

本社 

支店等 

営業所 

テナント 
※上記自動車を改造した特種自動車含む。 

※被けん引車、軽自動車は対象外。 

横浜市外 
横浜市内に設置 使用の本拠が横浜市内 

普通・小型貨物自動車、 

大型バス・マイクロバス、乗用自動車 
所有 

ビル 工場 チェーンストア等 
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コラム：公共施設における省エネルギー化（ESCO 事業）と LED 化の推進 

 

ESCO 事業とは、既存施設の省エネに関する、計画・工事・管理・資金調達等の包括

的なサービスを提供し、従前の環境を低下させることなく省エネルギーを行い、その結

果得られる省エネルギー効果を保証する事業です。 

本市では、民間のノウハウを生かし、施設の省エネルギー化、温室効果ガスの排出削

減を着実に推進するため、2004（平成 16）年度に「横浜市公共建築物 ESCO 事業導入計

画」を策定し、公共施設への ESCO 事業導入を実施してきました。また、上記計画と併

せて、2014（平成 26）年度より「横浜型中小規模 ESCO 事業」を開始しました。今後は

施設規模、エネルギー規模によらず、多くの公共施設へ事業を導入でき、さらなる省エ

ネルギー化が期待できます。 

 

本市における ESCO 事業による省エネルギー効果の実績 

 

 

 

 

 

 

 

また、国の「地球温暖化対策計画」では「LED 等の高効率照明を、2020 年までにフ

ロー（新規、交換等）で 100％、2030 年までにストックで 100％普及」という目標が示

されました。本市の LED 化は、一部の施設を除いてまだ進んでいない状況にあり、公共

施設からの温室効果ガス総排出量の削減、また、エネルギーコストの削減に向けて、国

の目標も踏まえ、LED 化を加速していきます。 

LED 化の推進にあたっては、リースや ESCO 等、財政課題の解決に向けた導入手法に

ついて継続的に検討します。 
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（６）持続可能なまちづくり 

対策の方向性 

ア エリアごとの低炭素まちづくり 

イ 交通まちづくり 

ウ 港湾まちづくり 

エ 自然共生まちづくり 

オ 循環型まちづくり 

管理指標 実績 目安 

新たな試行的取組数 － 2020 年度：16 件 

ごみと資源の総量 
2013 年度：126 万 t 

2016 年度：122 万 t 
2025 年度：115 万 t 

 
 
○対策の方向性 

ア エリアごとの低炭素まちづくり 

都心部、郊外部それぞれのモデル地区において、様々な関係者が地域の特性や自然環境を踏

まえた将来像を構築、共有し、電気や熱等の自立分散型エネルギーの面的利用も推進するなど、

利便性の高い都市機能と低炭素化が調和した環境モデルゾーンとしての展開を図ります。 

対策・施策（★は中期的な重点施策） 

★みなとみらい 2050 プロジェクトの推進 

横浜の象徴である「みなとみらい 21 地区」において、エネルギー、グリーン、アク

ティビティ、エコ・モビリティの４分野を横断的に推進し、都市のプレゼンス向上を図

るとともに、国内外へその魅力を発信します。 

★新横浜都心、日吉・綱島地区を中心とした環境モデルゾーン 

高い環境性能をコンセプトとした開発が進む新横浜都心、日吉・綱島を中心とした地

域において、当該地域に関わる企業や大学など様々な主体とともに連携を進め、先進的

な取組が進むゾーンとして地域の活力につなげていきます。 

★持続可能な住宅地推進プロジェクト等における郊外部での取組 

  環境未来都市計画で進めてきた持続可能な住宅地モデルプロジェクトを更に充実させ

るとともに、生み出してきた成果を各地域の特性に応じた住宅地等の再生に向け市内他

地区にも展開します。 

横浜ブルーカーボンの推進 

エキサイトよこはま 22（横浜駅周辺大改造計画）の推進 

関内・関外地区活性化推進事業 

スマートイルミネーション横浜 68による普及啓発 

 

                                                   
68 長年にわたって優れた都市景観の形成に取り組んできた横浜都心臨海部を舞台に、新たな夜景の創造を試み

る国際アートイベント。アーティストの創造性を活用しながら、環境にやさしい、未来の夜景のあり方を考え

ることがコンセプトとなっている。 
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イ 交通まちづくり 

市民・事業者・行政が協働し、鉄道やバスなど、公共交通機関の利用促進、自転車利用の推

進、モビリティマネジメント 69の取組等を進め、過度にマイカーに依存するライフスタイルを

見直し、公共交通を中心としたコンパクトなまちづくりを進めるとともに、移動の円滑化など

を含め、運輸部門の低炭素化を実現します。 

対策・施策 

モビリティマネジメントの推進 

駅及び駅周辺のシームレス化 70の推進 

鉄道ネットワークの整備 

地域交通サポート事業の推進 

バスロケーションシステム（バス運行状況把握）導入支援 

都心臨海部における連節バスを活用した「高度化バスシステム」の導入 

道路ネットワークの整備 

次世代交通（低炭素交通）に関する取組（超小型モビリティの活用等） 

カーシェアリングの普及促進 

コミュニティサイクル（共有自転車）の活用 

自転車利用の推進 

自転車走行空間の形成 

 
 
ウ 港湾まちづくり 

船舶からの排出ガス削減や再エネの導入等による港のスマート化や物流の効率化等、港湾エ

リアにおける地球温暖化対策を進めるとともに、環境に配慮した豊かな海づくりを実現します。 

対策・施策（★は中期的な重点施策） 

★横浜港における LNG バンカリングの推進 

2020 年に国際的な船舶の排出ガス規制が強化されること等を踏まえ、船舶燃料として

液化天然ガス（LNG）を供給する拠点を形成することで、脱炭素化への移行過程として

の対応を図ります。 

港のスマート化の推進 

環境配慮船舶に対するインセンティブ制度の推進 

横浜港の港湾活動の低炭素化 

豊かな海づくりの推進 

船舶のプロペラ効率改善装置の導入 

 

                                                   
69 １人１人のモビリティ（移動）が、社会的にも個人的にも望ましい方向（過度な自動車利用から公共交通等

を適切に利用する等）に変化することを促す、コミュニケーションを中心とした交通政策 
70 複数のサービス間のバリアをとり除き、容易に複数のサービスを利用することができることを指す。交通の

シームレス化とは複数の交通手段の接続性を改良することを指す。 
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エ 自然共生まちづくり 

樹林地や農地を中心とする緑の拠点の保全と活用を継続的に進め、緑の総量の維持、質の向

上を図るとともに、花と緑あふれるガーデンシティ横浜を推進し、吸収源対策や適応策にもつ

なげます。 

対策・施策 

グリーンインフラを活用した取組 

樹林地の保全・活用の推進 

緑の創出・育成の推進 

市民が身近に農を感じる場づくり 

 
 
オ 循環型まちづくり 

「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」等に基づき、市民・事業者・行政が協働し、分別の徹底に加えて

リデュースの推進や、熱回収を行うサーマルリサイクル・処理施設の設置推進、ごみ発電の効

率化、収集車両の環境対策の充実を図る等、ごみの収集、運搬、処分のすべての段階において

低炭素化に向けた取組を推進します。 

また、下水道における資源の有効活用として、下水処理で発生する汚泥を「焼却処理」から

化石燃料の代わりとなる「汚泥燃料化」へ転換し、低炭素社会の構築に貢献します。 

対策・施策 

市民・事業者・行政の協働による３Ｒの推進 

食品ロス削減の取組の推進 

一般廃棄物の減量化・資源化・適正処理 

産業廃棄物の減量化・資源化・適正処理 

汚泥処理施設における燃料化方式の導入 
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コラム：都心部での環境モデルゾーンの発信（新横浜・みなとみらい） 

 

本市では、2015（平成 27）年３月にみなとみらい 2050 プロジェクトアクションプラ

ンを策定しました。このプランでは横浜の都心部を代表する「みなとみらい 21 地区」

において、エネルギー、グリーン、アクティビティ、エコ・モビリティの４分野を横断

的に推進し、先進的なまちづくりを進めるとともに、国内外へその魅力を発信していく

こととしています。 

地元企業や団体などの多様な主体と連携し、本アクションプランの取組を着実に推進

します。 

 

みなとみらい 2050 プロジェクトアクションプランに定められた４分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、新横浜、日吉・綱島地区を中心

とした地域の成長を環境面で側面支援

し、新たな環境モデルゾーンとして、当

該地域に関わる企業・団体等の多様な主

体と連携しながら様々な取り組みを進め

るとともに情報発信を進めます。 

これらの地域の取組はラグビーワール

ドカップ 2019、東京 2020 オリンピック・ 

パラリンピック開催へ向けて、「世界中

からのお客様をお迎えする陸の玄関口」

として対外的に大きく PR することがで

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

新横浜都心を中心とした新たな環境モデルゾーン 

神 奈 川 東 部 方 面 線

神 奈 川 東 部 方 面 線 横 浜 北 線

横 浜 環 状 北 西 線

箕輪町開発（野村不動産） 南日吉保育園

新綱島駅（仮）

綱島SST
（パナソニック、野村不動産他）

日産スタジアム

羽沢駅周辺地区

新 横 浜

羽 沢

綱 島

新綱島駅周辺地区
（区民文化センター）

日 吉

新横浜駅（仮）

羽沢横浜国大駅

新横浜駅南部地区
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（７）最大限の再エネ導入と水素社会の実現 

対策の方向性 

ア 再生可能エネルギーの普及 

イ 再生可能エネルギーの活用 

ウ 水素社会の実現 

管理指標 実績 目安 

市内の再生可能エネルギー 

設備導入量 

2013 年度：19 万 kW 

2015 年度：22 万 kW 

2020 年度：43 万 kW 

2030 年度：59 万 kW 

市内に供給される 

電力の排出係数 
－ 2030 年度：0.37kg-CO2/kWh 

水素ステーション整備数 
2013 年度：０か所 

2017 年度：６か所 
2020 年度：10 か所 

 
 
○対策の方向性 

ア 再生可能エネルギーの普及 

太陽光発電等の再生可能エネルギーを公共施設に自ら導入するとともに、再生可能エネルギ

ー導入検討報告制度の実施などにより市民・事業者等による市内全体での導入を誘導、促進し、

普及を図ります。 

対策・施策 

再生可能エネルギー導入検討報告制度の実施 

市内の再生可能エネルギー・未利用エネルギーの導入・自家消費の促進 

公共施設等における再生可能エネルギー等の導入拡大 

ごみ焼却工場の長寿命化工事・建替等による発電能力の向上 

 
 
イ 再生可能エネルギーの活用 

再生可能エネルギーの活用について、他自治体との広域連携の促進や、市内に立地する RE100

企業等との連携の強化を図るなど、戦略的に進めていきます。 

対策・施策（☆は長期的将来を見据えた重点施策） 

☆広域連携による再生可能エネルギー導入の検討 

市内における再エネ導入に加え、他自治体等との連携を図り、市外で生産される再エ

ネの積極的な活用を図ります。これにより、広域的な再エネ導入を牽引します。 

汚泥処理施設における燃料化方式の導入 

公共施設等におけるエネルギー供給拠点化の検討 

事業系バイオマス資源の活用促進 

電力の地産地消の推進 

横浜ウォーター株式会社の水道事業におけるエネルギー供給事業 

低炭素電力の供給と選択の推進 

電気事業者に対する計画書制度の導入 
 



第５章 対策・施策 

86 

 

表 5-3 （参考）市内における分散型電源の導入量の目安 
（単位 導入量：kW 発電量：kWh） 

 

2016 年度 2020 年度 2030 年度 

導入量 

（推計） 

発電量 

（推計） 

導入量 

の目安 

発電量 

（推計） 

導入量 

の目安 

発電量 

（推計） 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー 

太陽光発電 13 万 1.4 億 33 万 3.5 億 49 万 5.1 億 

風力発電 0.2 万 150 万 0.4 万 640 万 0.4 万 640 万 

小水力発電 0.1 万 480 万 0.1 万 520 万 0.1 万 520 万 

廃棄物発電 8.7 万 4.0 億 8.6 万 4 億 8.6 万 4 億 

汚泥消化 

ガス発電 
0.8 万 5,000 万 0.8 万 4,600 万 0.8 万 4,600 万 

小計 23 万 5.9 億 43 万 8.1 億 59 万 9.7 億 

コージェネ 

レーション 
22.6 万 11.8 億 52 万 28 億 62 万 34 億 

燃料電池 1.2 万 4,200 万 3.5 万 1.2 億 4.7 万 1.6 億 

合計 47 万 18.1 億 98 万 38 億 125 万 46 億 

※四捨五入の関係で合計と内訳が一致しないところがある。 

 
 
 
 
 

表 5-4 （参考）本市施設での再生可能エネルギーの導入状況（2017 年３月末時点） 

種別 箇所数 
発電容量 

（kW） 

発電量 

（kWh/年） 

太陽光発電設備 297 7,164 747 万 

風力発電設備 2 1,990 153 万 

小水力発電設備 6 728 368 万 

廃棄物発電設備 4 79,000 34,658 万 

汚泥消化ガス発電 2 8,000 5,047 万 

太陽熱利用システム 20 － － 

合計 331 96,882 40,973 万 

※太陽光については、年間 1,000 時間発電すると想定した場合の推計値を含む。 
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ウ 水素社会の実現 

産業・業務・家庭・運輸等、様々な分野において、水素が日常的に利用される社会の実現に

向け、事業者・行政等が連携し、水素エネルギーの積極的な導入と利活用を図ります。 

対策・施策（★は中期的な重点施策、☆は長期的将来を見据えた重点施策） 

★下水道施設への市内バイオマス受け入れによる消化ガス増量の検討 

（MBT システムの活用） 

下水道施設へ市内のバイオマスを受け入れ、既存の消化タンクを活用したメタン発酵

により、水素の原料となる消化ガスの増量を行います。 

☆水素の面的利用等の推進 

水素社会の実現に向けて、関係者と連携しながら、様々な分野における水素の利活用

の取組を推進します。 

水素ステーションの整備促進 

燃料電池自動車（FCV)の普及促進 

燃料電池バスの試験導入 

自立分散型エネルギー設備（燃料電池）の普及・導入促進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム：広域連携による再生可能エネルギー導入の検討 

 

パリ協定で示された今世紀後半の脱炭素社会の実現を見据えると、再生可能エネルギ

ー等が主体となる社会の構築が必要です。 

一方で、本市の再生可能エネルギーのポテンシャルは、現在のエネルギー消費量に対

して約１割程度とされています。 

このため、本市の脱炭素化のためには、市内で最大限の再生可能エネルギーの導入を

図るとともに、豊富な再生可能エネルギーのポテンシャルを有する地域との広域連携が

必要となります。 

広域連携の実施に向けては、連携先自治体の発掘、当該自治体における FIT 対象外電

源の把握、事業実施のあり方、スマートシティプロジェクトや市内 RE100 企業との連携

等の検討を行います。 

再生可能エネルギーのポテンシャル 

 

右図の青色の地域が、当該地域のエネル 

ギー消費量を上回る再エネポテンシャルを 

有する地域です。 

 

 

 

 

 
出典：平成 27 年版 

環境・循環型社会・生物多様性白書 

（一部加工） 

※再エネポテンシャルからエネルギー消費量を 

差し引いたもの。実際に導入するには、技術 

や採算性などの課題があり、導入可能量とは 

異なります。また、バイオマスは含んでいません。 
※今後の省エネの効果は考慮していません。 

横浜
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コラム：水素エネルギーの利活用の検討 

 

水素エネルギーの利活用を進めることは、本市にとって「省エネ・脱炭素化」「災害

に強いまちづくり・エネルギー供給の多様化」「産業振興・地域活性化」という意義を

持ちます。また、市内には水素利活用に関する技術・知見を持つ企業・大学が多数立地

しています。 

 

本市においてはこれまでも「水素の利活用」に関する様々な取組を行ってきましたが、 

今後も、多様な分野において水素が日常的に利用される水素社会の実現に向けて、以下

に示す取組を公民連携で推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利活用】 

・FCV 購入補助、公用車導入   ・燃料電池システム導入補助 

・FC バス導入          ・新市庁舎 燃料電池導入 

・水素ステーション整備補助    ・自立型水素燃料電池システム運用 

                ・再エネ由来水素利活用検討 

 

 

 

【発信・普及啓発】 

・各種セミナー等による発信   ・市民への普及啓発 
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（８）適応策の強化 

対策の方向性 

ア 農業・自然環境分野の適応策の推進 

イ 風水害・土砂災害等分野の適応策の推進 

ウ 熱中症・感染症等分野の適応策の推進 

エ 産業・経済活動分野の適応策の推進 

管理指標 実績 目安 

緑地保全制度による指定 71 

2013 年度：527ha 

（2009 年度～） 

2017 年度：856ha 

（2009 年度～） 

2020 年度：1,076ha 

（2009 年～） 

 
なお、本市の適応策の分野については、「横浜市気候変動適応方針」において、国の適応計

画等を踏まえ、国が影響評価を行った７つの分野と各項目に沿い、各分野の庁内所管部署と協

議の上、本市に影響のある項目を選定しました。また、市民・事業者により分かりやすいもの

とするため、選定された分野・項目を本市で４つの分野に整理しました。 
なお、本市における気候変動の影響評価については、概要を参考資料に記載します。 

 
表 5-5 本市への影響が懸念される分野・項目と選定理由、本市における分野 72 

分野 大項目

農業 農業 気温上昇による農業への影響等の懸念

水環境 水温上昇による水質悪化等の懸念

水資源 降水量の変動による渇水リスクの増大等の懸念

気温・水温上昇による生態系への影響等の懸念

河川（洪水・内水） 気候変動による集中豪雨の増加等の懸念

沿岸 海面上昇による高潮・高波リスクの増大等の懸念

山地 集中豪雨による土砂災害等の懸念

その他（強風等） 気候変動による強い台風の増加等の懸念

暑熱 気温上昇による熱中症搬送者数の増加等の懸念

感染症 気温上昇による感染症リスクの増大等の懸念

その他（大気汚染等） 気温上昇による光化学スモッグの発生増加等の懸念

気候変動による経済活動への影響等の懸念と機会 ４　産業・経済活動

都市インフラ、
　ライフライン等

気候変動によるインフラ・ライフラインへの影響等の懸念
２　風水害・土砂災害等
　　（再掲）

その他
（ヒートアイランド等）

ヒートアイランド現象を含む気温上昇による熱中症搬送
者数の増加等の懸念

３　熱中症・感染症等
　　（再掲）

自然災害
　・沿岸域

２　風水害・土砂災害等

健康 ３　熱中症・感染症等

産業・経済活動

国民生活
　・都市生活

国の整理分野・大項目 適応に位置付ける理由（本市への影響）

（下線は前実行計画で位置付けていた項目）
本市における分野

１　農業・自然環境
水環境
　・水資源

自然生態系

 

                                                   
71 「横浜みどりアップ計画」と連動した管理指標 
72 「横浜市気候変動適応方針」p.21 より引用 
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○対策の方向性 

ア 農業・自然環境分野の適応策の推進 

河川、水路、海域などの「水」と、樹林地、農地、公園などの「緑」を一体として考え、市

民・事業者・行政が連携し、流域単位での取組を展開するなど、気候変動の影響に適応できる

水循環を保全します。 

対策・施策 

農業への影響等の情報収集・共有 

農家等への技術的支援 

農家等への経済的支援 

水環境のモニタリング 

水源林の保全 

水・緑環境の保全 

水源施設等の整備 

地下水採取による地盤沈下対策 

生態系のモニタリング 

生態系の保全 

 
 
イ 風水害・土砂災害等分野の適応策の推進 

想定外の規模の豪雨、台風にも対応するため、「自助」「共助」を促進するため、様々な主

体が連携した取組を進めるとともに、浸水対策や防災情報の発信などの「公助」の取組も進め、

風水害・土砂災害等の災害に対するレジリエンス（強靭性）を向上します。 

対策・施策（★は中期的な重点施策） 

★グリーンインフラを活用した取組 ～気候変動に適応した浸水対策等の推進～ 

これまでのハード整備に代表されるいわゆるグレーインフラに加え、グリーンインフ

ラ（樹林地、農地、河川、街路樹などの様々な自然環境が持つ多様な機能）を活用した

取組を、関係各局が相互連携の視点を持ち、横断的かつ戦略的に進めます。 

防災情報の提供・普及啓発 

河川水位・潮位等のモニタリング 

河川・下水道の施設整備 

流域での浸水対策 

高潮対策 

がけ地防災対策 

強靭な都市づくり 

 
 
 
 
 
 



第５章 対策・施策 

91 

ウ 熱中症・感染症等分野の適応策の推進 

生命に直結するリスクのある熱中症や感染症等について、各主体が連携し、効果的な普及啓

発・注意喚起を進めるとともに、環境変化のモニタリングも継続的に実施します。 

対策・施策 

熱中症対策の普及啓発・注意喚起 

感染症の拡大防止対策・注意喚起 

気象・大気汚染のモニタリング 

都市の暑さ対策調査・研究 

 
 
エ 産業・経済活動分野の適応策の推進 

緩和策として取り組んできた省エネやピークカットの取組を各主体において進める中で、気

候変動によるエネルギー需給の影響への対策にもつなげるとともに、適応策に関連する市内産

業の振興を図り、環境と経済の好循環を目指します。 

対策・施策 

気候変動に関する市内産業の振興 

エネルギー需給対策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

コラム：グリーンインフラを活用した取組 
 

近年、気候変動に伴う局地的大雨や都市化の進展に伴う緑地の減少、都市部特有のヒ

ートアイランド現象等により、市民生活や都市機能に様々な影響が生じています。 

こうした気候変動の影響に適応する取組として、これまでのハード整備に代表される

いわゆるグレーインフラに加え、グリーンインフラ（樹林地、農地、河川、街路樹など

の様々な自然環境が持つ多様な機能）を活用した取組を横断的かつ戦略的に進めます。 
 

グリーンインフラを活用した主な取組例（浸水対策） 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

①雨水浸透ますにおける貯留・浸透機能の確保 

②公園、農地、樹林地を活用した保水・浸透（流域貯留浸透） 

③植栽ますや水辺拠点などの維持・再整備 
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コラム：「暴れ川」と鶴見川流域水マスタープラン 

 

昭和 33 年９月 26 日、関東・東海地方を暴風圏に包んだ台風 22 号は、夜半過ぎから

関東南部を通過。その間に鶴見川では各所が決壊、浸水家屋二万戸以上、各所で鉄道が

寸断され、交通機能はマヒし、甚大な被害が発生しました。いわゆる「昭和 33 年狩野

川台風」です。 

鶴見川は、古くから「暴れ川」として知られています。江戸期、頻発する水害から人

名や田畑・家屋などを守るため、沿川の諸村は、さまざまな堤川除普請（つつみかわよ

けぶしん）の手立てを講じてきました。明治以降も、沿川住民は協議会を組織するなど、

県や国に働きかけてきました。 

 

水循環系健全化イメージ 

（出典）鶴見川流域水マスタープラン 

 

平成 16 年、それまでの総合治水対策が一定の成果を上げてきたことを受け、治水施

策に限らず水循環系の健全化に関わる施策を協議する場として「鶴見川流域水協議会」

が設置され「鶴見川流域水マスタープラン」が策定されました。 

現在の鶴見川流域は、都市化が著しく進行し、他河川にも増して地球温暖化の影響を

受けやすいことから「鶴見川流域水協議会・気候変動に適応した治水対策検討専門部会」

により検討が進められ、平成 27 年 12 月、同専門部会による提言を受け「地球温暖化適

応策の推進（行動方針）」を取りまとめました。 

また、「鶴見川流域水マスタープラン」を改定し、温暖化の影響への対応として、地

球温暖化に伴う降雨量及び降雨強度の増大、海面上昇等の外力変化への適応をはかるこ

とを位置付け、平成 30 年１月には、「鶴見川流域水マスタープラン 地球温暖化適応

策の推進アクションプラン」が策定されました。 
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３ 対策・施策による削減見込量 

 前項で設定した対策の方向性の中で、対策・施策に関連する参考指標を設定し、想定事業量

と対策・施策による削減見込量を推計します。削減見込量については、各主体の省エネ行動等

の取組により削減が見込まれるものや、各種制度等の運用による削減、本市施策による削減等

を見込んでいます。なお、本市においては、吸収源対策による吸収量は軽微であるため、削減

見込量には含めていません。 
 

表 5-6 対策の方向性における温室効果ガス排出量の削減見込量 

基本方針 対策の方向性 参考指標 考え方又は想定事業量 削減見込量

１　市民力と企業協働
による取組促進

COOL CHOICE YOKOHAMA等
による普及啓発

家庭における省エネ行動の推進
エアコンの適正な温度設定、省
エネ家電の導入、既築住宅の省
エネ化等による削減

2020年度：35.0万t-CO2

2030年度：39.2万t-CO2

（家庭）住宅の省エネ化
新築住宅のうち、省エネに配慮した
住宅の割合

2020年度：50%
2030年度：100%

2020年度：2.9万t-CO2

2030年度：9.7万t-CO2

（家庭）省エネ家電・機器の導入 家庭用燃料電池設備の導入率
2020年度：2.5%
2030年度：3.0%

2020年度：5.5万t-CO2

2030年度：6.8万t-CO2

（事業者）省エネ設備・機器の導入

（事業者）計画書制度等の推進

低炭素型次世代交通の普及促進 クリーンエネルギー自動車の普及割合
2020年度：20%
2030年度：40%

2020年度：19.7万t-CO2

2030年度：52.9万t-CO2

交通まちづくり 公共交通機関の利用促進
公共交通機関への転換による削
減

2020年度：11.7万t-CO2

2030年度：32.4万t-CO2

ごみと資源の総量の削減 ごみの焼却量の減少による削減
2020年度：4.1万t-CO2

2030年度：13.4万t-CO2

下水汚泥の燃料化の事業化 下水汚泥の燃料化による削減
2020年度：0.9万t-CO2

2030年度：0.9万t-CO2

７　最大限の再エネ導
入と水素社会の実現

再生可能エネルギーの普及 太陽光発電設備導入量
2020年度：33万kW
2030年度：49万kW

2020年度：9.6万t-CO2

2030年度：16.2万t-CO2

－ － 電力の排出係数の改善
2020年度：0.375 kg-CO2/kWh

2030年度：0.370 kg-CO2/kWh

2020年度：274万t-CO2

2030年度：283万t-CO2

合計
2020年度：426万t-CO2

2030年度：600万t-CO2

事業者における省エネ行動の推進
計画書制度による削減及び中小
企業の省エネ行動による削減

2020年度：62.5万t-CO2

2030年度：145.9万t-CO2

循環型まちづくり

５　徹底した省エネ

６　持続可能なまちづく
り

 
 
 
○市民力と企業協働による取組促進 

対策の方向性 

COOL CHOICE YOKOHAMA 等による普及啓発 

参考指標 

家庭における省エネ行動の推進 

想定事業量 削減見込量 部門 

- 
2020 年度：35.0 万 t-CO2 

2030 年度：39.2 万 t-CO2 
家庭 

考え方 

家庭における省エネ行動（エアコンの適正な温度設定、省エネ家電の導入、既築住宅

の省エネ化等）による削減を見込み設定します。 
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○徹底した省エネ 

対策の方向性 

（家庭）住宅の省エネ化 

参考指標 

新築住宅のうち、省エネに配慮した住宅の割合 

想定事業量 削減見込量 部門 

2020 年度：50% 

2030 年度：100% 

2020 年度：2.9 万 t-CO2 

2030 年度：9.7 万 t-CO2 
家庭 

考え方 

新築住宅のうち、省エネに配慮した住宅の普及率について、現状の進捗状況と新規施

策の検討状況等を踏まえ設定します。 

 
 
対策の方向性 

（家庭）省エネ家電・機器の導入 

参考指標 

家庭用燃料電池設備の導入率 

想定事業量 削減見込量 部門 

2020 年度：2.5% 

2030 年度：3.0% 

2020 年度：5.5 万 t-CO2 

2030 年度：6.8 万 t-CO2 
家庭 

考え方 

家庭用燃料電池システム（エネファーム）について、国等の動向及び前計画の目標値、

現状の本市の導入状況等を踏まえ設定します。 

 
 
対策の方向性 

（事業者）省エネ設備・機器の導入 

（事業者）計画書制度等の推進 

参考指標 

事業者における省エネ行動の推進 

想定事業量 削減見込量 部門 

- 
2020 年度：62.5 万 t-CO2 

2030 年度：145.9 万 t-CO2 

業務 

産業 

エネルギー転換 

考え方 

横浜市地球温暖化対策計画書制度の対象事業者については、過去の削減状況等を踏ま

え削減見込量を設定します。 

中小企業については、事業所における省エネ行動（省エネ型機器の導入、適切な空調

設定の実施等）の促進等を踏まえ削減見込量を設定します。 
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対策の方向性 

低炭素型次世代交通の普及促進 

参考指標 

クリーンエネルギー自動車の普及割合 

想定事業量 削減見込量 部門 

2020 年度：20% 

2030 年度：40% 

2020 年度：19.7 万 t-CO2 

2030 年度：52.9 万 t-CO2 
運輸 

考え方 

クリーンエネルギー自動車（電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリ

ッド自動車、水素・燃料電池自動車、天然ガス自動車、ディーゼル代替 LP ガス車）につ

いて、現状の進捗状況や国の検討状況等を参考に設定します。 

 

 

○持続可能なまちづくり 

対策の方向性 

交通まちづくり 

参考指標 

公共交通機関の利用促進 

想定事業量 削減見込量 部門 

- 
2020 年度：11.7 万 t-CO2 

2030 年度：32.4 万 t-CO2 
運輸 

考え方 

現状の本市の機関分担率（自動車、バス、鉄道等）及び国の地球温暖化対策計画にお

ける考え方等を参考に設定します。 

 
 
対策の方向性 

循環型まちづくり 

参考指標 

ごみと資源の総量の削減 

想定事業量 削減見込量 部門 

- 
2020 年度： 4.1 万 t-CO2 

2030 年度：13.4 万 t-CO2 
廃棄物 

考え方 

「ヨコハマ ３Ｒ夢
ス リ ム

プラン（横浜市一般廃棄物処理基本計画）」等より設定します。 
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対策の方向性 

循環型まちづくり 

参考指標 

下水汚泥の燃料化の事業化 

想定事業量 削減見込量 部門 

- 
2020 年度：0.9 万 t-CO2 

2030 年度：0.9 万 t-CO2 
廃棄物 

考え方 

下水汚泥の固形燃料化による焼却量の削減量から設定します。 

 
 
○最大限の再エネ導入と水素社会の実現 

対策の方向性 

再生可能エネルギーの普及 

参考指標 

太陽光発電設備導入量 

想定事業量 削減見込量 部門 

2020 年度：33 万 kW 

2030 年度：49 万 kW 

2020 年度： 9.6 万 t-CO2 

2030 年度：16.2 万 t-CO2 

家庭 

業務 

産業 

考え方 

前計画の目標値や現状の進捗状況等を踏まえて設定します。 
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参考：本計画における電力の排出係数の改善による温室効果ガス排出削減量 

本計画で前提とする電力の排出係数は、第４章３で記載のとおり、2020 年度は東日本大震災

前の 2010(平成 22)年度の排出係数（0.375[kg-CO2/kWh]）とし、2030 年度は国の地球温暖化対

策計画等を踏まえた排出係数（0.370[kg-CO2/kWh]）とします。 

2020 年度、2030 年度における、電力の排出係数の改善による基準年（2013（平成 25）年度）

からの温室効果ガス排出削減量は次の通りです。 

 

 2020 年度 2030 年度 

電力の排出係数の改善による

温室効果ガス排出削減量 
274 万 t-CO2 283 万 t-CO2 
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４ 部門別の削減見込量と対策・施策 

（１）部門別の削減見込量 

対策の方向性に関連する削減見込量について、部門等別に現状趨勢ケース、対策ケース（対

策・施策及び排出係数の改善により削減されたケース）とそれぞれの排出量及び基準年からの

削減見込量を表 5-7 のとおり整理します。 
対策ケースにおける温室効果ガス排出量は、2020 年度では約 1,683 万 t-CO2（基準年比 22％

削減）、2030 年度では約 1,500 万 t-CO2（基準年比 30％削減）となります。 

 

 
表 5-7 部門別等の目標年における排出量等（目安） 

項目 
2013 
年度 

(基準年) 

2020 年度 2030 年度 2050 年度 

現状趨勢 

ケース 

対策 
ケース 

（対現状 
趨勢） 

基準年 
からの 

削減 
見込量 

現状趨勢 

ケース 

対策 
ケース 

（対現状 
趨勢） 

基準年 
からの 

削減 
見込量 

現状趨勢 

ケース 

対策 

ケース 

家庭部門 501 505 
355   

（▲150） 
▲146 496 

324   
（▲172） 

▲177 453 － 

業務部門 487 488 
352   

（▲136） 
▲135 489 

318   

（▲171） 
▲168 504 － 

産業部門 245 238 
178   

（▲61） 
▲67 238 

158   
（▲80） 

▲87 238 － 

エネルギー 

転換部門 
451 441 

411   

（▲30） 
▲40 441 

376   

（▲65） 
▲75 441 － 

運輸部門 390 343 
299   

（▲44） 
▲90 343 

245   
（▲99） 

▲145 343 － 

廃棄物部門 53 53 
48   

（▲5） 
▲5 52 

38   

（▲14） 
▲15 50 － 

その他６ガス 33 41 
41   

（0） 
8 41 

41   
（0） 

8 41 － 

合計 

 
2,159 

 
2,109 

 
1,683 

（▲426） 

 
 

▲476 

 
【基準年比 

▲22％】 

 
2,101 

 
1,500   

（▲600） 

 
 

▲658 

 
【基準年比 

▲30％】 

 
2,070 

 
432   

（▲1,638） 

 
【基準年比 

▲80％以上】 

※1：（ ）内は、現状趨勢ケースに対する、対策・施策及び電力の排出係数の改善による削減見込量の総量 
※2：計算上の四捨五入の関係で、表中の値による合計値等が異なる場合がある。 

 
 
 

単位:万 t-CO2 
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また、各部門における削減見込量について、参考指標と削減の考え方又は想定事業量を表 5-8

の通り整理します。 
 

表 5-8 各部門における削減見込量 

部門 参考指標 考え方又は想定事業量 削減見込量

①家庭における省エネ行動の推進
エアコンの適正な温度設定、省エネ
家電の導入、既築住宅の省エネ化
等による削減

2020年度：35.0万t-CO2

2030年度：39.2万t-CO2

②新築住宅のうち、省エネに配慮した住宅
の割合

2020年度：50％
2030年度：100％

2020年度：2.9万t-CO2

2030年度：9.7万t-CO2

③家庭用燃料電池設備の導入率
2020年度：2.5％
2030年度：3.0％

2020年度：5.5万t-CO2

2030年度：6.8万t-CO2

④太陽光発電設備導入量
2020年度：30万kW
2030年度：45万kW

2020年度：9.0万t-CO2

2030年度：15.2万t-CO2

⑤電力の排出係数の改善
2020年度：0.375 kg-CO2/kWh

2030年度：0.370 kg-CO2/kWh

2020年度：97.5万t-CO2

2030年度：100.7万t-CO2

①事業者における省エネ行動の推進
計画書制度による削減及び中小企
業の省エネ行動による削減

2020年度：22.9万t-CO2

2030年度：53.5万t-CO2

②太陽光発電設備導入量
2020年度：2万kW
2030年度：3万kW

2020年度：0.5万t-CO2

2030年度：0.9万t-CO2

③電力の排出係数の改善
2020年度：0.375 kg-CO2/kWh

2030年度：0.370 kg-CO2/kWh

2020年度：112.5万t-CO2

2030年度：116.1万t-CO2

①事業者における省エネ行動の推進
計画書制度による削減及び中小企
業の省エネ行動による削減

2020年度：13.5万t-CO2

2030年度：31.5万t-CO2

②太陽光発電設備導入量
2020年度：0.3万kW
2030年度：0.5万kW

2020年度：0.1万t-CO2

2030年度：0.2万t-CO2

③電力の排出係数の改善
2020年度：0.375 kg-CO2/kWh

2030年度：0.370 kg-CO2/kWh

2020年度：46.9万t-CO2

2030年度：48.4万t-CO2

①事業者における省エネ行動の推進 計画書制度による削減
2020年度：26.1万t-CO2

2030年度：60.9万t-CO2

②電力の排出係数の改善
2020年度：0.375 kg-CO2/kWh

2030年度：0.370 kg-CO2/kWh

2020年度：4.0万t-CO2

2030年度：4.2万t-CO2

①クリーンエネルギー自動車の普及割合
2020年度：20％
2030年度：40％

2020年度：19.7万t-CO2

2030年度：52.9万t-CO2

②公共交通機関の利用促進 公共交通機関への転換による削減
2020年度：11.7万t-CO2

2030年度：32.4万t-CO2

③電力の排出係数の改善
2020年度：0.375 kg-CO2/kWh

2030年度：0.370 kg-CO2/kWh

2020年度：13.0万t-CO2

2030年度：13.4万t-CO2

①ごみと資源の総量の削減 ごみの焼却量の減少による削減
2020年度：4.1万t-CO2

2030年度：13.4万t-CO2

②下水汚泥の燃料化の事業化 下水汚泥の燃料化による削減
2020年度：0.9万t-CO2

2030年度：0.9万t-CO2

合計
2020年度：426万t-CO2

2030年度：600万t-CO2

６　廃棄物部門

１　家庭部門

２　業務部門

３　産業部門

４　エネルギー
　　転換部門

５　運輸部門

 



第５章 対策・施策 

100 

（２）部門別の対策・施策 

対策・施策に関し、部門別の対策の方向性を表 5-9 の通り整理します。 
 

表 5-9 各部門における対策の方向性 
 

部門 対策の方向性 

家庭部門 

COOL CHOICE YOKOHAMA 等による普及啓発 

環境教育の推進 

エネルギーマネジメントの推進 

地産地消・広域連携によるエネルギーの活用の検討 

ライフスタイルや経済活動への環境配慮の組み込みの推進 

（家庭）住宅の省エネ化 

（家庭）省エネ家電・機器の導入 

エリアごとの低炭素まちづくり 

再生可能エネルギーの普及 

再生可能エネルギーの活用 

水素社会の実現 

業務部門 

COOL CHOICE YOKOHAMA 等による普及啓発 

環境教育の推進 

公民連携によるスマートシティの推進 

エネルギーマネジメントの推進 

地産地消・広域連携によるエネルギーの活用の検討 

ライフスタイルや経済活動への環境配慮の組み込みの推進 

環境技術・商品と環境金融・投資の推進 

（事業者）建築物の省エネ化 

（事業者）省エネ設備・機器の導入 

（事業者）計画書制度等の推進 

市役所の率先行動 

エリアごとの低炭素まちづくり 

再生可能エネルギーの普及 

再生可能エネルギーの活用 

水素社会の実現 

産業部門 

COOL CHOICE YOKOHAMA 等による普及啓発 

環境教育の推進 

公民連携によるスマートシティの推進 

エネルギーマネジメントの推進 

地産地消・広域連携によるエネルギーの活用の検討 

ライフスタイルや経済活動への環境配慮の組み込みの推進 

環境技術・商品と環境金融・投資の推進 
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部門 対策の方向性 

産業部門 

（事業者）建築物の省エネ化 

（事業者）省エネ設備・機器の導入 

（事業者）計画書制度等の推進 

エリアごとの低炭素まちづくり 

再生可能エネルギーの普及 

再生可能エネルギーの活用 

水素社会の実現 

エネルギー 

転換部門 

COOL CHOICE YOKOHAMA 等による普及啓発 

エネルギーマネジメントの推進 

地産地消・広域連携によるエネルギーの活用の検討 

ライフスタイルや経済活動への環境配慮の組み込みの推進 

環境技術・商品と環境金融・投資の推進 

（事業者）計画書制度等の推進 

再生可能エネルギーの活用 

運輸部門 

（事業者）計画書制度等の推進 

低炭素型次世代交通の普及促進 

市役所の率先行動 

交通まちづくり 

港湾まちづくり 

水素社会の実現 

廃棄物部門 

循環型まちづくり 

再生可能エネルギーの普及 

再生可能エネルギーの活用 

水素社会の実現 

吸収源対策 自然共生まちづくり 

適応策 

農業・自然環境分野の適応策の推進 

風水害・土砂災害等分野の適応策の推進 

熱中症・感染症等分野の適応策の推進 

産業・経済活動分野の適応策の推進 

国内外連携 

国内都市等との連携の推進 

海外都市等との連携の推進 

国内外への発信 
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５ 対策・施策のスケジュール 

対策・施策のスケジュールについて、基本方針の対策の方向性ごとに以下のとおり示します。 
 
 

基本方針 対策の方向性 【短中期：2030 年度まで】 【長期：2050 年度まで】 横浜の将来像 

市 民 力 と

企 業 協 働

に よ る 取

組促進 

COOL CHOICE 

YOKOHAMA等によ

る普及啓発 

  市民一人ひとりの

脱炭素化に向けた

ライフスタイルの

定着 

【Ｓ】 

持続可能な

大都市モデ

ルが実現し

ているまち 

 

環境教育の推進 

  
多様な主体と連携

し、幅広い年代への

環境教育の推進 

最 先 端 の

ス マ ー ト

シ テ ィ の

実現 

公民連携による

スマートシティ

の推進 

  
再エネを主力とし

たエネルギー供給

の実現 

エネルギーマネ

ジメントの推進 

  AI や IoT の活用に

よる市内の多様な

都市施設・電気自動

車等のネットワー

ク化 

地産地消・広域

連携によるエネ

ルギー活用の検

討 

  

地産地消の推進、広

域連携の展開によ

る再エネの活用 

環 境 と 経

済 の 好 循

環 

ライフスタイル

や経済活動への

環境配慮の組み

込みの推進 

  

市民・事業者の意識

や産業構造等への

環境配慮の浸透 

環境技術・商品

と環境金融・投

資の推進 

  

脱炭素経済への変

革・移行 

都 市 間 連

携 と 国 際

発信 

国内都市等との

連携の推進 

  
国内の都市ネット

ワークの連携強化 

海外都市等との

連携の推進 

  

国外の都市ネット

ワークの連携強化 

国内外への発信 

  地球温暖化対策に

関する経験・知識の

共有によるリーダ

ーシップの発揮 

 

 

 

 

 

 

 

新たな都市間連携の構築 

スマートシティ
プロジェクトの
実装の推進 

VPP や EV に関 
するプロジェクト 
の推進 

国内都市・関連団
体等との連携 

海外都市・国際 
的な都市ネットワ
ーク等との連携 

世界的にプレゼンスの高い国際
会議の誘致による海外発信 

本市施策の国内
外への発信 

新たな都市間連携の構築 

事業者・金融機関と連携した取組
（SBT、RE100）の促進、 
脱炭素経済への移行 

COOL CHOICE 
YOKOHAMA 等 
の推進、拡充検討 

ヨコハマ・エコ・スクール（YES）の推進、 
環境教育・ESD の推進促進 

COOL CHOICE YOKOHAMA 等の
拡充、低炭素電力の供給と選択の
推進 

実装の拡大検討 

カーボン・
オフセット
等の推進 

カーボン・オフセットプロジェクトの 
拡大検討、カーボンプライシングを 
見据えた検討 

脱炭素経済への 
移行方策等の検討 

電力の地産地消の
推進と広域連携に
よる導入等の検討 

地産地消の更なる推進と広
域連携による再エネの促進 

再エネ主体の次世代 
エネルギーシステムの構築 
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基本方針 対策の方向性 【短中期：2030 年度まで】 【長期：2050 年度まで】 横浜の将来像 

徹底した 

省エネ 

（家庭）住宅の

省エネ化 

  

低炭素型の住宅の

普及 

【Ａ】 

市民・事業

者に脱炭素

化に向けた

活動が浸透

しているま

ち 

（家庭）省エネ

家電・機器の導

入 

  
高効率住宅機器の

普及、エネルギー管

理システムの導入 

（事業者）建築

物の省エネ化 

  

低炭素型の建築物

の普及 

（事業者）省エ

ネ設備・機器の

導入 

  
高効率設備の普及、

エネルギー管理シ

ステムの導入 

（事業者）計画

書制度等の推進 

  
横浜市地球温暖化

対策計画書制度等

の充実 

低炭素型次世代

交通の普及促進 

  
クリーンエネルギ

ー・低燃費・低排出

ガス車の普及 

市役所の率先行

動 

  

省エネ設備機器改

修、LED 化の推進等 

持 続 可 能

な ま ち づ

くり 

エリアごとの低

炭素まちづくり 

  利便性の高い都市

機能と低炭素社会

が調和した環境モ

デルゾーンとして

の展開 

【Ｂ】 

脱炭素化に

向けたまち

づくりや循

環型社会が

実現してい

るまち 

交通まちづくり 

  公共交通を中心と

したまちづくりの

推進等による運輸

部門の低炭素化 

港湾まちづくり 

  港湾エリアの地球

温暖化対策の推進

と環境に配慮した

豊かな海づくりの

実現 

自然共生まちづ

くり 

  緑の総量の維持、質

の充実、緑とともに

ある豊かな暮らし

の実現 

循環型まちづく

り 

  ごみの収集、運搬、

処理・処分のすべて

の段階における低

炭素化 

省エネ住宅等の普及促進 

CASBEE 横浜等の推進 

省エネ設備・機器導入支援等の実施 

計画書制
度等の実
施 

低炭素型次世代交通の普及促進、 
走行インフラ整備の推進 

みなとみらい 2050 プロ
ジェクト等の推進及び
新規プロジェクト検討 

高効率機器、省エネ家電の普及促進 

新規プロジェクトを
含む取組拡充 

新たな制度の導入を含む計画書制度等
の検討、実施 

各種ネットワーク等の整備 
公共交通の利用拡大の促進 

横浜港における LNG バンカリング等
の取組の具体化、推進 

横浜港の港湾
活動の低炭素
化等の推進 

樹林地や農地の保全・活用、緑の創出・育成、 
グリーンインフラを活用した取組の拡充・推進 

ヨコハマ３
Ｒ夢プラン
等の推進 

見直し・拡充 

照明設備の LED 化の加速、ESCO 事業等による高効率機器
の導入、次世代自動車の導入強化等 
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基本方針 対策の方向性 【短中期：2030 年度まで】 【長期：2050 年度まで】 横浜の将来像 

最 大 限 の

再 エ ネ 導

入 と 水 素

社 会 の 実

現 

再生可能エネル

ギーの普及 

  

市内全体での再生

可能エネルギーの

導入 

【Ｃ】 

再生可能エ

ネルギーを

主体として

巧みに利用

しているま

ち 

再生可能エネル

ギーの活用 

  
市内企業等におけ

る再生可能エネル

ギーの活用と広域

連携 

水素社会の実現 

  

水素の利活用の拡

大 

適応策の 

強化 

農業・自然環境

分野の適応策の

推進 

  

気候変動の影響に

適応できる水循環

の保全 

【Ｄ】 

気候変動の

影響に適応

しているま

ち 

風水害・土砂災

害等分野の適応

策の推進 

  「自助」「共助」「公

助」の取組等による

災害に対するレジ

リエンス（強靭性）

の向上 

熱中症・感染症

等分野の適応策

の推進 

  
熱中症や感染症に

関する普及啓発・注

意喚起、環境変化の

モニタリング 

産業・経済活動

分野の適応策の

推進 

  
適応に関連する市

内産業の振興によ

る環境と経済の好

循環 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

水素の面的利用等
の検討 

水素の面的利用等の推進 

公共施設等におけ
る率先導入と市内
への拡大策の検討 

再生可能エネルギー等の導入拡大 

熱中症・感染症対策の普及啓発・注意喚起、気象・大気
汚染のモニタリング、都市の暑さ対策調査・研究の推進 

気候変動に関する市内産業振興の推進、 
エネルギー需給対策の促進 

情報共有、各種モニタリング、農家等への支援、
水源施設等の整備の推進 

情報提供・普及啓発、各種モニタリング、河川・
下水道の施設整備、グリーンインフラの活用を
含む浸水対策等の推進 

  電力の地産地消の
推進と広域連携に
よる導入等の検討 

地産地消の更なる推進と広
域連携による再エネの促進 
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第６章 計画の推進体制・進捗管理 

１ 計画の推進体制 

温室効果ガス排出量削減目標等を達成し、横浜の将来像を実現するため、本市が全庁一体と

なり取組を推進するとともに、市民・事業者・行政の各主体が相互に協働・連携し、地域で様々

な環境活動に取り組んでいる市民団体や NPO 等の市民力、大学や地元企業等の技術力等の知的

資源等を最大限に活用し、総合的に対策・施策を推進します。 

その際、市民一人ひとりを含め各主体の具体的な行動につながるよう、より分かりやすい形

で本計画の内容を広報・情報提供していくことが重要です。市民目線で考えながら、「もっと

知り、もっとやってみる」「もっと仲間を増やし、つながる」ことの後押しに力を入れ、家庭、

地域、学校、職場といった現場に応じた形で広報・情報提供に努めます。 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）市役所の推進体制 

市役所の推進体制として、温暖化対策統括本部が総合調整を行い、全庁的な地球温暖化対策を

実施します。また、温暖化対策区局長等連絡会議等において、区・局・統括本部全体で情報を共

有し、国や県、関係自治体等と連携しながら、取組の一層の推進を目指します。 

 
ア 温暖化対策統括本部 

本市の全庁的な地球温暖化対策の取組を強力に推進するため、庁内におけるリーダーシッ

プを発揮し総合調整を行うとともに、必要な事業を実施する「温暖化対策統括本部」を、市

長の直近下位の局相当組織として、全国の地方公共団体で唯一、2011（平成 23）年度から設

置しています。なお、2008（平成 20）～2010（平成 22）年度は時限組織である「地球温暖化

対策事業本部」を設置していました。 

図 6-1 本計画の推進体制 
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地域における連携体制 
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市民団体 
（自治会町内会等） 
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イ 温暖化対策区局長等連絡会議 

本計画推進のために、各区局統括本部が取り組むべき方針や施策、事業等について検討・

調整を行います。全副市長及び全区局統括本部長で構成されており、この会議のもとに、

温暖化対策区局等課長連絡会議等を設置し、区局統括本部間での情報共有や取組の推進等

を行います。 

 

（２）地域における連携体制 

 市民・事業者との連携体制として、地球温暖化対策推進協議会が各区の区地球温暖化対策推進

組織と連携しながら、市民・事業者・行政の協働によって、地球温暖化対策の実践行動促進に向

けた活動を展開しています。また、事業者の取組を推進するため、地球温暖化対策事業者協議会

では、事業者間での情報交換や事業者における省エネルギーの推進に関する講習会等を開催しま

す。 
 

ア 横浜市地球温暖化対策推進協議会 

地球温暖化対策推進法第 40 条第１項に基づく地域協議会であり、市民・事業者・行政の

パートナーシップによって広範な普及啓発活動を行っています。区民まつりイベントでの

節電・省エネ普及啓発、太陽光等の再生可能エネルギーの普及啓発、大学・企業の課題解

決マッチング会、横浜市風力発電所「ハマウィング」見学会、NPO や町内会との連携による

次世代育成のための学習会の開催、本市の水源地である山梨県道志村での間伐体験等を実

施します。 

 

イ 区地球温暖化対策推進組織 

市民・事業者・行政の協働によって普及啓発活動や環境活動を実施するために、各区に

おいて地球温暖化対策や環境活動を進めるための組織が設けられています。各区において、

地球温暖化対策推進協議会等と連携しながら、活動を展開します。 

 

ウ 横浜市地球温暖化対策事業者協議会 

事業者の地球温暖化対策の効果的な推進を図るために、横浜市地球温暖化対策計画書制

度の対象事業者等及び本市によって横浜市地球温暖化対策事業者協議会が設けられていま

す。事業所における取組について講習会や意見交換会等を開催することにより、事業者に

よる地球温暖化対策を促進します。 

 

（３）大学、地元企業等の知的資源の活用 

先進的な脱炭素化に向けた技術や知見、取組の共有などを目的に、既存のネットワークを活

用しつつ、新たなネットワークを構築し、地球温暖化対策に取り組みます。例えばヨコハマ・

エコ・スクール（YES）では、環境・地球温暖化問題に関連する講座やイベント等にご協力いた

だく市民活動団体、事業者、大学（学校）等を「YES 協働パートナー」として募集し、相互に

連携しながら活動を行っています。 

また、横浜スマートシティプロジェクト（YSCP）実証実験で得られた成果を生かし、2015（平

成 27）年に公民連携組織である「横浜スマートビジネス協議会（YSBA）」を設立し、実証から

実装へ向けた取組を推進します。 
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２ 計画の進捗管理 

計画の実効性を担保し、着実な推進を図るため、取組の状況等を定期的に点検・把握し、評

価を行い、計画及び取組の適切な見直しを継続的に行います。このため、本計画の進捗管理は、

PDCA サイクルの一連の手続きに沿って実施します。 

なお、環境管理計画などの関連計画と相互に連動し、進捗管理結果を共有するなど、足並み

を揃えながら取組を進めます。 

 

ア Plan（計画） 

 取組状況の進捗管理結果をもとに、今後の取組や予算措置を検討します。予算については

国の補助事業の活用や、各区局で確保する予算に加え、区局の地球温暖化対策に大きく寄与

する事業に一定の財源を配分するなど、戦略的・総合的な予算編成を行い、対策を推進しま

す。 

また、パリ協定では、各国の進捗状況の検討を行う「タラノア対話」や目標の引き上げ等

に関する制度が組み込まれていること等を踏まえ、本市においても 2050 年度に 80％以上の

削減、さらに今世紀末の脱炭素化という長期的に目指す姿に向けて、計画内容を随時見直す

ことが必要です。計画の進捗状況や地球温暖化対策を取り巻く国内外の状況等を踏まえ、概

ね４～５年ごとに計画を改定するとともに、関連施策の検討・見直し等を行います。 

 

イ Do（実施） 

 実行計画に掲げた施策の着実な推進と、様々な主体と連携した取組の推進により、計画目

標の達成を目指します。なお、施策の実施にあたっては、市民・事業者との連携など、多様

な主体と連携した効果的な取組を行います。 

 

ウ Check（点検・評価） 

 温室効果ガス排出量の削減目標等の達成状況を把握するため、市内の温室効果ガス排出量

等を毎年度、定量的に把握し公表します。また、本計画の基本方針ごとの管理指標を把握す

るとともに、各対策・施策の進捗状況を確認し、毎年度、報告書を取りまとめて市民・事業

者に公表するとともに、環境創造審議会へ報告します。 

また「横浜市地球温暖化対策計画書制度」を積極的に活用し、個別事業者の排出量や対策

の取組状況等を把握します。 

 

エ Action（見直し） 

 温室効果ガスの排出状況や計画の進捗状況等より、今後さらに推進するべき対策・施策や

改善するべき点等を整理し、次年度以降の取組や計画等に反映します。 
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図 6-2 計画の進捗管理 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



参考資料 

109 

参考資料 

１ 地球温暖化対策等に関する主な国内外の動向 

（１）地球温暖化対策等に関する主な国際動向 

○ 1992（平成４）年に、温室効果ガス濃度の安定化を目的とし、「気候変動に関する国

際連合枠組条約」が採択され、1994（平成６）年に条約が発効されました。 

○ 1997（平成９）年に京都市で開催された COP3 にて、各国ごとに温室効果ガス排出量に

係る数値目標を定めた「京都議定書」が採択され、2005（平成 17）年に発効されまし

た。この中で日本は、温室効果ガスの人為的な排出量を第一約束期間（2008（平成 20）

年～2012（平成 24）年）の平均値で基準年 73比６％削減すること等が義務付けられま

した。 

○ 2009（平成 21）年にデンマーク・コペンハーゲンで開催された COP15 では、先進国と

主要な途上国の削減目標・削減行動と、資金援助額などを記載した「コペンハーゲン

合意」への留意が決定しました。 

○ 2010（平成 22）年にメキシコ・カンクンで開催された COP16 では、COP15 において留

意に留まった「コペンハーゲン合意」の COP 決定が採択され、先進国と途上国の双方

が削減の目標や行動を掲げて取り組むことや、削減効果の国際的検証の仕組みの導入、

資金・技術・適応・森林保全等の途上国支援の強化を盛り込んだ「カンクン合意」が

採択されました。 
○ 2011（平成 23）年に南アフリカ・ダーバンで開催された COP17 では、我が国の目指す

「全ての国に適用される将来の法的枠組み」構築に向けた道筋（2015（平成 27）年ま

でのできるだけ早期に採択し、2020 年から発効・実施）、その構築までの間の取組の

基礎となる「カンクン合意」の実施のための仕組みの整備、そして京都議定書第二約

束期間の設定に向けた合意がなされました。 

○ 2012（平成 24）年にカタール・ドーハで開催された COP18 では、①新たな国際枠組み

の構築等に向けたダーバンプラットフォームの作業計画、②従来の作業部会の終了、

③資金に関する決定及び、④気候変動による損失と被害（ロス＆ダメージ）に関する

COP 決定がなされました。 

○ 2013（平成 25）年にポーランド・ワルシャワで開催の COP19 では、2020 年以降の枠組

みについて全ての国が、自主的に決定する約束のための国内準備を開始し COP21 に十

分先立ち約束草案を示すことなどが決定されました。 

○ 2015（平成 27）年に開催された「国連持続可能な開発サミット」において、2016 年か

ら 2030 年までの国際目標として「持続可能な開発目標（SDGs）」を含む「持続可能な

開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。 
○ 2015（平成 27）年にフランス・パリで開催された COP21 において、歴史上はじめてす

べての国が参加する、2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組

みである「パリ協定（Paris Agreement）」が採択され、世界の気候変動対策は転換点

を迎えました。 

                                                   
73 京都議定書における基準年は、次のとおり。 
二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）：1990 年度 
ハイドロフルオロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六フッ化硫黄（SF6）：1995 年 
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○ 2016（平成 28）年にモロッコ・マラケシュで開催された COP22 では、同年 11 月４日に

「パリ協定」が発効されたことを受け、今後も全ての国が参加するパリ協定特別作業

部会において交渉を継続し、2018（平成 30）年の COP24 でパリ協定の実施指針（ルー

ルブック）を採択することを決定しました。 

○ 2017（平成 29）年にドイツ・ボンで開催された COP23 では、パリ協定の実施に向け、

各国に温室効果ガス排出量削減目標の上積みを促す対話プロセス「タラノア対話」を

2018（平成 30）年 1 月から開始し、同年の COP24 で取りまとめることを決定しました。  
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（２）地球温暖化対策等に関する主な国内動向 

○ 1998（平成 10）年 10 月に、日本は、京都議定書で課せられた「1990 年比６％削減」

という目標の確実な達成に向け、地球温暖化対策推進法を制定し、我が国の地球温暖

化対策の第一歩として、国、地方公共団体、事業者、国民の責務を明らかにし、各主

体が地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めました。 

○ 2005（平成 17）年４月には、京都議定書の目標達成に向けた我が国の地球温暖化対策

の目指す方向や基本的考え方を示す「京都議定書目標達成計画」を閣議決定し、部門

ごとに削減目標（目安）を示すとともに具体的な削減対策を示し、国内対策を展開し

ました。 

○ 2008（平成 20）年３月に、京都議定書の第一約束期間（2008（平成 20）年～2012（平

成 24）年）を迎えるにあたって、京都議定書目標達成計画の全面改定を実施し、また

2008（平成 20）年６月には地球温暖化対策推進法の改正（特例市以上の地球温暖化対

策地方公共団体実行計画の策定の義務付けなど）を行い、基準年から増加傾向が著し

い家庭部門（民生）・業務部門（民生）に対する対策強化を図りました。 

○ 2009（平成 21）年６月には、麻生総理（当時）が「2020 年までに 2005 年比で 15％削

減」という我が国の温室効果ガス削減目標を公表しました。 

○ 2009（平成 21）年９月には、鳩山総理（当時）が「2020 年までに 1990 年比で 25％削

減」という我が国の温室効果ガス削減目標を公表しました。 

○ 2010（平成 22）年３月には、「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ（環境大臣

試案）」が公表され、「2020 年に 1990 年比 25％削減、2050 年に 80％削減」という中

長期目標の実現に向けた対策・施策と行程を提示しました。（2010（平成 22）年 12 月

に「中長期の温室効果ガス削減目標を実現するための対策・施策の具体的な姿（中長

期ロードマップ）（中間整理）」を公表。）  

○ 2012（平成 24）年４月に閣議決定された「第四次環境基本計画」において、長期的な

目標として 2050 年までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指すことが示されまし

た。 
○ 2012（平成 24）年７月に、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する

特別措置法に基づき、再生可能エネルギー源（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマ

ス）を用いて発電された電気を、国が定める固定価格で一定の期間、電気事業者に調

達を義務づける再生可能エネルギー固定価格買取制度が開始されました。 

○ 2012（平成 24）年 12 月、都市の低炭素化の促進に関する法律が施行されました。本法

に基づき、市町村が定める低炭素まちづくり計画は地球温暖化対策実行計画に適合し

たものでなければならないと規定されました。 

○ 2013（平成 25）年３月 15 日に開催された地球温暖化対策推進本部において、「当面の

地球温暖化対策に関する方針」が決定されました。本方針において、2020 年までの削

減目標について COP19 までにゼロベースで見直すことが明記されました。また、地球

温暖化対策計画の策定に向けて、中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合を中心

に、関係審議会において地球温暖化対策計画に位置付ける対策・施策の検討を行うこ

ととなりました。 

○ 2013（平成 25）年 11 月 15 日開催の地球温暖化対策推進本部において、原子力発電に

よる温室効果ガスの削減効果を含めずに設定した現時点の目標として、「2020 年度の
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温室効果ガス削減目標は、2005 年度比で 3.8％減とする」ことが決定されました。 

○ 2015（平成 27）年７月には、経済産業省が「長期エネルギー需給見通し」を発表しま

した。徹底した省エネにより 2030 年の電力需要を 2013 年度実績から 17％削減すると

し、電源構成の内、再生可能エネルギーは 22～24％に設定されました。 

○ 2015（平成 27）年７月に地球温暖化対策推進本部において、2030 年度の温室効果ガス

削減目標を 2013 年度比で 26.0％減（2005 年度比で 25.4％減）とする「日本の約束草

案」 74を決定し、気候変動枠組条約事務局に提出しました。 

○ 2015（平成 27）年 11 月に、気候変動による様々な影響に対し、政府全体として、整合

のとれた取組を計画的かつ総合的に推進するため、「気候変動の影響への適応計画」

が策定されました。 
○ 2016（平成 28）年４月から、電力の小売が全面的に自由化され、家庭を含むすべての

消費者が電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになり、ライフスタイルや

価値観に合わせ、電気の売り手やサービスを自由に選べるようになりました。 

○ 2016（平成 28）年５月に、我が国の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するた

めの計画である「地球温暖化対策計画」が閣議決定され、2020 年度、2030 年度の削減

目標のほか、2050 年度までに 80％削減するという長期目標や、目標達成のための国や

地方公共団体が講ずべき施策等が示されました。 

○ 2017（平成 29）年４月に、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担抑制の両立、

及び長期エネルギー需給見通しのエネルギーミックスの達成のために、再生可能エネ

ルギー固定価格買取制度（FIT）改正法が施行されました。 

○ 2017（平成 29）年４月から、都市ガスの小売全面的に自由化され、敷設されているガ

ス管を利用して、これまでの都市ガス会社だけでなく、新しく参入する会社もガスを

供給・販売することができ、消費者は会社を選ぶことができるようになりました。 

○ 2018（平成 30）年７月には、第５次エネルギー基本計画が閣議決定され、2050 年に向

けては、パリ協定発効に見られる脱炭素化への世界的なモメンタムを踏まえ、エネル

ギー転換・脱炭素化に向けた挑戦を掲げ、あらゆる選択肢の可能性を追求していくこ

ととしています。 

○ 2018（平成 30）年６月 13 日に、気候変動への適応を推進するため、気候変動適応法が

公布されました。 

 

                                                   
74 COP19 での決定により、2020 年以降の温室効果ガス削減目標を含む「約束草案」について、COP21 に十分に
先立って提出することが各国に求められていた。 
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（３）本市の地球温暖化対策・エネルギー施策に関する主な取組経過 

○ 2006（平成 18）年６月、本市の総合計画である「横浜市基本構想（長期ビジョン）」

を策定し、都市像を支える５つの柱の１つとして環境行動都市を掲げました。本基本

構想における「実現の方向性と取組」の中で、地球温暖化に対して、省エネ行動等を

推奨しています。 

○ 2006（平成 18）年 11 月、「横浜市地球温暖化対策地域推進計画」を改定し、2010（平

成 22）年度における市民一人あたりの温室効果ガス排出量を、基準年比で６％以上削

減することを目標とし、市民・事業者・本市による「横浜市地球温暖化対策推進協議

会」の発足、「横浜市地球温暖化対策計画書制度」の運用等、着実に対策を推進して

きました。 

○ 2008（平成 20）年１月、「横浜市脱温暖化行動方針（CO-DO30）」を策定し、2050 年

度までに一人あたりの温室効果ガス排出量を 2004（平成 16）年度比で 60％以上削減す

ること、2025 年度までに同 30％以上削減すること、再生可能エネルギーの利用を 2004

（平成 16）年度の 10 倍にすることを目指すこととしました。 

○ 2008（平成 20）年３月、「よこはま地域エネルギービジョン」を策定し、2025 年度を

目標とした「エネルギー利用に関する長期計画」として、望ましいエネルギー消費量

として市民一人あたりが化石燃料から得られるエネルギーを 30％削減するとしました。 

○ 2008（平成 20）年７月、政府から、温室効果ガス排出量の大幅削減等により「低炭素

社会」への転換を進め、国際社会を先導していく「環境モデル都市」として選定され

ました。 

○ 2009（平成 21）年３月、「横浜市生活環境の保全等に関する条例」の一部改正により、

「横浜市地球温暖化対策計画書制度」及び「横浜市建築物環境配慮制度」を拡充する

とともに、一定規模以上の建築物の計画（新築・増築・改築）について、再生可能エ

ネルギーの導入を検討し、市に報告することを建築主に義務付ける等、再生可能エネ

ルギーを普及促進するための制度等を設けました。 

○ 2009（平成 21）年３月、「横浜市 CO-DO30 ロードマップ」（環境モデル都市アクショ

ンプラン）を策定し、2025 年度の中期目標及び 2050 年度の長期目標の達成を見据え、

2009（平成 21）年度から 2013（平成 25）年度までの５年間に具体化・検討する予定の

取組を総合的に取りまとめました。 

○ 2008（平成 20）年３月、C40（世界大都市気候先導グループ）に参加しました。 
○ 2009（平成 21）年６月、横浜市 CO-DO30 ロードマップ（環境モデル都市アクションプ

ラン）に掲げた「ヨコハマ・エコ・スクール（YES）」を開始しました。 

○ 2010（平成 22）年１月、横浜市 CO-DO30 ロードマップ（環境モデル都市アクションプ

ラン）の基幹プロジェクトの一つである「横浜グリーンバレー構想」の実現に向け、

「横浜グリーンバレー実行計画」をとりまとめ、横浜グリーンバレー構想の実現に向

け、取組を開始しました。 

○ 2010（平成 22）年４月、経済産業省の「次世代エネルギー・社会システム実証地域」

に、本市及び民間企業５社の提案による「横浜スマートシティプロジェクト」が選定

されました。（第６章参照） 

○ 2010（平成 22）年８月、「横浜スマートシティプロジェクト マスタープラン」を公表

し、みなとみらい 21 エリア、港北ニュータウンエリア、横浜グリーンバレーエリア（金
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沢区）の３つのエリアを中心に、日本版スマートグリッドの構築を進めるため、地域

エネルギーマネジメントシステム（CEMS）の導入や電気自動車（EV）の大量に導入な

どの実証事業の展開を発表しました。 

○ 2010（平成 22）年 12 月、「横浜市中期４か年計画」において、「横浜版成長戦略」の

第１番目として、低炭素社会に向けた需要創出による市内経済活性化を目指した「環

境最先端都市戦略」を位置付けるとともに、４つの基本政策の一つである「環境行動

の推進」に「地球温暖化対策の推進」を位置付けました。 

○ 2011（平成 23）年３月、地球温暖化対策推進法に基づき「横浜市地球温暖化対策実行

計画（区域施策編、事務事業編）」を策定し、2020 年度における温室効果ガス排出量

を、基準年比で 25％削減することを目標としました。併せて、「環境モデル都市アク

ションプラン」を同計画の短期対策・施策集として位置付けました。 

○ 2011（平成 23）年 12 月、スペイン・バルセロナ市で開催された「スマートシティエキ

スポ国際会議 2011」において、「ワールドスマートシティ・アワード」を都市部門で

受賞しました。以降、毎年出席しています。 

○ 2011（平成 23）年 12 月、政府から、環境問題や超高齢化への対応など、様々な社会的

課題を解決する成功事例の創出・普及展開を目指す「環境未来都市」に選定されまし

た。 

○ 2012（平成 24）年５月、環境未来都市の実現に向けた目標・取組等をまとめた「環境

未来都市計画」を策定しました。 

○ 2012（平成 24）年 10 月、アジア新興国の市長や国際機関とともにアジアの持続可能な

都市づくりを世界に発信する「アジア・スマートシティ会議」を主催、議論の内容は

「アジア・スマートシティ会議宣言」として国内外に広く発信しました。以降、毎年

開催しています。 

○ 2013（平成 25）年６月、ドイツ・ベルリンで開催された「ベルリンハイレベル対話」

において、「グローバルグリーンシティ・アワード」を受賞しました。 

○ 2014（平成 26）年３月、「横浜市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」及び「横

浜市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」を改定し、それぞれ「横浜市地球温暖

化対策実行計画」及び「横浜市地球温暖化対策実行計画（市役所編）」として策定し

ました。 

○ 2015（平成 27）年３月、「Carbon Neutral Cities Alliance（CNCA）」にアジアの都

市で唯一参加しました。 

○ 横浜スマートシティプロジェクトにおいて、４か年で HEMS を 4,200 世帯に導入し、

2013（平成 25）～2014（平成 26）年度にかけて、CEMS と連携した約 3,500 世帯を対象

にデマンドレスポンスを柱とした省エネ行動実験を実施しました。また、公民 29 拠点

において、統合 BEMS によるデマンドレスポンス 75を 2013（平成 25）～2014（平成 26）

年度にかけて実証しました。 

○ 2015（平成 27）年３月、「横浜市地球温暖化対策実行計画」（前計画）のエネルギー

施策を着実に推進するため「横浜市エネルギーアクションプラン」を策定しました。 

○ 2015（平成 27）年４月、横浜スマートシティプロジェクトの実証成果を生かし、エネ

                                                   
75 電力需給の逼迫が予想される場合に電力使用料抑制の協力依頼を受けて需要家側で電力の需要を調整する

仕組み。 
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ルギー循環都市を実現させるため、新たな公民連携組織である横浜スマートビジネス

協議会を発足しました。 

○ 2015（平成 27）年 12 月、APEC「ESCI ベスト・プラクティス・アワード ローカーボ

ンモデルタウン部門」金賞を受賞しました。  

○ 2016（平成 28）年 12 月、民間企業と連携し取り組んだ横浜スマートシティプロジェク

トが、C40 シティーズアワード 2016「クリーンエネルギー部門」を日本の都市で初め

て受賞し、メキシコ・メキシコ市で開催された C40 メイヤーズサミットでの表彰式に

出席しました。 

○ 2016（平成 28）年 12 月、地域に複数の蓄電池を設置し一つの発電所のように使う仕組

み（バーチャルパワープラント）の構築へ向け、公民連携で実証事業を開始しました。 

○ 2016（平成 28）年、林市長がイクレイ日本理事に就任しました。 

○ 2017（平成 29）年６月、パリ協定の発効や国の適応計画の策定等を受け、実行計画に

掲げる「適応策」の更なる強化を図る「横浜市気候変動適応方針」を策定しました。 

○ 2017（平成 29）年９月、横浜ブルーカーボンが、CNCA イノベーションファンドに採択

されました。 

○ 2017（平成 29）年 11 月、EU・日本都市間協力プロジェクト（IUC-Japan）に本市とフ

ランクフルト市のペアが採択されました。 

○ 2018 （平成 30）年１月、タイ王国バンコク都の気候変動対策への協力「バンコク都気

候変動マスタープラン 2013-2023 実施能力強化プロジェクト」をスタートしました。 

○ 2018（平成 30）年６月、「SDGｓ未来都市」及び「自治体 SDGｓモデル事業」に国から

選定されました。 

○ 2018（平成 30）年７月、日本気候リーダーズ・パートナーシップ（Japan-CLP）と、脱

炭素化の実現を目指して地方自治体として初めてとなる連携協定を締結しました。 

○ 2018（平成 30）年７月、気候変動対策に取り組む自治体・企業のネットワーク「気候

変動イニシアティブ」に加盟しました。 
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表 7-1 地球温暖化対策等に関する国内外と本市の主な動向 

暦年 国際的な動向 国内・政府の動向 本市の動向

1988
（昭和63）年

11月　IPCCの設立

1989
（平成１）年

1990
（平成２）年

IPCCによる第1次評価報告書（FAR）の公表 10月　地球温暖化防止行動計画の策定（地球環境保全に関する関係閣僚会議決定）

1991
（平成３）年

1992
（平成４）年

５月　気候変動枠組条約の採択

1993
（平成５）年

８月　地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドラインの公表 12月　横浜市エネルギービジョンの策定

1994
（平成６）年

３月　気候変動枠組条約の効力発生

1995
（平成７）年

IPCCによる第２次評価報告書（SAR）の公表

1996
（平成８）年

1997
（平成９）年

12月　京都議定書の採択 12月　地球温暖化対策推進本部の設置

1998
（平成10）年

６月　地球温暖化対策推進大綱の策定
10月　地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）の制定

　　　　　・実行計画注1の策定義務

1999
（平成11）年

2000
（平成12）年

2001
（平成13）年

IPCCによる第３次評価報告書（TAR）の公表 12月　横浜市地球温暖化対策地域推進計画の策定

2002
（平成14）年

３月　地球温暖化対策推進大綱の改定
６月　温対法の改正
　　　　・京都議定書の実施のための改正（施行は京都議定書の効力発生から）

2003
（平成15）年

６月　地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドライン（第２版）の公表 ３月　横浜市役所地球温暖化防止実行計画注1の策定

2004
（平成16）年

2005
（平成17）年

２月　京都議定書の効力発生 ４月　京都議定書目標達成計画の策定
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暦年 国際的な動向 国内・政府の動向 本市の動向

2006
（平成18）年

７月　京都議定書目標達成計画の一部改定 11月　横浜市地球温暖化対策地域推進計画の改定

2007
（平成19）年

IPCCによる第４次評価報告書（AR4）の公表 ３月　地球温暖化対策地域推進計画策定ガイドライン（第３版）の公表 ３月　横浜市役所地球温暖化防止実行計画注1の改定

2008
（平成20）年

京都議定書第１約束期間の開始
３月　京都議定書目標達成計画の全部改定
６月　温対法の改正
　　　　・地方公共団体実行計画（区域施策編）の策定義務

３月　よこはま地域エネルギービジョンの策定
７月　環境モデル都市に選定

2009
（平成21）年

６月　温室効果ガス削減目標を公表（2020年までに2005年比15%減）
６月　地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアルの公表
９月　温室効果ガス削減目標を公表（2020年までに1990年比25%減）

３月　横浜市脱温暖化行動方針(CO-DO30)の策定

2010
（平成22）年

2011
（平成23）年

３月　東日本大震災の発生
３月　横浜市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定
３月　横浜市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の策定
12月　環境未来都市に選定

2012
（平成24）年

京都議定書第１約束期間の終了

2013
（平成25）年

京都議定書第２約束期間の開始（～2020まで、日本は不参
加）
IPCCによる第５次評価報告書（AR5）の公表（～2014）

３月　当面の地球温暖化対策の方針の地球温暖化対策推進本部決定
　　　　・COP19までに25%削減目標をゼロベースで見直す
５月　温対法の改正
　　　　・温室効果ガスに三フッ化窒素を追加（施行は平成27年４月から）
　　　　・政府における地球温暖化対策計画の策定
11月　新たな温室効果ガス削減目標を設定
　　　　・現時点での目標として2020年度に2005年度比で3.8%減

2014
（平成26）年

３月　IPCC第38回総会の横浜での日本初開催
３月　横浜市地球温暖化対策実行計画の改定
３月　横浜市地球温暖化対策実行計画（市役所編）の策定

2015
（平成27）年

９月　国連サミットで「持続可能な開発目標（SDGｓ）」が採択
12月　気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）で
        新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択

7月　「長期エネルギー需給見通し」の決定
7月　「日本の約束草案」の決定
11月　「気候変動の影響への適応計画」の閣議決定

３月　「横浜市エネルギーアクションプラン」策定

2016
（平成28）年

11月　「パリ協定」が発効

４月　電力の小売全面自由化
５月　「地球温暖化対策計画」の閣議決定
５月　地球温暖化対策推進法の改正
11月　「パリ協定」の締結の決定
12月　「持続可能な開発目標（SDGｓ）実施指針」の決定

2017
（平成29）年

6月　米国のトランプ大統領が
　　 「パリ協定」からの離脱を宣言

３月　「長期低炭素ビジョン」の公表
４月　「長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書」の公表
４月　再生可能エネルギー固定価格買取制度（FIT）法の改正
４月　都市ガスの小売全面自由化
６月　平成29年度版環境白書閣議決定

６月　「横浜市気候変動適応方針」策定

注1：平成20年６月の温対法の改正により、現在の地方公共団体実行計画（事務事業編）として位置づけられたものに相当する計画  
 



参考資料 

118 

２ 地球温暖化に関する市民・事業者の意識 

（１）実行計画に関するご意見 

 本市が 2017（平成 29）年度に実施した「地球温暖化対策に関するアンケート調査」における、

実行計画に関する市民・事業者のご意見は以下のとおりです。 

 

 ア  市民からの御意見 

（ア）地球温暖化対策に関する目標・方針等について 
 

地球温暖化対策に取り組む際に、どのような目標・方針等があるとわかりやすい、 

取り組みやすいと思いますか。 ※複数回答可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策についてわかりやすく、取り組みやすくする目標や方針として、「具体的

な地球温暖化対策の取組に関する目標・効果」を約 45％の方が選択し、最も多くなっていま

すが、「横浜市が目指すべき将来像」、「エネルギー消費量の目標」、「取り組む分野・カ

テゴリの方針の明確化」、「温室効果ガスの排出量の目標」についても３割以上の方が選択

しています。 
なお、「その他」に寄せられた御意見としては、「数値だけでなく、身近で理解できる目

標」、「全体のはっきりした数値目標と、それを人口で割った、一人ずつの具体的数値目標

の両方あると分かりやすい」、「取り組まないことによるリスクをわかりやすく示す」とい

ったものがありました。 
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（イ）横浜市が優先的に取り組むべき地球温暖化対策について 
 

地球温暖化対策として、横浜市はどのようなことに優先的に取り組むべきだと思いますか。 

※複数回答可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本市が優先的に取り組むべき地球温暖化対策として、「省エネ行動の推進や省エネ家電の

導入」、「エネルギーを有効利用するためのシステム」、「太陽光、風力等に再生可能エネ

ルギーを導入する」、「公共交通機関や徒歩・自転車等の移動が便利なまちづくり」、「都

市の緑地の保全や森林整備」の５つの取組それぞれについて５割を超える方が選択しました。 
なお、「その他」に寄せられた御意見としては、「学校、家庭向けの環境教育の充実」、

「啓発イベント等の発信力の強化」といったものがありました。 
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（ウ）温室効果ガス排出量を削減するために重要と考えられることについて 

 
今後、横浜市内からの温室効果ガス排出量を削減するために重要と考えられることは 

何でしょうか。 ※複数回答可 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市内からの温室効果ガス排出量を削減するために重要と考えられることとして、「市民一

人ひとりの積極的な地球温暖化対策」を選択した方は約 56％と最も多くなっていますが、「次

世代自動車や公共交通機関の利用」、「市内事業者の地球温暖化対策」、「電力会社などの

エネルギー供給事業者のエネルギー供給に伴う温室効果ガス排出量の削減」についても約 40

～50％の回答がありました。なお、「その他」としては、「環境教育の充実」、「市の取組

の周知」といった御意見がありました。 

 
 イ  事業者からの御意見 

（ア）地球温暖化対策に関する目標・方針等について 

 
地球温暖化対策に取り組む際に、どのような目標・方針等があるとわかりやすい、 

取り組みやすいと思いますか。 ※複数回答可 
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地球温暖化対策についてわかりやすく、取り組みやすくする目標や方針に対する回答は、

市民の皆様からの回答と同様の傾向となりました。 
なお、「その他」に寄せられた御意見としては、「G30 のようなスローガン」、「積極的

な周知」といったものがありました。 

 
（イ）横浜市が優先的に取り組むべき地球温暖化対策について 

 

地球温暖化対策として、横浜市はどのようなことに優先的に取り組むべきだと思いますか。 

※複数回答可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本市が優先的に取り組むべき地球温暖化対策についての回答は、市民の皆様からの回答と

ほぼ同様の傾向となりました。 
なお、「その他」に寄せられた御意見としては、「各事業所において取組を進めやすくす

るための補助金、助成金の整備」、「エネルギー管理システムの推進（工場におけるエネル

ギーの自動最適システム）」、「個人・法人への啓蒙活動の実施」といったものがありまし

た。 
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（ウ）温室効果ガス排出量を削減するために重要と考えられること 
 

今後、横浜市内からの温室効果ガス排出量を削減するために重要と考えられることは 

何でしょうか。 ※複数回答可 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市内からの温室効果ガス排出量を削減するために重要と考えられることについての回答は、

市民の皆様からの回答と同様の傾向となりました。 
なお、「その他」としては、「ヒートアイランドを防ぐまちづくり」、「再エネ設備、エ

コカー導入等に対する補助金」、「継続的な啓蒙活動、PR 活動」といった御意見がありまし

た。 
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（２）適応策に関するご意見 

 本市が 2016（平成 28）年度に実施した「地球温暖化対策に関するアンケート調査」における、

気候変動の影響への適応に関する市民・事業者のご意見は以下のとおりです。 

 
 ア  市民からのご意見 

（ア）ご自身の「適応」の取組について 

 

問 気候変動の影響への「適応」についてお伺いします。 

あなたはこの「適応」という言葉を知っていましたか。該当する番号１つに○を付けて 

ください。  

 
 １．意味も含めて知っていた        21％ 

 ２．言葉は知っていたが意味は知らなかった 31％ 

 ３．言葉自体を知らなかった        44％ 

 ４．無回答                 5％ 

 
 

問 あなたご自身の「適応」の取組についてお伺いします。 

以下の項目について、それぞれの対策を知っていましたか。また、あなたご自身は日頃か

ら実施していますか。該当する番号（もしくは最も近い番号）１つに○を付けてください。 

 

項目 
知っていて 

実施している 
知っているが 

実施していない 
知らない 無回答 

熱中症対策 86% 7% 4% 3% 

防災情報Eメール登録 11% 25% 60% 4% 

防災情報HPの確認 11% 30% 55% 4% 

浸水ハザードマップの確認 27% 32% 37% 4% 

避難経路・場所の確認 35% 29% 31% 5% 

感染症対策 43% 37% 16% 4% 

防災訓練の参加 30% 52% 15% 4% 
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 イ  事業者からの御意見 

（ア）気候変動の影響への「適応」について 
 

問 気候変動の影響への「適応」についてお伺いします。 

あなたはこの「適応」という言葉を知っていましたか。該当する番号１つに○を付けて 

ください。  

 
 １．意味も含めて知っていた        19％ 

 ２．言葉は知っていたが意味は知らなかった 31％ 

 ３．言葉自体を知らなかった        44％ 

 ４．無回答                 6％ 

 
 
 

市民向け調査項目及び事業所向け調査項目の「気候変動の影響への「適応」について」の

結果、気候変動の影響への適応は約半数が認知しているものの、意味まで認知している割合

は市民、事業所ともに約 20％でした。また、市民向け調査項目の「ご自身の「適応」の取組

について」では、熱中症対策については８割以上の方が実施している一方、防災情報に関す

る認知は半分以下でした。 

以上の結果から、適応に関しては、既に進められている取組もある一方で、項目によって

は取組の実施率が低く、今後一層の普及啓発や情報提供が必要であることが示唆されました。 
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３ 本市における気候変動の長期変化と将来予測 

（１） 気候変動の長期変化 

本市における気候の長期変化は、横浜地方気象台において観測されています。 

 また、東京管区気象台において、関東甲信・北陸・東海地方の観測地点ごとの経年変化や都

県別の将来予測、長期変化などを「気候変化レポート 2015－関東甲信・北陸・東海地方－」と

して取りまとめ、公表しています。本市における気候変動の長期変化は次のとおりです 76。 

 

ア  平均気温の長期変化 
年及び季節ごとの平均気温にはいずれも上昇傾向がみられ、100 年間あたり約 1.8℃上昇し

ています（統計期間：1897～2014 年）。 

 
図 7-1 年平均気温の経年変化（横浜地方気象台） 

 
これらの気温上昇は、温暖化の影響によるものに加え、ヒートアイランド現象の影響も含

まれることが考えられます。 

 
図 7-2 2017（平成 29）年夏の本市内の気温観測結果 

（出典）横浜市環境創造局環境科学研究所 

 

 

 

                                                   
76 一部を除き「気候変化レポート 2015－関東甲信・北陸・東海地方－」（2016（平成 28）年３月 東京管区気

象台）より引用 
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イ  降水量の長期変化 
年降水量の経年変化には変化傾向はみられません（統計期間：1897～2014 年）。 

 
図 7-3 年降水量の経年変化（横浜地方気象台） 

 
ウ  真夏日、熱帯夜、冬日の日数の長期変化 
 真夏日日数と熱帯夜日数には増加傾向がみられ、冬日日数には減少傾向がみられます 

（統計期間：1931～2014 年）。 

 

 

図 7-4 真夏日の経年変化 

（横浜地方気象台） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-5 熱帯夜の経年変化 

（横浜地方気象台） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-6 冬日の経年変化（横浜地方気象台） 
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エ  さくらの開花日の長期変化 
さくらの開花は早まる傾向がみられ、50 年あたり約４日早くなっています。 

 

 
オ  極端現象の長期変化 
 極端現象（異常高温、異常低温、異常多雨、異常少雨） 77の長期変化については、関東甲

信地方の地方気象台・特別地域気象観測所の観測から、次の傾向がみられます。 

 異常高温には増加傾向がみられ、異常低温には減少傾向がみられます。これらの特徴は全

国的な傾向と一致しており、平均気温の長期的な上昇傾向という気候変動の影響が現れてい

る可能性があります（統計期間：1901～2014 年）。 

 

 

図 7-8 月平均気温の異常高温（左）と異常低温（右） 

（極値１～４位）の年間出現数（１地点あたりに換算）の経年変化 

（関東甲信地方） 

 

 

                                                   
77 統計期間中の各月で、地点ごとに月平均気温の高い（低い）方からの４位までの値を異常高温（異常低温）、
月降水量の多い（少ない）方からの４位までの値を異常多雨（異常少雨）とする。 

図 7-7 さくらの開花日の経年変化（横浜地方気象台） 
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日降水量 100mm 以上の日数には変化傾向はみられませんが、１時間降水量 50mm 以上の回数

には増加傾向がみられます（統計期間：1976～2014 年）。 

 

図 7-9 アメダス地点で日降水量 100mm 以上（左）１時間降水量 50mm 以上（右） 

となった年間の日数（100 地点あたりに換算）の経年変化 

（関東甲信地方） 

 

 

（参考）日本沿岸の海面水位の長期変化 

日本沿岸の海面水位は、1980 年代以降、上昇傾向が見られます。1906～2016 年の期間では

明瞭な上昇傾向は見られません。また、全期間を通して 10 年から 20 年周期の変動（十年規

模の変動）があります。 

 

 
図 7-10 日本沿岸の海面水位の長期変化 

（出典）日本沿岸の海面水位の長期変化傾向（2017（平成 29）年３月９日発表 気象庁） 

 
 



参考資料 

129 

（２） 気候変動の将来予測 

本市を含む神奈川県の気候変化の将来見通しは、「気候変化レポート 2015－関東甲信・北陸・

東海地方－」に示されています。 

将来見通しは「地球温暖化予測情報第８巻」の予測結果を用いて、現在気候（1980～1999 年）

と将来気候（2076～2095 年）を比較した変化で示されています。排出シナリオは SRES A1B シ

ナリオ（≒RCP6.0 シナリオ：高位安定化シナリオ。十分な対策を取らない場合）に基づいてい

ます。 

 

ア  平均気温の将来予測 
 平均気温は概ね３℃程度上昇すると予想され、季節別には冬に上昇幅が大きい傾向がみら

れます。 

 

図 7-11 平均気温の将来気候における変化（神奈川県） 

 
（参考）日本における 21 世紀末の年平均気温 

環境省・気象庁の予測によると、

21 世紀末にかけて日本の年平均気

温は全国的に上昇し、現状以上の地

球温暖化対策をとらなかった場合

（RCP8.5 シナリオ）は、3.4～5.4℃

上昇、厳しい温室効果ガス削減策を

とった場合（RCP2.6 シナリオ）は、

0.5～1.7℃上昇すると予測されてい

ます。また、地域的には、低緯度よ

り高緯度において気温上昇が大きい

傾向が見られます。 

 

 
        図 7-12 年平均気温の変化の分布 

（出典）21 世紀末における日本の気候―不確実性を含む予測計算―（2015（平成 27）年 環境省・気象庁） 



参考資料 

130 

イ  降水量の将来予測 
 降水量は変動が大きく、冬の有意な増加以外の明確な変化はみられません。１時間降水量

50mm 以上の回数は、夏や秋を中心に年で有意に増加すると予想されています。 

 

 

図 7-13 降水量（左）と 1 時間降水量 50mm 以上回数（右） 

の将来気候における変化（神奈川県） 

 

ウ  真夏日、冬日の日数の将来予測 
 真夏日日数は年間で 40 日程度増加し、冬日日数は年間で 10 日程度減少すると予想されて

います。 

 

 

図 7-14 真夏日日数（左）と冬日日数（右） 

の将来気候における変化（神奈川県） 
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４ 本市における気候変動の影響評価 

（１）影響評価の方法 

本市は「横浜市気候変動適応方針」の中で、国が影響評価を行った７つの分野と各項目に沿

い、各分野の庁内所管部署と協議の上、本市への影響を選定し、評価しました。 
 

国では、2015（平成 27）年３月に、中央環境審議会が「日本における気候変動による影響の

評価に関する報告と今後の課題について（意見具申）」を取りまとめ、７つの分野、30 の大項

目、56 の小項目について気候変動の影響を評価しています。 

評価にあたっては、現在及び将来予測される気候変動の影響を、「重大性」、「緊急性」、

「確信度」の３つについて、小項目の単位ごとに、それぞれ次の観点から評価しています。 

 

○重大性：「社会」、「経済」、「環境」の３つの観点で評価 

○緊急性：「影響の発現時期」、「適応の着手・重要な意思決定が必要な時期」の 

２つの観点で評価 

○確信度：「証拠の種類、量、質、整合性」、「見解の一致度」の２つの観点で評価 

 

また、本市への影響の評価にあたっては、国の影響評価のほか、神奈川県が「神奈川県地球

温暖化対策計画」（2016（平成 28）年 10 月改定）において示した神奈川県の影響評価等も参

考にしています。 

 
（２）本市への影響 

 ア  農業・自然環境 
本市は大都市でありながら、市民生活の身近な場所に樹林地や農地、公園、せせらぎ、水

辺など、変化に富んだ豊かな水・緑環境を有しており、豊かな自然生態系を育み、本市の魅

力にも大きく関係してきます。 

農業においては、農業生産額は県内でトップクラスであり、大消費地と多様な農業が共存

しています。 

農業への影響としては、気温の上昇により、農産物の各品目で品質の低下や育成障害、畜

産物の生産低下の影響が懸念されています。また、豪雨等の増加による土壌流出など、農業

生産基盤への影響も長期的には懸念されています。 

水環境への影響としては、水温上昇により、河川の水質の悪化や、東京湾での赤潮の発生

件数の増加等、水質の悪化につながることも懸念されています。 

水資源への影響としては、長期的には降雨量の変動により、本市の水源である道志村の渇

水リスクの増大が懸念されています。さらに、渇水時の地下水の過剰摂取による地盤沈下の

進行についても懸念されています。また、気候変動によって降雨の量や降り方が変わること

により、水・緑環境における健全な循環が損なわれると、河川水や湧水が減少する等により、

利水への影響の懸念もあります。 

生態系への影響としては、気温や水温の上昇により、南方系の生物が分布を拡大するなど、

生物の生息・生育適地が変化したり、外来種が定着する可能性が高まることが考えられます。

また、花の開花時期、渡り鳥の飛来時期といった生物季節の変化が大きくなることも考えら

れます。 
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 イ  風水害・土砂災害等 
本市の地形は、丘陵地、台地と、多くの河川により刻まれた谷底低地と沿岸部の低地から

なります。臨海部の低地に市街地が密集するとともに、郊外部の丘陵地で宅地開発が進展し、

本来の遊水・保水機能が失われたこと等によりこれまでも多くの浸水被害が発生しています。 

このため、河川事業と下水道事業が連携し、総合的な治水対策を推進してきました。この

結果、治水安全度は大きく向上し、過去には浸水が起こっていたような豪雨時にも浸水を最

小限にとどめるなど、大きな効果をあげています。 

しかし、近年の集中豪雨の発生頻度の増加や、巨大台風の襲来など、気候変動の影響と考

えられる自然現象が発生しており、今後も増加傾向が予測されていることから、河川の氾濫

や都市型大水害などの甚大な被害を引き起こす懸念があります。 

本市には８つの流域があり、本市内の流域人口は鶴見川流域が約 130 万人、境川流域が約

26 万人、柏尾川流域が約 53 万人、帷子川流域が約 53 万人、大岡川流域が約 43 万人、宮川

流域と侍従川流域が約９万人、入江川・滝の川流域が約 20 万人を擁しています 。また、そ

の他の沿岸域に約 40 万人の人口があり、それぞれ、風水害による影響が異なります。 

沿岸域については、日本沿岸の海面水位は、1980 年代以降、上昇傾向（+1.1mm/年）が見

られ、将来的には、温室効果ガスの排出を抑えた場合でも一定の海面上昇は免れないことが

予測されています 。そのため、中長期的な海面水位の上昇や、強い台風の増加等による高潮・

高波の発生により、浸水の危険や港湾施設への影響等が懸念されます。 

がけ地においては、集中豪雨等による土砂災害の発生が懸念されます。 

さらにこのような自然災害は、水道や交通等の都市インフラ、ライフラインにも影響を及

ぼす恐れがあります。 

 

 ウ  熱中症・感染症等 
熱中症や感染症は生命に直結するため、そのリスクは重大です。 

毎年、夏季の高温による熱中症搬送者が発生しており、今後も気温の上昇や高齢者の増加

などにより、熱中症のほか、熱ストレスによる死亡リスクが増加するなどの影響が懸念され

ています。 

また、気温や水温が上昇すると、細菌類の急激な繁殖による食中毒や感染症のリスクの増

大、また、感染症を媒介する蚊の生息域の拡大により、国内で発生していない感染症の発生

の可能性などが懸念されます。 

その他、気温の上昇により大気汚染物質の生成が促進されるため、高温期の長期化により

光化学スモッグ等が高濃度化することも懸念されます。 

 

 エ  産業・経済活動 
猛暑日の増加により、空調設備の使用が増大するなど、気候変動の影響に伴いエネルギー

需給に影響を及ぼす可能性があります。大規模な停電が広範囲に起こるような状況が万一発

生すると市民生活や経済活動にも大きな影響を及ぼします。 

製造業への影響については、平均気温の上昇が事業者の生産・販売過程等に影響を及ぼす

可能性があります。また、集中豪雨等の極端現象の増加による浸水等により、生産設備等に

直接的・物理的な被害を与えることも示唆されています。 

金融・保険への影響については、大型の台風による大規模な自然災害により、企業の生産
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活動が長期に渡り低迷する事例や巨額な保険金の支払が発生する事例なども増えており、今

後更に影響が大きくなることも想定されます。 

また、観光業への影響については、天候不順による観光客の減少が懸念されます。 

一方、今後、適応分野への投資が増加することにより、新たなビジネスが生まれてくるこ

とも考えられます。 
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（３）国の分野に沿った本市の気候変動の主な影響一覧 

本市の影響

緊急性 確信度

水稲 ◎ ◎ ■▲品質低下（白未熟粒、一等米比率低下など）

野菜 △ △
■▲高温障害による品質低下
▲作型の見直し、品種及び栽培技術開発の必要性

果樹 ◎ ◎
■▲高温による生育障害（ブドウ着色不良など）
■▲生育の早期化と春の急な低温による霜害リスクの増大

畜産 △ △ ■▲生産性の低下

病害虫・雑草 ◎ ◎ ■▲生育適温が高い病害虫の発生

農業生産基盤 ◎ △ ▲豪雨等による農地や農業用施設の被害

河川 □ □ ▲水温上昇に伴う溶存酸素の低下、水質の悪化

沿岸域及び閉鎖的水域 △ □ ■▲東京湾の赤潮発生、底層溶存酸素の低下

水供給（地表水） ◎ △ ▲渇水リスクの増大

水供給（地下水） △ □ ▲渇水時の過剰な地下水の摂取による地盤沈下の進行

自然林・二次林 △ ◎ ▲分布適域の移動や拡大・縮小

里地・里山生態系 △ □
▲ライフサイクル（発生時期等）の変化
▲南方系生物の出現

野生鳥獣の影響 ◎ ―
■▲鳥類渡り時季の変化
▲ライフサイクル（発生時期等）の変化
▲南方系生物の出現

淡水生態系 河川 △ □
▲ライフサイクル（発生時期等）の変化
■▲南方系生物の出現

沿岸生態系 温帯・亜寒帯 ◎ △
▲ライフサイクル（発生時期等）の変化
■▲南方系生物の出現

海洋生態系 A △ □
▲ライフサイクル（発生時期等）の変化
■▲南方系生物の出現

生物季節 A ◎ ◎ ▲ライフサイクル（発生時期・開花時期等）の変化

分布・個体群の変動
＊在来種の生態系への影響に対する

評価 ◎ ◎ ▲分布域の変化、ライフサイクル（発生時期等）の変化

洪水 ◎ ◎ ■▲大雨事象発生頻度が経年的に増加傾向

内水 ◎ △ ■▲大雨事象発生頻度が経年的に増加傾向

海面上昇 △ ◎ ■▲海面水位の上昇

高潮・高波 ◎ ◎
▲高潮・高波リスクの増大
▲港湾及び漁港防波堤等への被害

山地 土石流・地すべり等 ◎ △ ▲集中豪雨等により、土砂災害等の発生

その他 強風等 △ △ ▲強い台風の増加

都市インフラ、
ライフライン等

水道、交通等 ◎ □
■▲短時間強雨や渇水の増加、強い台風の増加等によるインフラ・ライ
フライン等への影響

死亡リスク ◎ ◎ ■▲気温上昇による超過死亡の増加

熱中症 ◎ ◎ ▲熱中症搬送者数の増加

水系・食品媒介性感染症 ― □
▲水系・食品媒介性感染症のリスクの増大
▲食中毒・消化器感染症の増加

節足動物媒介性感染症 △ △
▲蚊媒介感染症の発生の可能性
▲国内で発生していない感染症発生の可能性

その他の感染症 ― ―
▲季節性の変化や発生リスクの変化
▲予期しない感染症の発生

（健康）

その他
＊温暖化と大気汚染の複合影響に対

する評価 ― △ ■▲高温期の長期化による光化学スモッグやPM2.5の高濃度化

（国民生活・都市生活）

その他
暑熱による生活への影響 ◎ ◎ ▲熱中症リスクの増大

製造業 A □ □ ▲平均気温の変化や集中豪雨等により企業活動に影響を及ぼす懸念

エネルギー エネルギー需給 □ △ ▲気温上昇によるエネルギー消費への影響

金融・保険 A △ △
▲気候変動に起因した災害が発生した場合、市内中小企業で災害復旧
にかかる資金ニーズが生じる可能性

観光業 レジャー △ ◎ ■▲天候不順による観光客の減少

分
野

大
項
目

小
項
目

国の
影響評価

現在の影響(■)、
将来予測される影響(▲)重大性

農業

◎

―

◎

◎

◎

◎

◎

水環境
◇

◇

水資源
◎

◇

陸域生態系

◎

◇

◎

◎

◎

◇

◎

河川
◎

◎

感染症

―

◎

沿岸

◎

◎

◎

農
業
・
自
然
環
境

風
水
害
・
土
砂
災
害
等

熱
中
症
・
感
染
症
等

産
業
・
経
済
活
動

◇

◇

◎

◎

◎

―

―

◎

◎

◎

暑熱
◎
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５ 地球温暖化対策実行計画の改定の経緯 

実行計画の改定にあたっては、環境創造審議会及び地球温暖化対策実行計画部会での審議や

市会、庁内での議論等を踏まえて行いました。改定の経緯は次のとおりです。 
 
2011（平成 23）年３月 「横浜市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の策定 

2014（平成 26）年３月 「横浜市地球温暖化対策実行計画」の改定 

2015（平成 27）年３月 「横浜市エネルギーアクションプラン」の策定 

2015（平成 27）年７月 国が 2030 年度の削減目標を含む「日本の約束草案」を決定 

2015（平成 27）年９月 国連サミットで「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択 

2015（平成 27）年 11 月 国が「気候変動の影響への適応計画」を策定 

2015（平成 27）年 12 月 2020 年以降の新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択 

2016（平成 28）年５月 国が「地球温暖化対策計画」を策定 

2017（平成 29）年６月 「横浜市気候変動適応方針」の策定 

2017（平成 29）年 10 月 第 24 回横浜市環境創造審議会を開催し、実行計画の改定について 

審議会に諮問 

地球温暖化対策実行計画部会（平成 29 年度第１回）を開催 

2017（平成 29）年 12 月 地球温暖化対策実行計画部会（平成 29 年度第２回）を開催 

2018（平成 30）年３月 地球温暖化対策実行計画部会（平成 29 年度第３回）を開催 

2018（平成 30）年３月 第 25 回横浜市環境創造審議会を開催し、実行計画の改定について 

審議会から答申 

2018（平成 30）年６月 

～７月 

改定素案についてパブリックコメントを実施 
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６ 横浜市 環境創造審議会 委員名簿 

 
敬称略、会長・副会長以下、五十音順 

 氏名 所属等 

会長 進士 五十八 福井県立大学学長 

副会長 佐土原 聡 横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授 

副会長 長岡 裕 東京都市大学工学部教授 

委員 亀屋 隆志 横浜国立大学大学院環境情報研究院准教授 

委員 川辺 みどり 東京海洋大学学術研究院教授 

委員 川本 守彦 横浜商工会議所副会頭 

委員 日下 修一 神奈川県経営者協会副会長 

委員 小堀 洋美 東京都市大学特別教授 

委員 坂井 文 東京都市大学都市生活学部教授 

委員 佐藤 一子 特定非営利活動法人ソフトエネルギープロジェクト理事長 

委員 重田 英明 横浜市立小学校長会 

委員 清水 靖枝 長屋門公園歴史体験ゾーン事務局長 

委員 高梨 雅明 一般社団法人日本公園緑地協会研究顧問 

委員 田澤 重幸 一般社団法人横浜市造園協会会長 

委員 田代 洋一 横浜国立大学・大妻女子大学名誉教授 

委員 田島 夏与 立教大学経済学部教授 

委員 中村 雅子 東京都市大学メディア情報学部教授 

委員 平本 光男 横浜農業協同組合代表理事副組合長 

委員 藤倉 まなみ 桜美林大学リベラルアーツ学群教授 

委員 藤田 誠治 横浜市町内会連合会 
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７ 横浜市 環境創造審議会 地球温暖化対策実行計画部会 委員名簿 

 
敬称略、部会長・副部会長以下、五十音順 

 氏名 所属等 

部会長 
審議会委員 

佐土原 聡  
横浜国立大学 大学院都市イノベーション研究院 

研究院長／教授 

副部会長 
専門委員 

浜中 裕徳 
（一社）イクレイ日本 理事長 
（公財）地球環境戦略研究機関（IGES）特別研究顧問 

専門委員 江守 正多 
国立環境研究所 地球環境研究センター 

気候変動リスク評価研究室 室長 

審議会委員 川本 守彦 
横浜商工会議所 副会頭 
川本工業（株） 代表取締役社長 

専門委員 神崎 夕紀 
横浜市温暖化対策事業者協議会 副会長 
キリンビール（株） 執行役員 横浜工場長 

審議会委員 佐藤 一子 
横浜市地球温暖化対策推進協議会 事務局長 
（特活）ソフトエネルギープロジェクト 理事長 

専門委員 末吉 竹二郎 
国連環境計画 金融イニシアティブ 特別顧問 
（公財）自然エネルギー財団 副理事長 

専門委員 筒井 隆司 
（公財）世界自然保護基金ジャパン 

（WWF ジャパン） 事務局長 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

横浜市温暖化対策統括本部調整課 

平成 30 年 10 月 
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